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第一章  肢体不自由者を中心とした障害者臨床・療育におけるアセスメント  

 

第一節  障害者への臨床・療育領域におけるアセスメント  

１  アセスメントとは何か  

 近年、アセスメントという用語が障害児・者に関わる現場で多用されるようになった。

アセスメントとは、一般には評価、査定、見積もりといった意味で用いられる。心理臨床

や教育の領域では心理診断や査定という用語がこれに近い。心理診断とは、「診断面接や心

理検査を行って、症状や心理的障害の特徴を評価し、分類すること」といわれている（杉

江 ,1999）。診断（ Diagnosis）という用語は、元々は医学的用語であり、識別や分類という

意味を持っていることから、症状の分類、つまり疾患名の特定を意味している。一方、障

害者への臨床や療育に関わる現場で用いられるアセスメントは疾患名や症状の特定のため

に行われるというよりは、むしろ心理的援助を展開するための資料や情報を得るために行

われることがほとんどである。実際には、心理面接や心理検査を用いて、その個人のパー

ソナリティーや発達的特徴などを様々な側面から理解しようと試みる。そしてこの理解を
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もとに、目標の設定、適切な治療・支援法の選択・決定や予後の予測、援助の体制の決定

などがなされていく。 

 障害などの支援ニーズを持っている子どもへの教育である特別支援教育の領域において

もアセスメントという用語が用いられるようになってきている。教育活動の開始にあたっ

て、対象となる児童生徒の状態を把握するという意味で用いられるが、実践内容の決定や

課題の選定、あるいは教育的取り組みの方針を定めていくための事前評価の性格を持って

いる（茂木 ,2010）。アセスメントに続く教育活動に活用できる情報を収集するという意味

では、心理的診断と同様の目的である。 

 心理的援助や教育活動におけるアセスメントの位置づけを図示すると Fig.1-1 のように

なる。アセスメントが後に続く目標設定や実践のサイクルにおける先頭に位置付いている。

昨今では、支援や援助を受ける当事者や保護者に対するインフォームドコンセントや治療

や教育方針の事前説明ということが一層求められるようになってきている。このような流

れも相まって、指導や教育実践を行う前の段階としてのアセスメントの位置づけが大きく

なっているといえる。 

 では具体的にアセスメントとはどのような内容を含んでいるのであろうか。障害児臨床

や特別支援教育におけるアセスメントの内容を整理すると Fig.1-2 のようになる。 

 情報は、当該の対象者やその対象者が持っている環境等に関する情報である。家族構成

や成育歴、既往歴、教育歴、相談歴や受けてきた治療や療育など、これまでの経歴が含ま

れる。加えて、現在関係している機関、学校園や医療・療育に関する施設などや、趣味や

余暇といったことも情報になる。とりわけジェノグラム（家族図）の作成は、援助の対象

者を中心とした家族関係を理解するために幅広い領域でなされている。また機関間連携の

ために利用している関係機関を把握することがそれぞれの機関で進められているのとあわ

せて、援助を受ける対象者の情報が各機関やライフステージで引き継がれるよう、各地域

で共通的に使用可能な支援ファイルなどが開発されてきている。 

 願いは、それぞれの立場からの願いがある。まずは当事者の願い、そして家族の願いが

ある。ここに児童生徒ならば学校の先生の願い、施設利用者ならば施設職員の願いなどが

加えられる。最近では願いを含んだより広い意味でニーズという表現も使われている。ニ

ーズにはふたつの側面があるといわれている（香野 ,2016）。ひとつは「発達希求的ニーズ」

であり、もうひとつは「困り解消ニーズ」である。前者は、例えば一人で座れるようにな

ってほしい、意思表示がより上手になってほしい、トイレを自立させたい、といった今は

まだできていないことをできるようになってほしい、あるスキルや行動を獲得したい・さ

せたいというニーズである。後者は、夜間の中途覚醒を減らしたい、パニックにならない

でほしい、側彎が強くならないように、といった今生じている問題を減少、消去したいと

いうニーズである。このふたつの側面は別個のものではなく、例えばパニックにならない

でほしいという困り解消ニーズは、自分の意思を表現できるや情動調整が上手になってほ
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しいという発達希求ニーズに置き換えることが可能である。つまり表現の仕方の違いや願

いの方向性（獲得か消失か）はあるものの、表裏一体をなすことが多い。 

 実態把握に含まれる内容は多岐にわたっている。いわゆるアセスメントというときに、

従来はここだけを指していた場合もある。まずは本人の持っている種々の能力や機能、発

達状況が把握される。学業成績や対人関係なども実態把握の対象となる。把握の方法とし

ては、心理検査がその代表で、ツールとしての心理検査をアセスメントと称する場合も多

く、人格検査、知能検査、発達検査などが含まれる。最近では社会性や適応行動などに関

する検査もある。実態把握の方法は、検査だけでなく、観察や聞き取り、測定なども行わ

れる。本人から面接等を実施して、困りや訴えを聞き取ることも実態把握となる。 

また障害についての医学的情報や派生している二次的な症状といった障害や疾病に関

する実態についても把握される。この把握の方法としては、本人や家族からの聞き取りや

観察に加えて、例えば疾病についての医学的情報の閲覧や収集といった、関係するデータ

に対して行われる方法も含まれる。 

さらには実際に支援対象となる当人がどのような生活を営んでいるのかについても実

態が把握される。同様の障害を持っている場合や知的能力や身体的能力で仮に同等であっ

ても一人一人の生活実態は異なる。日常生活動作や学業や就労状況、対人関係や地域との

関わり、余暇のあり様など生活全般にわたる実態も把握の対象となる。 

このように実態把握は、能力や機能に関する内容、障害や疾患に関する内容、生活に関

する内容で行われる。 

 ちなみに情報が本人のこれまで積み重ねてきた事実的な内容という意味で「過去」を取

り扱ったものであるのに対し、願いはこれからの目指す姿やあり様という意味で現在を含

む「未来」を取り扱うものということもできる。そして実態把握は「今現在」のあり様を

取り扱うものとなる。このように時制によってもアセスメントは整理することが可能であ

る。 

 

 

アセスメ
ント 

目標設定 

実践 

評価・検
討 
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 先述したように、このような情報の収集や願いの聴取、実態把握は目標の設定に向けて

行われる事前段階である。医療、心理、教育のいずれにおいても、アセスメントが対象者

に関する情報を集めるためだけになされることは考えられない。そこには何らかの意図性

をもって行われる。それはそこから続く治療や指導、アプローチの目標を設定することに

ある。場合によっては、実践方法の決定までも含むことになる。いずれにせよアセスメン

トは目標の設定に向けた複合的な営みということができる。 

 

２  アセスメントに関係する動向  

 近年、障害のある者への支援・援助の領域においてアセスメントがいっそう重視される

ようになった背景は、世界的な動向や社会的要請と切り離すことができない。以下に、ア

セスメントに影響を及ぼしてきた国際的な動向についてとりあげていく。 

 

（１） ICF：国際生活機能分類について 

 2001 年 7 月の WHO 総会において ICF（ International Classification of Functioning, 

Disability, and Health）が採択された。これによりこれまでの ICIDH：国際障害分類

（ International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps）から障

害の概念的な定義や、理解について多くの変更と示唆がもたらされた。その主なところは、

まず邦訳において象徴的であるが、表題から「障害」の表現が後退し、「生活機能」が前面

に押し出された。これは、ある対象者の生活のあり様そのものを‘障害’と概念規定する

ことを意味している。 

ICF の概念枠組みは Fig.1-3 の通りであるが、この概念枠組みを中心に、特徴を整理す

ると以下のようになる（国立特殊教育総合研究所・世界保健機関 ,2005）。 

情報 願い 実態
把握 

目標
設定 

Fig.1-1 教育、心理的援助におけるアセスメント

Fig.1-2 アセスメントに含まれ
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・生物学的・病理モデルから生物学的・病理＋環境・社会的モデルへ  

 個体能力モデルから社会関係モデルへ 

・要素間の相互作用（矢印の双方向性）と独立性 

・心身機能だけでなく活動や参加に注目すること 

・病気と障害の区別と関連 

・個人外因子（環境因子）の取り込みにより個人内モデルから個人間モデルへ 

・ユニバーサルな活用 

・能力と実行状況の区別  

 ICF が採択されたことは、教育や心理の領域における「障害」理解にも影響を及ぼした。

とりわけアセスメントの段階においては、その影響は大きかった。例えば、実態把握の観

点が広がった。従来は、障害名、機能的側面、発達水準や能力的側面が中心であったが、

そこに活動状況や参加といった生活実態の側面が加わった。さらには環境因子や個人因子

についても、実態把握の対象に加えられた。また要素間のつながりがより意識されるよう

になり、要素の相互作用が検討されるようになった。そしてアセスメントにおける目標設

定の段階において、望む参加のあり様が発想の根本に据えられるようになり、単なる能力

の獲得や機能改善のみが目標として設定されることが減ったといえる。少なくとも能力や

機能を活動や参加に結び付けようとする考え方が浸透してきたといえる。 

 ICF の登場は、医療、教育、福祉、心理といった幅広い領域で、共通言語をもたらした

とともにアセスメントの考え方や方法にも変更をもたらしたということができる 

 

（２） Family-Centred Service 

 Family-Centred Service は、ニーズのある小児への医療的介入やリハビリテイションの

領域で始まった。これは専門家にとっての哲学でもあり、アプローチ方法でもある（ King, 

Fig.1-3  ICF の概念枠
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S. Et al., 2004）。 1940 年代のロジャースのクライエント中心主義にその発想の起源があ

り、その後、北米を中心に広がってきた。 Family-Centred Service とは以下のように定義

される。「 Family-Centred Service は特別なニーズを持つ子どもとその家族に対するサー

ビスへの一連の価値、態度、アプローチから成り立っている。 Family-Centred Service で

は、それぞれの家族は唯一無二であり、常に子どもの人生とともにあり、子どものニーズ

や能力に関する専門家であると考える。家族はサービス提供者と協働して、子どもと家族

が 受 け る サ ポ ー ト や サ ー ビ ス に つ い て 十 分 な 情 報 を 得 た う え で 決 定 を 行 う 。

Family-Centred Service においては、家族のメンバー全員のニーズや支えが考慮の対象と

なる。」Family-Centred Service の前提、指導原則、要素については Table1 のようにまと

めることができる。 

 

Table1-1  Family-Centred Service の前提、指導原則、要素 

 

（ Rosenbaum, P. Et al. 2009 より邦訳） 

 我が国においても、Family-Centred Service の哲学やアプローチは時代経過とともに受

け入れられ、医療や教育の領域において影響を受けているといえる。インフォームドコン

セントやアカウンタビリティといった用語にそれがあらわれている。アセスメントの段階

では、家族や当人のニーズを丁寧に聞き取ること、サービス提供者には実態把握の結果を

開示し、今後の治療・教育や指導の目標、方針等を説明することが求められるようになっ

た。これらによって、本人を含む家族とサービス提供者の間に、これまで以上に情報交換

（コミュニケーション）を発生させることとなった。また目標設定において、家庭におけ

る生活の質の向上や家族の負担軽減といったことがしばしば掲げられることとなった。  

 

（３）エビデンスベーストプラクティス（ evidence-based practice: EBP） 

 エビデンスベーストプラクティス（ evidence-based practice: EBP）とは、対象者の特

徴・特性、文化、優先傾向に照らし合わせて、最良かつ利用可能な研究成果（＝エビデン

・両親は彼らの子どもについてももっとも知っ
ており、子どもに関する最善を望んでいる

・家族は個別的であり、唯一無二である

・最適な子どもの機能は支持的な家族とコ
ミュニティの文脈のなかで発揮される.子ども
は家族成員の対処行動とストレスに影響を
受ける

・すべての家族は彼らの子どもに関する決定
において、彼らが望む水準で決定に関与す
る機会を持つべきである

・すべての家族と家族成員は個人として敬
意を持って扱われなくてはならない

・すべての家族成員のニーズが考慮される
べきである

・すべての家族成員の関与が支持と推奨さ
れるべきである

・両親の意思決定を推奨すること ・家族を尊重すること
・すべての家族成員の心理社会的なニーズ
を考慮すること

・支えを見極めることを援助すること ・家族を支持すること ・すべての家族成員の参加を推奨すること
・情報を提供すること ・耳を傾けること ・対処のやり方を尊重すること

・ニーズを見極めることを援助すること ・個別化されたサービスを提供すること
・地域社会の資源を利用することを推奨する
こと

・両親と協働すること ・多様性を受け入れること ・支えを増やすこと
・利用しやすいサービスを提供すること ・両親を信じ、信頼すること
・子どもについての情報を共有すること ・清廉にコミュニケートすること

前提

指導原則

要素（サービス提供者の行動）
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ス）を、臨床技能に統合することである（ APA, 2006）。もともとは EBM（ evidence-based 

medicine）として医療の分野で生まれ、様々な実践的な分野に波及した概念である。Sackett

（ 1996）によれば「個々の患者のケアに関わる意思を決定するために、最新かつ最良の根

拠（エビデンス）を、一貫性を持って、明示的な態度を持って、思慮深く用いること」と

定義される。斎藤（ 2012）は方法論としての EBM を忠実に紹介しながら、種々の誤解につ

いて解説を行っている。それは本来、 EBM とは個々の患者が治療やケアに関わる意思決定

を行うための「方法論」であったはずのものが、治療方法や行為の臨床研究上の客観的優

位性や実証研究の有無などに矮小化されたり、歪曲されたりしているとまとめることがで

きる。本来的な意味は、患者やその家族の意思決定に最良の根拠に関する情報を提示し、

その決定をサポートする営み全体を指している。 

 このような営みを医療以外の実践的領域においても推し進めようとするものが EBP であ

る。ここには教育や心理的援助の領域も含まれてくる。領域によっては、根拠ある実証研

究の方法として推奨される RCT（無作為割付試験）などの方法論が取りにくいため、エビ

デンスの確立した研究成果が蓄積されにくいという事情はある。しかしながら、その時点

で提供できる最良の根拠を持って、教育や心理的援助の実践を提供していく「方法論」は

共通することができる。そしてこの EBP の考えは、アセスメントにも影響を及ぼす。とり

わけ目標を設定し、その実現に向けた課題や方法を検討する段階において、エビデンスの

ある方法を選択すること、その根拠を明確にすること、そしてその選択について本人や家

族に説明を行うことが求められることになるだろう。 EBP は今後一層、教育や心理の領域

に浸透してくるものと考える。 

 

（４）ケースフォーミュレーション（ Case Formulation） 

 ケースフォーミュレーションとは、得られた多様な情報を総合して事例の当事者を総合

的に理解するための仮説を生成することである（下山 ,2001）。事例についての仮説を生成

するという作業においては、様々な理論が活用されることとなり、精神分析的なケースフ

ォーミュレーションもあれば、行動療法的なケースフォーミュレーションもありうる。し

かし今日では認知行動療法の領域で、ケースフォーミュレーションが主要に用いられてい

ることから、認知行動療法の援助プログラムの一部とみなされていることが多い。 

 認知行動療法におけるケースフォーミュレーションは次の 5 つの段階に分けられている

（ Bruck,M. & Bond,F.W.,1998）。第一段階は「問題の明確化」である。この段階では、関

係者から問題を聴取し、これらの情報から問題の特定化を行う。第二段階は「仮説探索」

である。この段階では問題の原因と維持に関する仮説を生成し、その検証のための情報収

集を行う。第三段階は「フォーミュレーション」である。この段階では、前段階で生成し

た仮説の完成と、介入仮設の完成を行う。また仮設の妥当性検討を行われる。第四段階は

「介入」である。採用する介入の方法と手続きが決定され、クライエントとの合意のもと
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介入プログラムが実施され、その結果がモニターされる。第五段階は「評価」である。介

入結果の評価と、ケースフォーミュレーションの修正が行われ、発展されていく。 

 このようなケースフォーミュレーションは、一般的な診断に基づく治療という医学モデ

ルから一線を画す形で、心理臨床独自のモデルとして、クライエントの理解と援助という

プロセスを具体化するものといえる。アセスメントとの関係でいえば、ケースフォーミュ

レーションの方が実践・介入とその評価を含んでいるという意味ではより全体像を指し、

アセスメントはケースフォーミュレーションの第三段階までを指していると整理すること

ができる。内容的には、ケースフォーミュレーションではクライエントの問題理解におい

ても、介入方針についても、あくまで仮説という位置づけとし、クライエントの共同作業

を通して、その検証を行うという点は特徴的である。この点は、アセスメントを確定的な

ものではなく、あくまでその時点の仮のものと見なすという意味で、重要な示唆をもたら

したといえる。 

 

３  代表的な指導方法にみるアセスメント 

 障害児臨床に関してはこれまで様々な指導法・支援法がまとめられてきた。当然ながら

各々の方法は独自のアセスメントの方法や内容を持っている。ここでは最近の支援法のう

ちアセスメントのプロセスが丁寧に扱われている方法を取り上げ、そこでのアセスメント

について紹介する。 

 

（１） SCERTS モデル 

 SCERTS モデルとは、自閉症スペクトラム障害とその関連障害のある人のコミュニケーシ

ョンや社会情動の力を高めるための包括的かつ学際的アプローチである（ 2006）。米国

National Research Council（ NRC）は自閉症教育に関するまとめを報告した（ 2001）。そこ

では自閉症教育における推奨事項や優先的項目がまとめられている（ Table1-2）。 

 

 

SCERTS モデルはこれらのまとめを受けて作られた、より包括的で個別化された支援を提

供するための支援プログラムといえる。SCERTS モデルは、社会コミュニケーション（ Social 

３．遊びスキルの教授（ピアとの遊びなど）
４．自然な文脈における認知的な目標の般化と維持を導く指導
５．問題行動への積極的アプローチ
６．機能的なアカデミックスキル

Table1-2　　ＮＲＣがあげた推奨事項と指導上の優先的項目
推奨事項
早期介入・集中的な指導・個別化・日々の反復的、計画的な学習機会・発達的な適切さ

家庭との協働・定期的なプログラムの更新・機能的なアセスメント・典型発達児との相互作用

指導上の優先的項目
１．機能的で自発的なコミュニケーション
２．様々な場面での社会的指導
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Communication）、情動調整（ Emotion Regulation）、交流型支援（ Transactional Support）

の 3 つの領域から構成されている。SCERTS モデルでは、そのアセスメントの進め方と内容

が SCERTS アセスメントプロセス（SAP）として 10 のステップに整理される（Table1-3）。 

 

Table1-3 SCERTS モデルにおける SAP の 10 のステップ 

 

 ステップ①のコミュニケーション段階の決定は、SCERTS モデルでは対象の子どもを「社

会パートナー段階」「言語パートナー段階」「会話パートナー段階」の 3 つの段階に、主に

語彙数をもとに振り分ける。この振り分けられた段階によって、この後で用いるフォーム

等が指定される。 

 ステップ②の SAP-Report は家族や先生などからの聞き取りによる情報収集である。社会

コミュニケーション、情動調整、交流型支援の 3 つの領域を中心に、子どもの実態につい

て具体的なあらわれが聞き取られていく。 

 ステップ③の SAP－Observation の計画では、対象の子どもや家族について、誰が、いつ、

どこで観察を行うかについて計画される。 

 ステップ④の観察では、計画された観察を行い、SAP－ O フォームといわれる記録紙を用

いて、評定者によってスコアリングが行われる。SAP－ O フォームは、社会コミュニケーシ

ョンは共同注意とシンボル使用、情動調整は相互調整と自己調整、交流型支援は対人間支

援と学習支援に分けられている。 

 ステップ⑤の行動サンプリングは、観察では把握できなかった情報を収集するために、

場面を設定して行う観察である。 

 ステップ⑥の結果のまとめでは SAP－ Sum フォームを用いて、子どもの持っている長所と

ニーズを要約する。そしてこの要約が子どもの実態を的確に捉えられているかについて、

家族に確認し、同意を得ることも含まれる。 

 ステップ⑦の目標の優先順位をつけるでは、子どもの目標として社会コミュニケーショ

ンと情動調整から 4～8 つ、関わる大人の目標として交流型支援から 4～ 8 つ選定する。選

定においては、生活に変化をもたらすという意味で機能的であること、家族の優先事項に

合うこと、発達的ニーズに適合することが重視される。 

 ステップ⑧の追加のアセスメントでは、必要に応じて心理検査などの追加のアセスメン

トを実施する。 

 ステップ⑨の教育プログラムのデザインでは、週に 25 時間以上のプログラムが作成され

る。有意味で目的を持った活動が同定されることや、その活動内の支援水準を明確にする

①コミュニケーション段階の決定 ⑥結果のまとめ
②SAP－Ｒｅｐｏｒｔ（聞き取り） ⑦目標の優先順位をつける
③ＳＡＰ－Obsevationの計画 ⑧追加のアセスメント
④観察（Observetion） ⑨教育プログラムのデザイン
⑤行動サンプリング ⑩アセスメントの継続
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ことなどが求められる。そして家族やサービス提供者に対して、 SAP チームから教育的サ

ポートと情緒的サポートが提供される。 

 ステップ⑩のアセスメントの継続では、記録を記入していくことと、少なくとも 3 か月

ごと以上にプログラムの更新や修正がなされていく。 

 以上が SAP といわれる SCERTS モデルにおけるアセスメントの概略である。まずはアセス

メントのボリュームとしてステップの多さが際立っている。プログラムの開始にあたって、

アセスメントの段階を重視する点は最近の諸々の療育プログラム動向をよくあらわしてい

る。 

 別の注目点として、家族への聞き取り、アセスメント結果の家族へのフィードバックや

確認、優先事項決定における家族の意向の重視など家族を主役とした支援プログラムであ

ることがあげられる。特に、交流型支援においては家族をはじめとする関係者にプログラ

ムの対象が向けられている点は特徴的である。これは先にあげた Family-Centred Service

の考えや方法と一致するところであるとともに、家族をはじめとする関係者との相互的な

交流から相互的な変容をもたらすという考えに基づいている。これは SCERTS モデルが

Sameroff（ 2009）の Transactional Model の考えを背景に持っていることに起因する。子

どもに関する専門家であり、支援者、教育者としての家族を重視していることがわかる。

そしてこれはアセスメントの段階においても、家族や関係者からの聞き取りが位置付けら

れていることからも裏付けられる。 

その他に注目されるのは、主要な領域として、社会コミュニケーションと情動調整をあ

げていることである。SCERTS モデルの開発にあたっては、学際的な根拠を持っていること

が重要視されてきた。そこにおいて、シンボル使用と共同注意が含まれる社会コミュニケ

ーションと、相互調整と自己調整を含む情動調整が重視されていることは学術的な裏付け

によるものといえる。同じく 2000 年頃に登場した RDI（ 2000）においても、経験共有とい

う領域を主に、社会コミュニケーションや情動調律、共同注意などが重視されており、最

新の学術的な動向を取り組もうとする動向と同じといえる。これらの領域はアセスメント

においても、支援プログラムの実行においても主要な位置付けである。 

 他にも目標の優先順位を明確にする点や他のアセスメントなどを活用しようとする点な

どが特徴としてあげられるだろう。 

 

４  アセスメント・ツール  

 障害児へのアセスメントにおいては、これまでも多くのアセスメント・ツール、いわゆ

る‘検査’が用いられてきた。昨今の動向は、 SAP に見られるように観察や聞き取りなど

も含めた包括的アセスメントが前提となっているが、その中においてもアセスメント・ツ

ールは一定の役割を持っている。黒田（ 2015）は、発達障害児に対する包括的アセスメン

トについて 6 つの要素に大別している。それは①発達障害に特化したアセスメント、②知
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的水準、認知特徴のアセスメント、③適応行動のアセスメント、④感覚や運動のアセスメ

ント、⑤併存する精神疾患、⑥心理社会的・環境的アセスメントである。また我が国では

これに加えて、種々の発達検査を用いた発達状況のアセスメントが広く行われてきた。  

これまでの心理、教育の分野では、知的水準、認知特徴のアセスメントと発達状況のア

セスメントが重視されてきた。知的水準、認知特徴のアセスメントではビネー式とウェク

スラー式の知能検査があげられる。これらの検査が、知能指数を測定し、主に知的障害の

有無について診断する目的で実施され、療育手帳の発行や就学判定等に貢献してきた。し

かし本来のアセスメントの目的からすれば、偏りのある活用といえる。最近では、心理や

教育の領域においても個人内のアンバランスや強みと弱みといった認知特性を把握する目

的で活用されるようになってきた（Prifitera, A. et al ,2005）。発達状況のアセスメン

トは、保健領域や子育て支援の分野などで利用されてきた。生活年齢で期待される発達水

準に対して、遅れや歪みの有無について測定し、受診や支援の必要性について検討する際

に活用されてきた。支援や療育の目標や内容を検討するためというよりは、その必要性が

あるか否かを判断するスクリーニングの目的で行われてきたということができる。アセス

メントの目的から考えるならば、やはり偏りを持っているといえる。  

ここ数年、発達障害に特化したアセスメント・ツールが多くなってきている。黒田（2015）

はこれらを「スクリーニング」と「診断・評価」に使用目的から整理している。スクリー

ニングとしては児童用 AQ や PARS、 ADHD-RS があり、診断・評価としては ADI-R や ADOS な

どがあげられる。これらを活用して、スクリーニングから発達障害の診断につなげ、その

後の支援方針の決定へとつながるプロセスの重要性を指摘している。  

 今 後 の 活 用 が 期 待 さ れ る ツ ー ル と し て 適 応 行 動 の ア セ ス メ ン ト ・ ツ ー ル で あ る

Vineland-Ⅱがあげられる。障害のある子ども支援や教育の最終的な目標が、日常生活の質

の改善・向上であることを考えるならば、適応行動のアセスメントは重要である。アセス

メントの結果が、支援の目標設定やアプローチする優先課題などを選定する際に、直接的

に結び付けやすいという長所をもつ。Vineland-Ⅱは、日常生活への適応について評価する

「適応行動評価」と、問題となっている行動を評価する「不適応行動評価」から構成され

ている。さらに適応行動評価は、「コミュニケーション」「日常生活スキル」「社会性」「運

動スキル」の 4 つの領域を含んでいる。これからはこのアセスメントが医療や教育、心理、

福祉などの幅広い分野で活用され、事例が蓄積されることが期待されている。 

 現在、多くのアセスメント・ツールを利用できるようになってきた。それは目的に応じ

てアセスメント・ツールを選択し、組み合わせることが可能になったといえる。スクリー

ニングや障害特性の測定、認知や知能の特徴把握、対人面や適応行動の実行状況の把握、

また治療や指導支援の効果測定などの目的に対して、目的に合うアセスメント・ツールを

選択し、利用することが求められていくだろう。 
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５  現在のアセスメントに求められる視点 

 ここまで障害児臨床に関わるアセスメントについて、関連する動向や具体的な方法、ア

セスメント・ツールなどを概観してきた。心理的援助や教育の分野におけるアセスメント

は、単に診断的な分類や情報の把握にとどまるのではなく、そこから展開される活動の目

標設定やその方法や具体的支援を方向付けるものである。今後の障害児臨床におけるアセ

スメントを展望するとき、いくつかのキーワードをあげることができる。それは「生活を

視野に入れた包括性」「最新の知見の活用」「家族」である。 

 「生活を視野に入れた包括性」は、アセスメント内容の広がりを意味する。従来のアセ

スメントのうち実態把握では、アセスメント・ツールを活用した認知機能や知的機能の測

定や 発達状況の把握 に重点をおかれてき た。近年では、そこ に適応状況を測定する

Vineland-Ⅱのようなツールも加えられてきている。さらには ICF の浸透によって、機能面

だけでなく、社会 -環境との相互作用も含めた生活状況や参加のあり様などが重要視される

ようになってきた。また生活状況は本人だけでなく、取り巻く環境的要因についても視野

に入れなくてはならない。今後は援助者の実態把握がより幅広い側面に向けられることに

なると考える。 

 「最新の知見の活用」は、アセスメント内容の質的な進展を意味する。例えば近年の乳

幼児に関する発達研究の進展は目覚ましい。社会的認知や語用論的コミュニケーション、

情動の機能性といった分野における知見はアセスメントにおいて活用可能である。先に取

り上げた SCERTS モデルや RDI、機軸行動発達支援法（ R L.Koegel,2006）などはすでにこ

のような視点を支援の軸に据えており、最新の知見がアセスメントとそこから続く支援に

活用されている実例といえる。あるいは障害そのものについてもそのメカニズムの解明が

進んでいる。自閉症スペクトラムはその代表であるが、近年注目されている彼らの持って

いる感覚処理問題などは、アセスメントと支援に有用な示唆を提供する（ T. Grandin, & R. 

Panek, 2014）。 

 アセスメントにおける「家族」の視点は、いくつかの点で示唆的である。ひとつは従来、

障害のある者に向けられてきたアセスメントの視点を家族成員に拡張することを意味する。

例えばニーズというとき、これまでのそれは障害のある者の発達的な課題や解決すべき問

題を意味してきたが、これからは共に暮らす家族メンバーが持っているニーズも含めるこ

とになる。すでに障害のある者のきょうだい支援などは広く知られるようになってきた。

また目標の設定においてこれまで以上に家族の意思が反映されることになる。あるいは支

援や援助内容を検討する際に家族の持っている情報や資源が活用される。家族は療育を共

に行うパートナーや子どもの学びを助けるティーチャーの役割も持つことができる。今後

はアセスメントにおいてこのような家族が持っている意思や情報、資源が把握されること

が求められるだろう。 
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第二節  肢体不自由者へのアセスメント 

１  多様なアセスメントの必要性  

 肢体不自由者は、主障害として姿勢運動の制限を持っているのだが、機能や能力的には

幅広い側面に制限をもつ障害である。肢体不自由者の中心を占める脳性マヒ者では、視覚

や聴覚にかなりの割合で制限を持っていることが多く、知的障害を併せ持っている割合も

50％を超えるといわれている（梶・藤田， 2015）。そこで運動面だけでなく、認知、言語、

コミュニケーション、社会性など幅広い側面からの実態把握を必要とする。フォーマルア

セスメントとしては、知能検査や発達検査、言語、知覚・認知の検査、運動機能の検査な

どが実施可能である。同時に、観察や聞き取り、学習等を通してインフォーマルなアセス

メントが実施される。 

 例えば、発達研究の知見からのアセスメントが活用されている。宇佐川（ 2007）の「感

覚と運動の高次化理論」による指導実践から導かれたアセスメントはそのひとつである。

感覚、認知、運動・操作といった発達領域の連関を意識して、おおよその水準に分類し、

個に合った教材教具を選定し、細やかな指導を中心に展開してきている。また徳永（ 2014）

による学習到達度チェックリストもアセスメントとして活用されている。乳幼児の初期発

達に関する知見をもとに、これらの知見を学校教育における教科の枠組みで整理し、主に

学校教育における教育目標の設定に利用されるものである。これらふたつは姿勢運動発達

を含む体系的なアセスメントという特徴を持っており、肢体不自由者への指導支援の領域

において活用可能性が高いといえる。 

また、肢体不自由等によって生活動作に制限が生じていることから ADL や介助の有無や

程度について実態が把握される。生活の実行状況などに関する実態把握が欠かせない。機

能的自立度評価法といわれる FIM（Functional Independence Measure ）などがリハビリ

テーションの領域などでは広く用いられている。 

一方、教育の領域では ICF のチェックリストや生活マップ、概念図を学校教育における

個別の指導計画や教育支援計画の作成に活用している実践も出てきている（国立特殊教育

総合研究所・世界保健機関 ,2005）。これらは従来の機能面に重点をおいたアセスメントか

ら、生活実態や参加にまでアセスメントの内容を広げている点で注目される。さらには心

理的問題や社会適応上の問題を抱えることが少なくないことから、このような点について

のアセスメントも求められている。 

   

２  肢体不自由者への療育・教育的実践におけるアセスメント 

 肢体不自由者へのアセスメントが、実際のどのように行われているのかについて、実践

報告などの資料をレビューしながら整理を試みる。整理は、アセスメントにおいてどのよ

うな情報や実態が把握・収集されたのかと観点と、それらの実態把握から、どのように目

標や指導内容が決定されたのかという観点から行う。 
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（１）特定の問題に焦点をあてたアセスメントを行った実践 

 肢体不自由者はその臨床像の中核として、姿勢運動の障害を持っている。そこで、その

姿勢運動の問題に特化して実態が把握され、その改善を目指した実践が報告されている。

谷（ 1996）は、側彎を有する肢体不自由者 2 名に対し、動作法を適用し、その効果を報告

している。ここで行われた実態把握は、座位姿勢と全身的な筋緊張の特徴を記述すること

であった。そこに言語機能と知的側面の情報が補足的に加えられていた。目標としては、

彼らの側彎姿勢の改善が設定され、その方法として動作法のいくつかの課題が選択された。

同様の実践報告として、石倉（ 2000）による股関節脱臼を伴う脳性まひ児への動作法適用

事例がある。この実践では、実態把握として主に股関節に関する整形外科的な所見と、座

位姿勢の特徴が記述されている。目標としては、股関節脱臼へのアプローチを含めた座位

姿勢の改善が設定され、いくつかの動作課題が選択されている。動作法以外を用いた指導

では、新井・小林（ 2000）による感覚運動指導（ムーブメント法）の実践も、同様に姿勢

運動の問題に焦点を当てて指導を行った報告といえる。肢体不自由をもつ重度重複障害児

に対して、運動・感覚（姿勢・移動・操作）とコミュニケーション分野に関する項目で構

成されているアセスメント・ツールである MEPA-Ⅱを用いて、感覚・運動の実態把握を行

っている。ここでも主な実態把握は運動・感覚であり、その実態から、対象児の感覚運動

を高める目標が設定され、ムーブメント活動が行われている。 

これらの実践報告は、姿勢運動に関する実態把握がなされ、姿勢運動という問題に対し

てその改善や解決に向けた目標設定、および課題選択がなされているという共通性をもっ

ている。 

 

（２）姿勢や運動動作とその他の領域に関するアセスメントを行った実践 

肢体不自由者に対して、姿勢運動への指導を行いながら、同時にその他の問題について

アセスメントおよびアプローチを行った実践が報告されている。 

その他の問題としては、ひとつには行動的な問題が取り上げられている。古屋（ 1999）

は、脳性まひを主障害とする重度重複障害者に対して、運動動作の改善をねらった特別支

援学校での個別指導を行い、運動動作の改善に伴って生じた日常生活における不適応行動

の変化について報告している。実態把握としては、遠城寺式・乳幼児分析的発達検査で発

達の概要をおさえ、行動面についてはエピソードをもとに分析的にとらえている。目標と

しては、働きかけに応じて適度な筋緊張や長い時間の弛緩ができることが設定され、その

ための具体的な課題が選択されている。そしてこの指導によって姿勢運動の制御が高まる

ことが、不適応行動の出現を減少させると意図されている。行動問題への指導をねらいと

して、姿勢運動面への指導が行われた実践ということができる。同様に、久保・石倉（ 2014）

は、頭部外傷性後遺症者に対して、動作法による姿勢運動面へのアプローチを通して、衝
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動的な行動のコントロールを目指した実践を報告している。実態把握としては、成育歴に

加え、身体運動面、行動面、コミュニケーション面が収集されている。これらの実態を受

け、座位や膝立ち、立位などの抗重力姿勢での踏みしめ体験が、自分の身体状態の気づき

と自身のあり方の調整を促し、衝動性のコントロールにつながるという見立てのもと、動

作改善の目標設定と課題選択がされている。 

社会的な発達と運動面を関連付けた実践報告もなされている。菊池（ 2005）は、ダウン

症幼児を対象に、発達連関（Developmental Linkage）を前提に、姿勢・移動運動と共同注

意行動の発達支援に関する実践報告を行っている。ここでいう発達連関とは、運動発達が

促進されることで、言語や社会性などの発達的基盤が培われ、より高次な段階に移行して

いくという考えである。そこで実態把握としては、成育歴、遠城寺式・乳幼児分析的発達

検査に加えて、共同注意発達評価指標（黒木・大神， 2003）が用いられて共同注意行動に

ついて把握されている。目標は、動作法を用いて姿勢運動の発達を促すことであり、その

ためにいくつかの動作課題がセッションの進展に応じて選択されている。指導の結果とし

て運動の発達が促進され、それに伴い共同注意行動の発達的広がりをみせている。 

同様に姿勢運動と他の領域との関連を前提に、学校現場での重度重複障害児に対する指

導が報告されている。小柳津・森崎（2015）は、特別支援学校における自立活動の指導で、

2 名の重度重複障害児に動作法を適用した事例を報告している。ここでは姿勢運動と認知

面、健康面が取り上げられている。実態把握としては、姿勢運動の特徴、認知面として共

同注意行動、健康面として血中酸素飽和度が捉えられている。指導目標としては、応重力

姿勢の獲得・安定を軸に掲げ、そのことが認知面や健康面へ効果を及ぼすことを意図して

いる。この目標に向けて、動作法による姿勢改善に向けた課題が設定されている。 

これらの実践報告は、姿勢運動の改善や発達支援が、行動面や認知面、健康面と関連し

ていることを前提に、それらの複数の問題解決に向けて、実態把握と目標設定、および課

題設定がなされているといえる。 

 

（３）姿勢や運動動作と日常生活の次元に関するアセスメント 

 姿勢運動への指導から、日常生活に有している生活動作の問題に対してアプローチする

実践が報告されている。  

 樋口・山内（ 2001）は、身辺処理の困難をもつ脳性まひ児に対し、身辺処理課題と基本

動作課題の関連図を作成し、その両方に指導を行った事例を報告している。実態把握では、

日常生活の移動や食事、衣服の着脱、学習姿勢における姿勢や動きの特徴が捉えられてい

る。それと同時に、基本動作のあぐら座位や膝立ち姿勢の実態も把握されている。目標は、

身辺処理と基本動作両方に対してその改善が設定され、相互の関連を意識しながら、指導

の経過とともに適宜再修正がなされている。このように姿勢運動の指導を日常生活の次元

の改善に結びつけることを意図した実践として、高橋（ 2004， 2008， 2010）の一連の報告
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がある。高橋は身体に不自由を抱える知的障害児や脳性まひ児を対象に、動作法を用いた

指導を行うことによる、日常生活における姿勢や身体の操作性へのアプローチを行ってい

る。姿勢へのアプローチでは、日常生活場面における座位や車いすでの姿勢と、動作法実

施時の姿勢のそれぞれについて実態把握がなされ、動作法による姿勢改善が目標として設

定され、日常生活における姿勢改善が意図されている。身体の操作性では、靴下履きを指

標として実態が把握され、動作法による指導によって身体への気付きが高まることによっ

て、靴下履き行為がスムーズになることが目標となっている。高橋の一連の報告は、姿勢

運動に加え、日常生活における行動上の問題や生活行為、姿勢の変化など複数の側面が関

連付けられた実践となっている。さらに母親の我が子への気付きや母子間の相互交流のパ

ターンの変化といった視点も加えられ、アセスメントにおける実態把握と目標設定が多様

な次元となっている。 

 

（４）実態把握と目標設定の関係とそのプロセス 

 一般的には、障害児者へのアセスメントにおいては、把握された種々の実態や保護者や

当事者の願いから、それらを総合的に勘案して目標が設定されるプロセスを持っている。

肢体不自由者への指導実践において、このプロセスがどのように進められたのか整理する。 

 先に紹介したある特定の問題に焦点をあてた実践（谷 ,1996 他）、例えば肢体不自由者の

もつ姿勢運動の改善に焦点を当てた実践においては、実態把握の前にすでに目標が設定さ

れているということができる。これらの実践では姿勢運動の改善という目標のために実態

が把握されている。また同じく先に紹介した姿勢運動と行動上の問題を関連づけた実践、

社会的な発達や健康面と関連づけた実践において、姿勢運動の改善とこれらの問題が相互

的な関係にあることが前提となっており、やはりある程度目標が事前に設定され、その目

標に向けた実態把握がなされている。実態把握から目標設定という方向性をもったプロセ

スというよりも、目標の達成に向けた実態把握、そしてその実態を受けての目標の具体的

設定ということができるだろう。実態把握と目標設定の関係は、一方向的ではなく、往来

的な関係と捉えることができる。 

 実態把握と目標設定がどのように進められたのかについて、詳細な紹介がなされている

報告に、徳永（ 2001）による重度・重複障害児への対人相互交渉の成立をねらいとした実

践がある。この実践は、運動発達、認知発達、社会性の発達をねらって太鼓遊びに取り組

んだ実践である。指導開始時点においては、発達検査による全般的な発達状況のおさえ、

運動、感覚と情動、言語と理解、対人関係、日常生活について実態把握がなされている。

ここにさらに対象児とのそれまでの約 2 年間の指導実践の振り返りが実態把握として加え

られている。2 年間の指導で頭や腕の自発的な動きが増加した一方で、手を使った活動が

広がらず、活動への不安が低減しなかったという成果と課題が、その後の指導における目

標設定において活用されている。それまでの「学びの履歴」（徳永 ,2014）が、アセスメン
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トに組み込まれている点が実態把握と目標設定の進め方としては注目される。 

 また先に紹介した樋口・山内（ 2001）の実践報告では、考察において目標設定と課題選

択のプロセスにおける指導者としての苦悩が紹介されている。いくつか考えられる課題の

中で、身辺処理が自立して行えるようになることを主課題として選定する際に、将来像を

見据えたこと、生活全般を見わたしたこと、そして本人と家族と話し合いを重ねたことが

紹介されている。指導の時間的な制約や事例児の年齢、予想される生活など多岐にわたる

情報も加えながら、目標設定がなされていくアセスメントのプロセスを読み取ることので

きる実践報告である。 

 寺本・川間・進（ 2011）による重度・重複障害児への意思表出の促しを目指した実践で

は、アセスメントのプロセスが詳細に報告されている。まず姿勢、視覚、聴覚、手と足の

動き、学校での意思表出行動とこれまでの学習内容といった観点について実態把握がなさ

れている。そしてこれらの実態と保護者の願いである「明確な意思表出ができること」が

目標として設定されていく。さらにその目標のために具体的な課題であるパソコンと連動

したスイッチ学習を選定するにあたって、対象児の実態に加えて、将来的に使用可能な手

段という観点が組み込まれている。実態、保護者の願い、将来像といった複数の情報をい

かに整理して、目標設定と課題設定につなげていったかが明らかになった実践報告である。 

 学校現場での実態把握と目標設定の進め方として、訪問教育での重複障害児への教育活

動について保坂（ 2002）が詳細な報告を行っている。特別支援学校での取り組みというこ

とで、アセスメントは個別の指導計画の作成ということになる。個別の指導計画の作成に

あたり、成育歴、家族環境、緒検査の結果、医療面での特記事項、保護者のニーズ、本人

のニーズ、身体状況などの多項目からなる「実態整理表」と、自立活動の内容である健康

の保持、心理的な安定、環境の把握、身体の動き、コミュニケーションについて主にエピ

ソードをまとめた「実態の捉え表」が作成されている。これらをもとに中心課題と基礎課

題として目標が設定されている。またこれらの作成プロセスは常に複数の教員で協議しな

がら進められている。さらに中心課題、基礎課題を中心に各課題が課題関連図にまとめら

れ、課題相互の関係が整理されている。これらの指導計画をもとに指導プログラムの「目

標・方法・設定の理由・評価の観点」を確認しながら、具体的な課題として授業化されて

いくプロセスが紹介されている。学校の教育における丁寧なアセスメントプロセスが高い

レベルで実施された実践報告である。 

  

（５）肢体不自由者への心理教育的支援におけるアセスメントの課題  

 肢体不自由者はその障害の中核として姿勢運動に関する問題を持っている。そのため指

導教育の目標においては姿勢運動の改善が設定されることが多く、課題としても姿勢運動

へのアプローチ課題が選定されることとなる。このような指導の成果は、姿勢運動そのも

のの変化としても評価されるが、実践によっては相互的な関連を前提に、行動面や社会面



19 

 

の発達的変化としても評価される。そしてさらには日常生活を視野に入れた目標設定と課

題選定から、生活面での変化へとつながる実践も報告されている。佐藤（ 2000）は、脳性

まひ児の運動・動作の訓練におけるゴール設定について、これまでの報告をまとめ、機能

面の改善にとどまらない複数の領域にわたるゴール設定や、訓練と生活という次元を超え

たゴール設定などについて指摘している。先のレビューした実践報告の多くはこのような

設定がなされていた。同時に佐藤（2000）は、訓練の成果を日常生活で見るという方法で

はなく、日常生活から目標となる内容を見出し、そこに向けた課題を選定し、実践してい

くような展開の方法について提案している。機能面の向上・改善が生活につながるという

ベクトルではなく、生活に求められる内容をについて構成要素を整理し、そこに関連する

機能に対してアプローチしていくというベクトルということができる。指導・支援場面と

日常生活の往還的な関係の展開が期待されている。寺本・川間・進（ 2011）の実践におけ

るアセスメントなどはまさにこのような観点が含まれており、今後の肢体不自由者への心

理教育的支援におけるアセスメントの方向性を示しているといえるだろう。同時にこれは

肢体不自由者への心理教育的支援におけるアセスメントの課題ということもできるだろう。 

  

 

第三節  動作法とアセスメント  

１  動作法とは  

動作法は、身体の動きにおける意図や努力性といった心理的な過程の存在を重視し、こ

れらを総称して動作と定義しているところに理論的な基盤がある（成瀬，1995）。脳性まひ

に代表される肢体不自由について、動かない身体ではなく、思うように動かせない身体（動

作不自由）  と考え、思うように動かせる身体（動作）  を体得させていくところに臨床実

践の主眼がおかれている。その後、種々の障害種に対して適用していく中で、理論と技法

が展開し、動作にあらわれる体験様式を理論的な中核に置きながら、その対象を広げてき

ている。近年では、肢体不自由者や発達障害者を対象とする際には動作訓練、心理的な不

適応や精神疾患などを持つ者を対象とする際には動作療法と呼び分けている。 

動作法の援助方法は、大別して 3 つのポイントに分けることができる（香野，2005）。1 

つ目は、自分が自分の身体の動きをコントロールする力を援助することである。例えば、

緊張部位をゆるめること（リラクセーション）、ある部位に適切に力を入れて動かすことな

どがあげられる。これらは自身が自体に働きかける体験として考えることができる。 2 つ

目は、援助者であるセラピストと、動作を媒介にコミュニケーションできるよう援助する

ことである。セラピストからの要請に対して、自分の動作を使って応じていく体験をして

いく。 3 つ目は、このような動作の体験とそれに伴う体験をセラピストと共有していくこ

とを援助する。セラピストに見守られ、共感されていくことによって共有体験になること

を助けていく。 
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動作法とは、これら３つの方法を用いて、彼らの生活で生じている不都合な行動や心理

的問題を解決していくことを目指すアプローチである。もともと肢体不自由児を対象とし

て開発、発展してきた方法であるがゆえに、身体の動きや姿勢といった身体面についての

細かな見立て、その身体上のあらわれを心理的な課題と関連付ける見方を重視し、これら

の改善に向けた課題を蓄積してきたところにひとつの特徴があるといえる。 

 

２  動作法におけるアセスメント  

 動作法における実態把握はこれまでの実践報告から、対象者の‘動作’に関わる側面と

動作課題を成立させるために必要なコミュニケーションや共同注意といった関連する側面、

そして対象者の生活状況や成育歴などの諸情報に関する側面に分けることができる。 

 

（１）動作に関わる側面  

 ‘動作’に関する側面には、まず姿勢や身体各部位の動きといったいわゆる身体的なあ

らわれをあげることができる。単位動作、立ち上がりや歩行の様な複合的な動作、座位や

立位などの姿勢、バランスや踏ん張りのような動的な姿勢保持など、ビジブルな身体の実

態の把握ということができる。セラピストによる観察に加えて、 S-G スケールやボディダ

イナミクス、姿勢運動の画像記録などが行われてきた（清水， 2001）。例えば石倉（ 1998）

は、股関節脱臼のある脳性麻痺児への動作訓練過程を報告しているが、股関節周辺と関連

する動作状況に加えてレントゲン映像なども加えた実態把握がなされている。 

一方で、動作には心理的な活動としての側面がある。クライエントが自体に対して、ど

のように働きかけ、動きを実現しようとするのかについても把握する。動作に含まれる意

図や努力といった心理的側面の実態把握である。これはビジブルな実態でもあるが、セラ

ピストが触れている手や足から伝わってくる感覚から把握する方法も用いられる。力んで

動かす、力の入れ方を探そうとする、恐々と動かす、躊躇なく動かすなどクライエントが

もつ動作の特徴が把握される。このように動作に関する実態には、身体的なあらわれと努

力の仕方などの心理的な活動のあり様が含まれており、その両方を動作として一体的に実

態把握することとなる。動作法をもちいた心理療法であるいわゆる動作療法においては、

このような心理的活動としての動作を見立てることがより強調される（成瀬， 2014）。 

 

（２）コミュニケーションや共同注意といった側面 

指導、援助の場面において動作課題に取り組むためには、対象者と援助者（セラピスト）

の間での共同的営みが求められる。基本形としては、セラピストから課題となる動きを伝

え、それにクライエントが動作で応じ、その動作をセラピストが援助していく。この営み

は動作を媒介としたコミュニケーションと捉えることができる。その意味では、言語、非

言語を含めたコミュニケーションの力を評価することが、具体的な課題実施に向けた実態
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把握としては求められることとなる。動作法では、お互いの動作をコミュニケーションの

ひとつの手段としている点でも特徴的である。またこのコミュニケーション構造は、＜ク

ライエント -セラピスト -動作課題＞の三項関係と捉えることもできる（大神，2000）。お互

いの意図を読み、対象を共有していく共同注意に代表される社会的認知の実態について、

その実態が把握される。具体的には、セラピストから提示された課題となる動作が伝わっ

ているのか、あるいは課題となる動作はお互いに共有されているのか、クライエントが実

際に行った課題動作をセラピストが読み取れたのか、それへのフィードバックは伝わり、

共有されたのかなどが、把握されていく。 

動作によるコミュニケーションやクライエント -セラピスト -動作課題の三項関係とい

った動作法の特徴を利用して、これらの難しさを抱えているクライエントの発達支援とし

て、動作法を適用する実践がここ数年、多くみられている（森崎，2002；高橋，2011；松

岡・干川，2014）。例えば自閉症スペクトラム児に対して、動作法を適用することで共同注

意行動ややりとり行動を促進するという実践である。これらの実践においては、コミュニ

ケーションや共同注意といった側面は課題動作に取り組むための条件として実態把握され

るのではなく、達成を目指すねらいとしてその実態が把握されることになる。 

 

（３）諸情報に関する側面 

 また、クライエントに対して臨床的、教育的に関わる際に、その対象者に関する最低限

の情報を把握しておくことは不可欠である。診断名や医学的な所見、健康状態や服薬状況、

年齢や生活状況などが情報として収集される。さらに ADL や生活リズム、行動や人格の特

性、社会的関係のあり様などが把握される。また家庭、学校や職場の様子や家族状況、余

暇など生活全般に関わることが加わっていく。このような情報は、対象者に関する理解を

深めるとともに、安全かつ適切にアプローチが進められるための配慮事項や、臨床的、教

育的アプローチがどのような目標や方向性に向けて行われるのかについての指針を定める

ものとなる。例えば、小柳津・森崎（ 2015）は、重度重複障害児への動作法を用いた指導

において、身体運動面の実態に加えて、SpO2 の数値や排尿回数などの健康面を図る指標を

実態把握し、その改善を目指すとともに、動作法指導の効果の評価に用いている。また船

橋（ 2017）は、脳性まひ者への長期的な動作法実践において、動作面においては特に自己

産出的移動に焦点を当て、そこに脳性まひ者の評価指標である GMFCS、 S-M 社会生活検査、

保護者の語る支援ニーズを把握し、支援方針の絞り込みを行っている。このように最近に

なって、より多様、多次元な情報を実態把握しようとする動向をみることができる。 

 

（４）動作法におけるアセスメントの進め方 

 動作法の実際の臨床・指導場面には、支援者が個人でアセスメントを行い、指導実践、

評価と進む形態と、訓練会やキャンプといわれるような集団集中訓練方式の形態がある。
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集団集中訓練方式では、インテーク（予診）といわれるアセスメントのセッション、実践、

振りかえりとしてのミーティングといった流れがスケジュールに組み込まれてきた（針塚，

1987）。このようにアセスメントから実践、評価や振りかえりというサイクルは動作法にお

いては従前から設定されてきた。 

一方、インテークの内容については、画像記録やフェースシートを用いての基本情報の

整理など共通的な内容とされている。しかしながら現在ではクライエントの主訴や実践を

行う場（例えば、学校や訓練会）や立場（例えば、心理士として、教師として）によって、

その内容はかなりのバリエーションを持っていると推察される。インテークについては、

そのやり方については定まったものがあるとはいえず、各実施者に委ねられているといえ

る。 

 

３  動作法におけるアセスメントの課題 

動作法は我が国において独自に発展してきており、動作法におけるアセスメントも固有

のやり方を構築してきた。それは心的活動としての‘動作’の実態を把握することであり、

あわせて訓練を実施するために必要なコミュニケーションなどの関連する側面について実

態を把握することである。このような実態の把握から目標が導かれ、動作課題へと具体化

される。ここに動作法におけるアセスメントの中核があるといえる。しかし今日では、動

作法におけるアセスメントにはいくつかの課題を指摘することができる。服巻（ 2004）は、

動作訓練は大枠として一人一人の生き方支援であり、その達成のためには各動作課題が有

機的なつながりを持つような、課題間の統合性の必要であると指摘されているが、実際に

は実践報告上では十分に記述されてこなかったことを問題として指摘している。このこと

は、アセスメントによる課題設定が、クライエントの持っている個々の動作の改善にとど

まり、そのことがクライエントの生活や生き方にどのようにつながるのかという検討が不

十分であったとの指摘でもある。 

先に紹介した小柳津・森崎（ 2015）や船橋（2017）の実践においては、動作の実態に加

えて、生活実態や保護者のニーズ、発達的視点がアセスメントに組み込まれ、目標の設定、

課題の選択、実践へとつながっていた。高橋（ 2004， 2008， 2010）の一連の報告も、動作

の次元と生活の次元を関連付けている好例である。  

動作法が独自に発展してきたなかでは、把握する対象はもっぱらクライエントの動作で

あった。この点については、現在においても必要不可欠なことはいうまでもない。しかし

動作法におけるアセスメントがより適正に機能していくには、いくつかの視点が加えられ

る必要があるだろう。それは主には先にあげた「生活を視野に入れた包括性」「最新の知見

の活用」「家族」といった視点と考える。 

  

（１）家族の持つニーズを取り込むこと 
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 動作法を受けるクライエントは、当然のこととして家庭での生活が大きな位置をしめ、

学校・園や施設、医療機関に所属し、利用している。家族の持っているニーズや願いを収

集し、目標の設定や課題の選択に活かしていく視点がこれまでは希薄であったのではない

だろうか。例えば肢体不自由者を考えたときに、その本人の生活は主たる介助者である家

族の援助と切り離すことは難しい。日常生活動作（ ADL）をはじめ学業や仕事といった日常

生活は、程度の幅はあるものの介助者との共同作業でなされる。このように考えたときに、

共に生活を営んでいる家族や教員、施設職員といったパートナーからのニーズを把握する

必要に気づかされる。アセスメントにおいては、本人が持っている動作上のニーズを把握

するとともに、家族たちの持っているニーズを把握する必要性があると考える。 

  

（２）生活機能の視点を持つこと 

 動作法を適用する目的は、限定的な言い方をすれば「動作改善」ということになる。し

かし本来の目的はクライエントの「生活の豊かさ」や「生活の適用度の向上」にある。動

作法の適用にあたっては、動作の改善が、様々なレベルで生活につながることを想定して

いるわけだが、その視点は再度確認されなくてはならない。ときに動作改善のみが目的に

なりすぎることで、実態把握が動作上の問題や異質さ、非典型さを見つけ出すことばかり

に向けられる可能性がある。生活支援を念頭に置くことで、このような狭い視点での実態

把握とそれに基づく目標設定は回避することができる。クライエントの生活状況を幅広く

把握し、そこに動作法による援助がどのように貢献できるのかといった視点でのアセスメ

ントが求められる。 

 

（３）関連する領域との関係 

 あるクライエントに対してより包括的な支援を提供しようとしたときに、動作法の目標

や実践内容についても、より汎用性の高いレベルでの説明が求められる。例えばある発達

的な知見、例えば言語や社会性の発達において、動作法による発達援助がどの部分に貢献

できると考えるのか説明される必要がある。あるいは他の支援方法の考え方と動作法はど

のような関係を持っているのか、共通点や違いはどこにあるのかといったことを整理して

おくことも必要であろう。アセスメントの段階において動作法によるアプローチがどの領

域に貢献するのかを整理しておくことによって、他の方法等との組み合わせによる包括的

な支援が可能となる。 

またクライエントを中心に、教育や医療や心理などの関係者間で相互に連携をはかりな

がら展開していく支援においては、関係者間で了解可能な指導目標やその評価が情報交換

される必要がある。その意味では、動作法によるアセスメントを、公共的な言語や説明に

変換していくことも求められる。 
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（４）アセスメントの体系化 

 この問題はサーツモデルなどのプログラムと対比するとより鮮明になる。動作法におけ

るアセスメントの内容と方法は、セラピスト個々のやり方に委ねられている。どのような

情報をどのような手順で収集していくのか、そこから目標をいかに導き出すのか、目標と

実践の妥当性をどのように検討するのかといった点について、一定の目安となるような進

め方が体系化されることによってアセスメントの質が高まるのではないだろうか。 

 

（５）動作そのもの記述  

 動作法の実態把握の中心対象は動作そのものであるが、この点についても課題がある。

現象的には、動作は心身一体的なあらわれとしてセラピストに把握される。動作は心理的

活動でもあり、身体運動でもある。意識的な動作もあれば、無意識的、無自覚的な動作も

ある。動作の実態を把握することは、言語に置き換えるたり、記述したりすることと言い

かえることができるが、セラピストが把握した動作を記述・表現することには困難さを伴

うことが多い。動作が一体的な現象であるからこその難しさである。クライエントの動作

をいかに把握できるのか、といった点についてもさらに検討が求められる。 

 

第四節  本研究の目的と方法  

１  本研究の目的 

本研究の目的は、障害児臨床・療育におけるアセスメントの充実を目指した研究資料の

蓄積を通して、アセスメントの進め方についてのひとつのモデルを提示することにある。

研究資料の蓄積に関しては、ふたつの条件で研究の対象を絞っていく。ひとつは肢体不自

由に関する領域を本研究の中心的な対象とすることである。もうひとつは動作法に関する

領域を対象とすることである。 

我が国において肢体不自由者への教育において、動作法の理論や考え方、技法が一定の

貢献を果たしてきたといえるだろう。主として肢体不自由の特別支援学校における自立活

動（以前の養護・訓練）では、その考え方や技法が広く取り入れられてきた（宮崎 ,1999；

香野 ,2002）。そもそも彼らのからだの動きの指導を医療領域におけるリハビリテイション

としてだけでなく、教育領域でも教育活動として取り上げるという方針と内容が学習指導

要領に盛り込まれたこと自体に、動作法の影響が大きくあった。現在では、教育の場にお

いてからだの指導が行われることは一般的となったが、その背景には動作法の理論や技法

が関係している。とりわけ肢体不自由という状態をからだの動かし方の学習の結果（未学

習や誤学習）ととらえ、適切な学習体験を提供することで肢体不自由の状態が改善される

との考え方は、現在の学習指導要領においても生かされている。 

 このように動作法と肢体不自由者への教育、心理的な立場からの援助には密接な関係が

あるということができる。すなわち動作法におけるアセスメントの充実に向けた研究の蓄
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積は肢体不自由者への援助にも貢献するものとなりうる。 

 本研究は、「アセスメント」「肢体不自由」「動作法」の 3 つのキーワードを軸に進められ

る。 

 

２  本研究の方法 

 本研究では、事例研究、調査研究、実験研究の方法を組み合わせて、肢体不自由者への

心理的援助や教育領域および動作法におけるアセスメントの各課題を検討し、これからの

アセスメントについての考察し、まとめを試みる。具体的には本研究は３つのまとまりに

よって構成されている。３つは「生活実態のアセスメント」「家族の持つニーズに関するア

セスメント」「動作法におけるアセスメント」である。 

生活実態のアセスメントでは、まず生活実態を把握することの難しさが、その対象の漠

然さにあると考え、生活実態の中心である生活行為に焦点をしぼり、それがどのような構

造や関連因子によって構成されているかを明らかにする（第二章）。また生活行為の把握方

法の開発を試み、その方法を用いて動作法のもたらす効果を実際に測定する（第三章）。 

家族の持つニーズに関するアセスメントでは、肢体不自由児を持つ家族がどのようなニ

ーズを持っているのか、それが年齢とともにどのように変化していくのかを調査する（第

４章）。また家族のニーズをとらえるためは、家族のニーズを引き出すために、家族が子ど

もについてのニーズをどのように相談行動につなげているのか調査を行う（第五章）。さら

に家族と協働連携していくことを目指して、家庭での療育等の取り組み状況についても調

査を行う（第六章）。 

動作法におけるアセスメントでは、脳性まひ者と知的障害者への短期と長期の動作法適

用事例を検討することによって、動作法におけるアセスメントの特徴を明らかにする（第

七章・第八章）。 

最後に、以上の研究を通して得られた知見をもとに、動作法と肢体不自由者への心理・

教育の領域での発達支援や援助におけるアセスメントについてまとめ、アセスメントの在

り方について検討する（第九章）。 

 

以下に研究の構成を示す。 

（１）生活実態のアセスメント  ～肢体不自由者の生活実態と動作法の効果と生活実態の

関係から～ 

肢体不自由者における生活実態のアセスメントを行う基礎資料を収集するために、日常

生活の自立度と諸能力との関係について大規模な査研究を行う。 

加えて、生活行為の把握方法の開発を行い、動作法の適用効果が日常生活の生活行為に

どのような影響を及ぼすのかについての資料を得るために、集団を対象とした動作法の効

果に関する調査研究を行う。 
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 第二章  第三章  

 

（２）家族の持つニーズに関するアセスメント  

家族の持つニーズを把握するアセスメントの実現に向けて、家族のニーズや相談実態、

家庭での療育状況などについて、 3 つの研究から検討を行う。 

①肢体不自由者の子どもを持つ家族が、子どもについてどのようなニーズを持ってきた

のかについて調査研究を行う。 

 第四章 

②家族が子どもに対してもつ悩みや心配事と、そのことが相談行動にどのように影響す

るのかについて、通常校、支援学級、支援学校の小中学生を持つ保護者に対して、相談ニ

ーズと相談行動の関係について大規模調査を行う。 

 第五章 

③肢体不自由のある子どもを持つ家庭で、かつ動作法の訓練をうけている家庭が、子ど

もに対して家庭でどのような療育をどの程度行っているのかについて調査研究を行う。  

 第六章 

 

（３）動作法におけるアセスメント 

動作法におけるアセスメントについて 2 つの研究から検討する。ひとつは動作のアセス

メントについて、成人脳性マヒ者を対象とした動作法適用事例から検討する。もうひとつ

は、動作法のセッションを実際的に進めるために必要なコミュニケーションや課題の共有

といった共同注意に関する知見が動作法にどのように取り込んでいけるのかを検討する。

これらの検討を通して、動作法におけるアセスメントの特徴と課題について整理する。 

 第七章  第八章 

 

（４）総合考察 

これらの研究群から得られた知見をもとに、動作法と肢体不自由者への心理・教育の領

域での発達支援や援助におけるアセスメントについてひとつのモデルの提示を行う。 

 第九章 
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第二章  肢体不自由者における日常生活の自立度  

 

Ⅰ  はじめに   

１  日常生活実態をアセスメントする必要性 

 従来の実態把握では、アセスメント・ツールを活用して知的機能などの心理的機能や身

体運動能力などの身体的機能の測定や発達状況の把握に重点がおかれてきた。近年では、

ICF の浸透によって、機能面だけでなく、社会 -環境との相互作用も含めた生活状況や参加

のあり様などが重要視されるようになってきた。また生活状況は本人だけでなく、取り巻

く環境的要因についても視野に入れることになる。生活状況を含めた包括的な実態把握は、

アセスメントが妥当に行われるために欠かせない。機能や能力、発達状況のみの実態把握

から導かれる目標は、スキルの獲得や苦手の克服といった目標と課題につながりやすいが、

ときにこのことは過剰な克服主義や修正主義に陥ることがある。指導や支援が適切に生活
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の豊かさや生活のしやすさにつながるためには、実態把握の時点において生活状況を把握

しておくことが必要であり、この実態や本人や保護者の願いなどを総合的に検討したうえ

で、目標が設定されなくてはならない。 

 

２  障害から生活機能へ  

近年、障害は 2001 年に WHO で採択された国際生活機能分類（ ICF）で示されている（国

立特殊教育総合研究所， 2005）ように、機能や能力に限定したものとして捉えるのではな

く、諸要因の絡み合った‘ある状態’として理解されるようになってきている。障害のあ

る子どもの日常生活の場面、例えば食事や着替えなどのあり様を捉えるためには、その子

どもが示す諸能力や諸機能の評価に加え、心理的側面などの個人的な要因や環境が提供し

ている要因を含めて考えていく視点が求められる。例えば、ある子どもの食事という生活

行為において、上肢の運動機能や嚥下・咀嚼の発達段階は重要な要因ではあるが食事のあ

り様を決定するのに十分な要因と考えるのではなく、介助者の存在や食形態などの種々の

要因などを幅広く加えて検討することが求められている。個々の子どもが持っている機能

や能力を捉えるだけでは、その子どもの生活機能を正しく捉えることは難しい。 

 

３  肢体不自由児における身体運動能力と生活実態  

知的障害を伴わないもしくは軽微な知的障害を伴う肢体不自由児においては、身体運動

能力の程度はすなわちその子どもの日常生活動作（ ADL）を直接的に決定する要因と考える

ことができる。そのため肢体不自由児の運動発達の変化過程を検討することは重要なテー

マとなってきた。肢体不自由児を対象とした身体運動に関する大規模調査では、佐藤（ 1999）

が脳性まひ児を対象に類型化の試みを行っている。そこではモデルパターン動作の獲得度

を変数として多変量分析を行い、 5 つの動作不自由評定尺度を構成し、その尺度得点を用

いたクラスター分析によって８つのクラスターを見出している。さらには各クラスターの

臨床像を明らかにするとともに、動作発達の道筋を整理した資料を報告している。このよ

うな資料を参考にしながら、肢体不自由児の動作発達を促進していくことが、彼らの日常

生活実態を変化させていくことにつながると想定することができたのではないだろうか。 

 

４  障害の重度重複化と生活実態  

今日、肢体不自由児の重度・重複化が指摘され続けている（早坂・徳永， 2007）。この

重度・重複化への対応をひとつのねらいとして、教育現場では「養護・訓練」から「自立

活動」に名称及び内容が変更された。さらには 2007 年度に本格実施された特別支援教育へ

の移行においても、障害の重度・重複化への教育的対応は大きな柱のひとつである。この

ように障害が重度・重複化してきている現状においては、日常生活実態やその質を決定す

る要因はより多様化していると思われる。身体運動（動作）能力以外の様々な能力や機能
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との関連について把握していく必要性があろう。視覚や聴覚などの知覚、知的水準、コミ

ュニケーションレベルなどの要因が彼らの生活実態に影響しているのではないだろうか。 

 

５  本研究の目的 

本研究では、肢体不自由児の生活実態（障害）に関して、その自立度を軸に、生活実態

に関係している要因を検討することを目的とする。要因としては、その肢体不自由児が持

っている諸機能や能力や障害名、年齢など幅広く取り上げ、その関係を明らかにする。こ

こから生活実態の構造を明らかにし、肢体不自由児の生活実態を把握するアセスメントに

活用可能な知見を得ることを目指す。 

 

Ⅱ  方  法  

１  調査方法  

 A 県立肢体不自由特別支援学校 1 校に対し、調査依頼を行い、2007 年 11～ 12 月に質問紙

を配布・回収した。調査対象者は A 県立肢体不自由特別支援学校の小学部、中学部、高学

部に在籍し、通学している（病院および自宅への訪問を除く）児童生徒 179 名（ 6 歳～ 21

歳）であり、質問紙への記入は各担任教師が行った。 

２  調査内容  

質問紙の内容は以下の 3 つから構成されている。質問紙の概要を Table2-1 に示してい

る。 

(１ )対象児童生徒のプロフィール： 年齢・性別・障害名・知的レベル・聴覚・視覚・

性格（ 5 項目）・コミュニケーション能力（理解、表出の 2 項目）・介助具使用状況の 14 項

目を設けた。年齢・障害名・介助具使用状況については記述式で回答を求めている。知的

レベルについては、＜知的障害なし＞＜ボーダー領域（ IQ70～ 80）＞＜軽度（ IQ50～ 70）

＞＜中度（ IQ35～ 50）＞＜重度（ IQ20～ 35）＞＜最重度（ IQ20 以下）＞の選択肢から回答

を求めている。聴覚と視覚については、＜全く問題なし＞＜生活にやや影響がある＞＜生

活に非常に影響がある＞の 3 つの選択肢から回答を求めている。性格については、＜積極

的～消極的＞＜外向的～内向的＞＜対人志向性高い～対人志向性低い＞＜自律的～依存的

＞＜活発～おとなしい＞の 5 つの対語について、それぞれ 5 段階の SD 尺度を作成し、回答

を求めている。コミュニケーション能力については、理解面（以降、理解）と表出面（以

降、表出）について、それぞれ 5 段階の選択肢を作成し、回答を求めている（選択肢の具

体的な記述については Table2-1 を参照）。 

 (２ )動作状況：  座位・体幹の保持・移動・手の動きの 4 項目について、それぞれ 5 段

階の選択肢から回答を求めている。例えば座位の項目は、＜特に支えなしで座位ができる

＞＜通常の椅子の背もたれ程度で座位ができる＞＜クッションチェアーなどの特別な椅子

を使うと座位ができる＞＜短時間、横抱きなどで座位に近い姿勢がとれる＞＜ほぼ臥位の
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み＞の 5 段階の選択肢から構成されている。他の項目も同様に作成されている。 

(３ )日常生活の様子： 食事・排泄・衣服の着脱の 3 領域についてそれぞれ 6～ 8 項目

設定した。質問の内容については肢体不自由のある児者の日常生活動作に関する実態調査

研究（香野・吉川， 2006）を参考とした。 

例として排泄領域の項目としては、トイレのスペースや設備といった環境に関わる項目、

便意や尿意の予告といった意思の表出に関する項目、排泄の準備動作（衣服の脱ぎと移動）

や後始末といった生活動作に関する項目などを含んでいる。それぞれ＜自立している（特

別な配慮を必要としない）＞＜部分的に（時々）介助または特別な配慮が必要＞＜全てに

おいて（常に）介助が必要＞といった表現の 3 段階で回答を求めた。 

 

３  分析方法  

アンケートの各項目の回答を得点化した。基本的に、より自立度が高い、あるいは発達

的に高次である、もしくは制限が少ないと思われる選択肢に対して高い点数を配した。よ

って 3 段階の選択肢の場合は、それぞれ 3 点から 1 点が与えられ、5 段階の選択肢の場合

は 5 点から 1 点が与えられた。 

食事・排泄・衣服の着脱の 3 領域については、これらの与えられた得点を合算し、それ

ぞれの領域の自立度（以下、食事自立度、排泄自立度、衣服の着脱自立度）として得点化

した。さらに 3 領域の得点を合計した自立度（以下、トータル自立度）を求めた。なお食

事領域において、経管のみにて栄養摂取を行っている児童生徒については、その自立度を

点数化することが難しいと考え、食事の自立度に関する分析から除外した。 

分析はまずプロフィールと動作状況、日常生活の様子の各項目について、得点の分布度

表示など基本的な処理を行った。さらにそれぞれの自立度（食事自立度、排泄自立度、衣

服の着脱自立度、トータル自立度）の得点を目的変数とし、障害名と介助具使用状況を除

くプロフィール 12 項目と動作状況 4 項目の計 16 項目の得点を説明変数とするカテゴリカ

ル回帰分析（加藤・石村， 2005）を行った。 

４．回収率 

回収率 100％であった。しかし 4 名の児童生徒の質問紙については、無回答項目が複数

あったため分析から除外した。その結果、 175 名の回答（全体の 98％）が分析対象となっ

た。
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Table １ 質問紙の概要 
 

担当しているお子さんのプロフィールについて 
１ 対象者の性別 （男・女）     
２ 生年月日・年齢 （  年  月  日生  歳） 
３ 障害名     （                     ） 
４ 知的レベル 

   □ 知的障害なし 
   □ ボーダー領域   IQ70～80  当該学年に近いレベル 
   □ 軽度       IQ50～70  日常生活のほとんどのことは理解できる 
   □ 中度       IQ35～50  簡単な指示などは理解できる 
   □ 重度       IQ20～35  一部、指示などを理解できる 
   □ 最重度      IQ20 以下  知能の測定が難しい 

５ 視覚や聴覚について 
＜視覚について＞ 
（全く問題なし ・ 弱視や斜視等により生活にやや影響がある ・ 生活に非常に影響がある） 
＜聴覚について＞ 
（全く問題なし ・ 難聴等により生活にやや影響がある ・ 生活に非常に影響がある） 
６ 性格について 

    とてもあてはまる   どちらでもない   とてもあてはまる 
積極的      消極的 
外向的      内向的 

対人志向が高い    対人志向が低い 
依存的      自立的 
活発       おとなしい 

７ コミュニケーション能力 
＜表出について＞ 

□ 一般的な日常会話ができる 
□ 簡単な日常会話ができる 
□ 欲求を伝えることができる（口頭もしくは指差し等） 
□ 「はい」「いいえ」での返事ができる（口頭もしくは指差し等） 
□ 笑う、泣くなどで快、不快の表現ができる 

＜理解について＞ 
□ 日常会話に参加できるほどの理解力がある 
□ 相手の話していることはほとんど理解できる 

   □ 簡単の指示（「○○を見て」など）は理解できる 
□ ジェスチャーや実物など視覚的な情報の理解はできる 
□ ほぼ理解できない 

８ 日常生活で使用している介助具についてお答えください（例）車椅子、補聴器など 
[                    ] 

動作状況について 
１ 座位について 

□ 特に支えなしで座位ができる 
□ 通常の椅子の背もたれ程度で座位ができる 
□ クッションチェアーなどの特別な椅子を使うと座位ができる 
□ クッションチェアー・横抱きなどで座位に近い姿勢がとれる（短時間） 
□ ほぼ臥位のみ 
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２ 体幹の保持について 
□ 自力で保持できる 
□ 姿勢は歪みなどがあるが保持できる 
□ 背もたれなどの補助が必要 
□ 首は保つことができる 
□ ほとんど保持できない 

３ 移動について 
□ 自立歩行ができる 
□ 手すりや介助者の支えを自分で利用して歩行ができる 
□ かなりの割合で介助すれば、数歩歩行できる 
□ 車椅子等での移動ができる（自力にて） 
□ 車椅子等での移動ができる（他動にて） 

４ 手の動きについて 
□ 目的物を自由に動かせる（書字などができる） 
□ 目的物に手を伸ばしたり、つかんだりできる 
□ のばす、引き寄せる、つかむのうち２つができる 
□ のばす、引き寄せる、つかむのうち１つができる 
□ ほぼ手の操作は難しい 

日常生活の様子について 
１ 食事についてお答えください 

（１）食事は常に経管栄養である     （  はい  ・  いいえ  ） 
※以下の食事の項目については、「いいえ」と答えた場合のみ、最も当てはまるものを選んでください。 
 （２）食べ物の形状     （ 通常 ・ 細かく刻む ・ ペースト状 ） 
 （３）スプーンやフォークの形状  
（ 通常のもの ・ 食事種によっては特別な形状のもの ・ 常に特別な形状のもの ） 

 （４）お皿などの器の形状  
（ 通常のもの ・ 食事種によっては特別な形状のもの ・ 常に特別な形状のもの ） 

  （５）食べ物をすくう動作について （ 自立 ・ 時々介助者が手を添える ・ 介助者がすくう ） 
  （６）食べ物を口に運ぶ動作について  

（ 自立 ・ 時々介助者が手を添えて運ぶ ・ 介助者が運ぶ ） 
  （７）咀嚼について  

（ 自立 ・ あごに手をあて促すなどの介助が必要 ・ ほとんどかまずに飲み込む ） 
  （８）嚥下について  

（ 自立 ・ 口に手を当て促す等の介助が必要 ・ いくらかは飲み込めるがかなりこぼれる ） 
２ 排泄についてお答えください。 

（１）トイレのスペースについて 
（一般のトイレ ・ 車椅子乗り入れタイプ ・ トイレである必要はない(おむつ使用など) ） 
（２）トイレの設備について 
（一般のトイレ ・ 手すりや特別な形状の便座 ・ トイレである必要はない(おむつ使用など) ） 
（３）便意、尿意の予告について 

①尿意を知らせる 
（ 自発的に知らせる(口頭でもジェスチャーでも良い) ・ 問いかけに対して答えられる ・ 時

間を決めて排泄する ）   
②便意を知らせる 

（ 自発的に知らせる(口頭でもジェスチャーでも良い) ・ 問いかけに対して答えられる ・ 時

間を決めて排泄する ）  
（４） 排泄の際、衣服の着脱について （ 自立 ・ 部分的に介助が必要 ・ 常に介助が必要 ） 
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（５）便座への移動 （ 自立 ・ 時々肩や腕などを支える必要がある ・ 常に介助が必要 ） 
（６）後始末(おしりを拭く)  （ 自立 ・ 時々、または部分的に介助が必要 ・ 常に介助が

必要 ） 
３ 衣服の着替えについてお答えください。 

（１）衣服の着脱について 
   ①上着（T シャツなど） （ 自立 ・ 時々、又は部分的に介助が必要 ・ 常に介助が必要 ） 
   ②ズボン （ 自立 ・ 時々、又は部分的に介助が必要 ・ 常に介助が必要 ） 

 ③靴 （ 自立 ・ 時々、又は部分的に介助が必要 ・ 常に介助が必要 ） 
（２）着脱時の姿勢について 

   ①上着 （ 自立 ・ 時々、又は部分的に介助が必要 ・ 常に体を支えている必要がある ） 
   ②ズボン （ 自立 ・ 時々、背中や肩を支える必要がある ・ 常に介助者が履かせる ） 
   ③靴 （ 自立 ・ 時々、背中や肩を支える必要がある ・ 常に介助者が履かせる ） 

（３）衣服の形状と着脱について 
   ①ボタンやファスナー （ 一般的な形で可能 ・ 大きさや形によっては可能 ・ 不可 ） 
   ②靴の形状 （ 一般的な形で可能 ・ 大きさや形によっては可能 ・ 不可 ） 
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Ⅲ  結  果   

１  各項目の結果  

 （１）対象児童生徒のプロフィール  

 まず各年齢の人数を Table2-2 に示している。小学部、中学部年代については

ほぼ人数が等しいが高等部年代がやや人数が多い傾向であった。  

 

男女比については、男児 90 名、女児 85 名でほぼ均等であった。  

障害名については大別して比率を求めると、脳性まひなどの脳性疾患と脳性

まひを含む重複障害をあわせると約 48％、脳性疾患以外の原因による肢体不自

由を有する重度・重複障害が約 15％、筋ジストロフィー（筋原性疾患）が約 3％、

不明を含むその他が 34％であった。  

 介助具の使用状況については、自由記述であったため児童生徒が使用してい

るすべての介助具が記載されてはいなかった。大まかな傾向としては、車椅子

は約６４％の児童生徒が使用しており、一方、介助具を全く使用していない児

童生徒が約 25％いた。  

 知的レベルとコミュニケーション能力（理解、表出）、視覚と聴覚について、

それぞれ人数比を Table2-3 に示している。視覚に関する各回答の割合は、＜日

常生活において問題なし＞が約 60％であり、視覚的に情報を得ることについて

は約 40％の児童生徒が何らかの制約を持っていた。聴覚に関する各回答の割合

は、＜日常生活において問題なし＞が約 90％であり、聴覚的に情報を得ること

については、約 10％の児童生徒が何らかの制約を持っていた。  

知的レベルについては、ほぼ均等に分布していた。コミュニケーション能力

については、表出面に関しては、＜一般的な日常会話＞と＜簡単な日常会話が

できる＞と回答した割合を合わせると全体の半数を超えていた。理解面に関し

ては、＜日常生活に参加できる理解力＞と＜相手の話していることはほぼ理解

＞＜簡単な指示は理解できる＞という 3 つの回答で全体の 70％を超えていた。 

 

（２）動作状況  

 座位・体幹の保持・移動・手の動きの 4 項目について、各回答の割合を Table2-3

に示している。座位については、約 60％の児童生徒が独力で可能であり、20～

30％の児童生  

徒が椅子やクッションチェアーを用いて座位姿勢が可能であった。体幹の保持

については、  

やはり約 60％の児童生徒が独力で可能であったが、一方では約 20％の児童生徒

はほとんど保持ができていない状態であった。移動については、全体の約半数

年齢 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21
人数 5 8 8 11 15 9 12 11 13 16 19 28 19 1

Table2-2　対象児童生徒の年齢内訳
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近くの児童生徒が独力もしくは支えを利用して歩行による移動が可能であった。

残りは車いすを用いて移動し  

 

Table2-3 対象児童生徒のプロフィールと動作状況の人数と割合  

 

 

ている児童生徒であり、全体の約 20％が自走可能であり、約 30％が独力での移

動が困難であった。手の動きについては、約半数の児童生徒は自由に目的物を

操作可能であり、さらに約 20％は目的物に手を伸ばしたり、つかんだりするこ

とができた。  

（３）各領域の自立度得点  

食事、排泄、衣服の着脱の各領域について、得点を合計して自立度得点を算

出した。領域ごとに得点の人数分布を Fig.2-1~3 に示している。食事の自立度

については、 21 点満点であり、その得点の人数が 95 名と全体の半数を超えて

いた。その他の得点の人数はばらついて分布していた。排泄の自立度について

は、 21 点満点であり、その得点の人数は 43 名であり、食事に比べると完全に

自立している児童生徒の人数はさほど多くない。最も低い点数の 7 点が 32 名い

た。衣服の着脱の自立度については、24 点満点であり、その得点の人数は、49

名であった。最も低い点数の 8 点が 46 名いた。全体の傾向としては、本研究の

知的障害なし ボーダー領域 軽度 中度 重度 最重度

28（16.0%） 15(8.6%) 42(24.0%) 31(17.7%) 22(12.6%) 37(21.1%)

問題なし やや影響がある 非常に影響がある

107(61.5%) 51(29.3%) 16(9.2%)

問題なし やや影響がある 非常に影響がある

157(89.7%) 14(8.0%) 4(2.3%)

一般的な日常会話ができる 簡単な日常会話ができる 要求を伝えることができる 「はい」「いいえ」の表出ができる 快・不快の表現ができる

66(37.7%) 35(20.0%) 19(10.9%) 12(6.9%) 43(24.6%)

日常生活に参加できる理解力がある 相手の話していることはほぼ理解できる 簡単な指示は理解できる 視覚的な情報は理解できる ほぼ理解ができない

71(40.6%) 32(18.3%) 32(18.3%) 18(10.3%) 22(12.6%)

支えなしで可能 通常の椅子の背もたれ程度で可能 ｸｯｼｮﾝﾁｪｱｰなど特別な椅子で可能 ｸｯｼｮﾝﾁｪｱｰや横抱きで座位に近い姿勢が可能 ほぼ臥位姿勢のみ

109(62.3%) 13(7.4%) 31(17.7%) 15(8.6%) 7(4.0%)

自力で保持可能 姿勢の歪みはあるが可能 背もたれなどの補助が可能 首は保つことが可能 ほぼ保持できない

103(58.9%) 18(10.3%) 20(11.4%) 5(2.9%) 29(16.6%)

自力歩行が可能 支えを自分で利用して可能 かなりの介助のもと、数歩可能 車いすで自力移動が可能 車いすで介助で移動

71(40.6%) 12(6.9%) 9(5.1%) 33(18.9%) 50(28.6%)

目的物を自由に動かせる 目的物に手を伸ばしたり、つかんだりできる 伸ばす、引き寄せる、つかむのうち２つができる 伸ばす、引き寄せる、つかむのうち１つができる ほぼ難しい

88(50.3%) 39(22.3%) 12(6.9%) 18(10.3%) 18(10.3%)

座位について

体幹の保持について

移動について

手の動きについて

  Table2-3　対象児童生徒のプロフィールと動作状況の人数と割合

プロフィール項目

動作状況項目

知的レベルについて

コミュニケーション（表出）について

コミュニケーション（理解）について

視覚について

聴覚について
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質問紙上では満点をとって高い自立度を示している児童生徒と、ほとんど全て

において介助を必要としていると推測される低い点数の児童生徒の人数が多い

得点分布となった。  
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Fig.2-1 食事自立度得点における人数の分布
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Fig.2-2 排泄自立度得点における人数の分布
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２  自立度を目的変数としたカテゴリカル回帰分析  

（１）食事自立度に関して  

 食事自立度得点を目的変数としたカテゴリカル回帰分析の結果、調整済み R2

乗値は 0.87 であり、回帰の F 値には有意性が認められた（ F=39.79,p<.01）。プ

ロフィールと動作状況の 16 項目では、年齢（ F=4.97）、表出（ F=3.65）、手の動

き（ F=15.61）が 5%水準で有意であった。それぞれの得点と食事自立度の関係

が推測された。  

（２）排泄自立度に関して  

 排泄自立度得点を目的変数としたカテゴリカル回帰分析の結果、調整済み R2

乗値は 0.84 であり、回帰の F 値には有意性が認められた（ F=29.96,p<.01）。プ

ロフィールと動作状況の 16 項目では、表出（ F=10.81）、移動（ F=19.24）が 5%

水準で有意であった。それぞれの得点と排泄自立度の関係が推測された。  

（３）衣服の着脱自立度に関して  

 衣服の着脱自立度得点を目的変数としたカテゴリカル回帰分析の結果、調整

済 み R2 乗 値 は 0.868 で あ り 、 回 帰 の F 値 に は 有 意 性 が 認 め ら れ た

（ F=25.93,p<.01）。プロフィールと動作状況の 16 項目では、性別（ F=4.25）、

手の動き（ F=8.85）が 5%水準で有意であった。それぞれの得点と衣服の着脱自

立度の関係が推測された。  

（４）トータル自立度に関して  

 食事、排泄、衣服の着脱得点の合計得点から求めたトータル自立度得点を目

的変数としたカテゴリカル回帰分析の結果、調整済み R2 乗値は 0.926 であり、

回帰の F 値には有意性が認められた（ F=52.98,p<.01）。プロフィールと動作状

況の 16 項目では、年齢（ F=4.37）、視覚（ F=3.19）、表出（ F=8.55）、移動（ F=18.84）、

0

10

20

30

40

50

60

8点 9点 10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点21点22点23点24点

Fig.2-3 衣服の着脱自立度得点における人数の分布



 

 38 

手の動き（ F=5.13）が 5%水準で有意であった。それぞれの得点とトータル自立

度の関係が推測された。  

 これらの結果について、以下の Table2-4 にまとめる。  

 

 

Ⅳ  考察  

 本研究では、日常の生活において頻繁に行われる生活行為である食事、排泄、

衣服の着脱の３つを取り上げ、それらの自立度と諸要因の関係についてカテゴ

リカル回帰分析を用いて多変量的に求めた。その結果、それぞれの自立度と３

つを合わせたトータルの自立度について、影響を与えている要因を見出すこと

ができた。  

食事については、「手の動き」「年齢」「表出」が自立度に強い影響を与えてい

た。動作面でいえば、スプーンやフォークを用いて食物を把握し、口に向けて

操作するといった一連の手の動きが自立度に影響しているといえよう。表出に

関しては、部分的もしくは全面的に介助を受ける際に自分の食べたい食物の種

類や水分を選択したり、必要な支援を要求したりする力を反映していると思わ

れる。また年齢も要因としてあがったことから、摂食指導の積み重ねや心身の

成長が自立度を高めていることが推察される。  

排泄については、「移動」「表出」が自立度に高い影響を与えていた。排泄は、

トイレスペースへの移動と車いすや立位状態からの便器などへの移動や着座を

要する行為であることから、移動が要因としてあがったと思われる。表出に関

しては、本研究の質問紙に尿意と便意を知らせることについての項目を含んだ

こともあり、高い影響を与える要因となっていた。食事同様、必要な支援を依

頼したり、自分の要求を表出したりする力は自立度に大きく影響すると考える。 

衣服の着脱については、「性別」「手の動き」が自立度に高い影響を与えてい

た。性別については、男児のほうが自立度の高さに正の影響を与えていた。男

女で衣服の形状に違いがあることや、男女間で障害の程度に差があることも要

因として推察されるが本研究のデータからは充分な分析が難しい。手の動きに

ついては、衣服の着脱は手指の操作を多く含む活動であり、自立度との高い関

連が推測される。また衣服着脱に介助を受けるにしても挙手動作や肘の伸展の

状態などは、衣服の着脱のしやすさに影響を与えていると思われる。  

トータル自立度については、「年齢」「視覚」「表出」「移動」「手の動き」が自

立度に高い影響を与えていた。特に視覚については、トータル自立度において
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のみあがった要因である。本研究の結果では、肢体不自由のある児童生徒のう

ち、約 4 割が視覚情報を得るのに弱視や斜視などによって何らかの制約を持っ

ていた。日常の生活行為は、視覚的に環境を捉えることを必要としている場合

が多い。視覚的に情報を捉えることに制限がある場合の日常生活行為の遂行の

難しさの結果といえよう。  

3 つの生活行為とそれらを合わせたトータル自立度で、生活の自立度に影響

を及ぼす要因をみてきたところ、より多くの生活行為に共通してあがった要因

は「表出」と「手の動き」であり、次に「年齢」と「移動」であった。手の動

きや移動といった動作面が要因として挙がったことは肢体不自由のある対象児

では当然予想されることであった。ここで注目すべき要因は年齢と表出であろ

う。年齢については、まずは生活行為についての指導や経験の積み重ねが、自

立度を高めていると考えられる。特別支援学校（肢体不自由）や療育機関での

自立活動や指導が、一定の成果を上げているといえよう。しかし一方では、本

調査では調査対象者の特別支援学校への入学年齢を調べていないために検討す

ることはできないが、一般に高等部から入学してくる生徒の諸能力が小・中学

部から在籍している児童生徒に比べて高いことから、このことによって年齢が

自立度に影響を及ぼした可能性も考えなくてはならない。表出については、生

活の自立においては、障害のある当人が意思決定し、それを表現する力が重要

であることを示しているといえる。新開・郷間（ 2006）の肢体不自由と知的障

害を併せ持つ学齢児を対象とした QOL 評価に関する調査においても、コミュニ

ケーション能力の違いが自己表現や意思決定・選択に関する QOL に影響を与え

ること示唆している。本研究の結果からも、あらゆる場面で指摘される「自己

選択・自己決定」の重要性を再確認するとともに、その手段の形成が重要な指

導目標であることが示唆されたと考える。動作面についても、移動や手の動き

といった要因が自立度に影響を与える項目としてあがっていたことと併せて考

えるならば、肢体不自由のある児童生徒の日常生活の自立度に影響を与えるの

は、動作面の能力に加えて、自分の意志や要求を表出する能力であるといえる

のではないだろうか。  

 

Ⅴ  本章のまとめ  ～アセスメントへの示唆～  

本研究から得られた知見は、例えばアセスメントにおける個別の指導計画や

生活支援の方針を決定する段階において参考となると思われる。本研究の結果

より、日常生活実態が「移動」や「手の動き」といった身体面、年齢、視覚機

能の制限、そして「表出」の要因から強い影響を受けている構造が明らかにな

った。特に「表出」については共通して強い影響を持っていた。このことから

子どもの生活実態を把握する際に、その生活状況の記述的な把握だけにとどま
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らずに、影響因であるこれらの要因を把握することが、より実際的なアセスメ

ントにつながると考える。アセスメントは目標を設定し、指導に向けた具体化

の作業である。例えばある生活行為の支援を考えたときに、直接的なその生活

動作の指導や方法の定着をねらうだけでなく、例えば要求方法の準備など「表

出」の要因に対して、支援や指導を向けることを考えることができるだろう。  

佐藤（ 1996）も指摘しているように、このような調査から得られた分析資料

が、肢体不自由児への教育・指導の課題設定において、熟達者の経験的知識や

個々の臨床的経験に留まらない、より汎用可能な根拠となされるべきである。

最近では ICF の教育への活用について報告などでもみられるように（国立特殊

教育総合研究所，2005）、肢体不自由のある児童生徒の生活実態から、目標を設

定し、課題を設け、授業実践へとつながる過程が充実してきた。さらにはそこ

に児童生徒の生活ニーズをいかに取り入れていくかについても実践が報告され

てきている（友永，2005；澤井，2006）。本研究の成果から、生活実態とそこに

影響する要因も含めた実態把握、そこから導かれる目標設定や課題の選択が可

能になる。個々の児童生徒の実態把握の視点がより包括的になり、具体的な課

題設定が充実することに貢献できるだろう。  
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第三章  肢体不自由者における生活実態の把握法の開発と動作法適用の日

常生活における効果の測定  

 

Ⅰ  問題と目的  

１  第二章とのつながり  

 前章では、肢体不自由者の生活実態を把握することの必要性を指摘し、生活

実態の具体像を明らかにすることを目的とした。そこで日常生活行為の自立度

に焦点をあて、その自立度がどのような要因によって構成されているかを検討

した。結果としては、肢体不自由者の生活行為は身体の動きの程度のみによっ

て決定されるのではなく、表出の力などが影響を及ぼしていた。ここから生活

実態をとらえる際の把握すべき視点が整理されることとなった。しかし生活行

為そのものの把握については、検討することができなかった。   

 そこで本研究では、日常生活行為を把握する方法の検討を行う。加えて、こ

の評価方法を用いて、動作法による指導効果を生活行為の水準で測定し、その

妥当性について検討を加える。  

 

２  アセスメントと評価の関係  

今日，教育現場や医療，心理臨床，福祉などの領域において「評価」は「ア

セスメント」と同様に重要なキーワードである。ここでいう評価とは，主には

指導・支援の効果や成果を測定するような事後評価という意味で用いる。「アセ

スメント」と「評価」の関係は表裏一体であり，分かち難い性質を持っている。

アセスメントは、実態把握から目標を設定し、課題や指導内容を決定する段階

とするならば、評価はアセスメントにおいて設定した目標の達成状況、課題や

指導内容の進捗状況や変化を把握することになる。そしてこの評価が循環的に

次のアセスメントに組み込まれていく。  

アセスメントにおいて、生活実態を把握することの重要性が指摘されている。

能力や機能面だけでなく、日常的な生活を把握することが目標設定や課題の選

択において求められている。このようにアセスメントにおける事態把握の対象

が生活実態にまで広がるならば、必然的に評価についてもその観点が生活実態

にまで広がることになる。評価の観点として、能力や機能面だけでなく、生活

実態がどのように変化したのかを測定する必要性が生じてくる。このことは評

価方法の開発の必要性も生じさせることになる。  

本研究では「評価」と「生活実態」に焦点をあて、動作法におけるその効果

を日常生活実態で評価する方法について検討することを目的とする。  

 

３  動作法における評価  
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これまでの動作法に関する研究は評価の内容と方法，時期，場所，評価者の

視点からまとめることができる。評価の内容と方法について整理すると，まず

は訓練時のエピソードについて詳細に記述することが評価となっている。この

記述はふたつの内容に大別される。ひとつはトレーニーの動作における身体運

動面についてであり（例えば服巻， 2004；他多数）もうひとつはトレーナーと

トレーニーとの主に動作を用いたやりとりについてである（森崎， 2002；他多

数）。記述の分量や詳細さの程度に差があるにせよ，訓練時のエピソードについ

ての記述はほぼすべての研究に共通している。例外としては，筆者（ 2000） に

よる大人数の自閉性障害とその傾向を持つ集団に対して，養護学校の自立活動

の時間を用いて動作法による指導を行い，共同注意行動を中心にその効果を測

定し，動作法による指導を行なっていない集団と比較検討した研究がある。一

方、古賀・井上（ 2003） は，同じくある集団に動作法を用いて指導しているが，

代表事例のエピソードを紹介することで，訓練内容を開示している。  

次には，身体・運動面について評価した研究が，多く報告されている。姿勢

映像やボディダイナミクスから，主に身体の外見上の変化を扱った研究（樋口・

山内， 2001；小田ら， 1991；谷，1999；余吾ら，2004），類似した研究として

座位や歩行獲得，車椅子への移乗など運動発達のマイルストーンを指標とした

研究（ Ohno et al， 2004；高橋， 2003），筋電図などの生理学的指標や重心計な

どの解析指標を用いた研究（古賀，2002；； Konno，2001）などがある。光学的

流動を用いながら身体動揺や主観的評価から動作法の効果を検討している干川

の一連の研究もここに整理される（例えば 2003）。また股関節周辺のレントゲ

ン映像を評価に取り入れている研究（石倉， 1998）もある。姿勢に関する評価

は多くの研究で紹介されているが，映像や記述に加え様々な方法が用いられて

いる。これらに加えて，ボディイメージや動作感覚，四肢感覚といった身体に

関する内的対象を扱った研究（池田， 1995；金・針塚， 2004）も報告されてい

る。  

最近の傾向としては，一般的な発達領域のうち身体・運動領域以外の領域で

ある社会性や対人行動，コミュニケーション面や行動面を指標に評価を行なっ

た報告が多くなっている。これには 1970 年代後半に自閉性障害児への動作法適

用が報告されるようになり，肢体不自由児者以外の対象への動作法による指導

が盛んになったことと関係しているようである。例えば，行動面の変化として

多動や固執的行動，自傷行動などの問題行動といわれる行動が扱われている（船

橋ら，2004；古賀・中田，2003；清水・小田，2001）。まだ数は少ないが，種々

の発達テストを評価に用いた研究も出されてきている（古賀・中田，2003 ；飯

塚，2003；高橋，2003）。最近では，発達心理学のトピックである共同注意や模

倣といった行動指標を用いて，対人関係性や社会性の領域に関連付けながら動
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作法の効果を検証する研究もある（菊池， 2002； Konno， 2003 ；香野， 2000；

盛武・井村， 2003；  Tokunaga， 2002）。他には，描画や書字を評価の指標とし

た研究（塚越， 1995）などがあるが，言語を評価指標に用いた研究はほとんど

みられなかった（田中， 1986）。  

そのようななかで動作法の効果を身辺処理などの日常生活動作を指標として

評価する研究（樋口・山内， 2001）や移動行動や排池など生活全般を含めて評

価した研究（高橋， 2003）も散見されるようになってきた。  

これら以外の評価では，対象の障害児の変化とともに，母親の気持ちや関わ

り方を指標とした研究（笹川ら，2000；瀬戸，1995） やトレーニーの学校担任

教師の関わり方を指標とした報告（船橋ら， 2004）などがある。  

次に，評価の時期（時点）について整理する。まずは訓練時，つまり動作課

題遂行中を評価の時期とする研究が多い。トレーナーによる訓練記録やビデオ

記録を用いた評価がこれにあたる。エピソード以外の評価指標，例えば身体・

運動面に関する評価や行動面，発達指標などを周いる場合には，ベースライン

として訓練実施前の実態把握がほとんどの研究でも行なわれ，さらに訓練実施

中，訓練実施後の時期に比較して評価の対象になっている。動作法の実践形態

で多くとられている一日訓練会や集中宿泊形式のキャンプでは，訓練時間以外

の集団療法や食事時間などの日課を利用して評価を行なっている。キャンプ内

のこれらの時期を評価に用いた報告が比較的多い（菊池・田中，2000；笹川ら，

2000，；竹下・大野， 2002）。他には，測定や観察，テスト実施のために設定さ

れた時期に評価を行なっている研究（古賀， 2002；盛武・井村， 2003）や家庭

や学校の日常生活を評価時期としている報告がある（新井，1997；香野，2000；

清水・小田， 2001）。  

同様に，評価の場所（場面）も多様である。訓練場所そのものを評価の場所

とした報告が最も多い。他には，別に設定された場面（例えば実験室）を用い

た研究が比較的多いようである。最近では緩やかに設定された場面（例えばキ

ャンプにおける集団活動）を用いた研究があり，古賀・井上（ 2003） は心理劇

を中心とした集団活動場面を用いている。笹川ら（ 2000） は母子での遊び場面

を設定している。キャンプ時の食事場面を用いた菊池・田中（ 2000） の研究も

ここに整理できる。一方では訓練の場面から離れて，生活場面（例えば学校や

家庭）を評価対象とした研究があり，補足的に日常生活のエピソードを付記し

ただけでなく，日常生活場面の様子を中心的な指標として扱った研究（高橋，

2003；新井 .， 1997）  がある。  

評価者に関しても整理することができる。訓練者自身が評価者となっている

報告が最も多い。エピソードを評価指標とする場合だけでなく，その他の評価

指標を用いる場合でも多くは訓練者が評価者を兼ねている。他には第 3 者とし
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ての観察者や実験者が評価を行なう場合や保護者や担任教師などが評価する報

告（船橋ら， 2004）があり，数は多くはないものの本人の内省を評価に用いた

報告もある（香野， 1998）。  

これまでの先行研究における評価について，時期，場面，評価者から図式的

に整理したものが Fig.3-1 である。このように図式化してみると，これまでの

研究における評価は図式でいうところの左側を扱った研究が比較的多い。つま

り訓練時に訓練場面を使って訓練者が評価している研究がほとんどである。対

して図式でいうところの右側にある「日常生活の評価」に関するものが少ない

傾向にある。日常生活のエピソードを補足的な情報として記されているものは

多いが、主たる評価指標として採用している報告は少ない。  

 

 

４  本研究の目的  

本研究では，日常生活を評価指標とするための評価方法の検討を第一の目的

とする。特に，訓練実施前の事前評価と，それを活用した事後評価について考

えてみたい。加えて，本研究で提案する評価方法を試験的に用い，一週間キャ

ンプによる動作訓練の指導がトレーニーの日常生活にどのような変化を生じさ

せているかについて検討することを第二の目的とする。  

 

Ⅱ  方法  

１  評価表の作成  

リハビリテイション関係の ADL 評価の資料を参考に，日常生活に関連があると

思われる生活動作などを項目とし，設問を設けた（項目を Table3-1 にまとめる）。

評価表は，「食事・排世・衣服の着脱・睡眠・移動・入浴・日常生活姿勢・（そ

の他）」の 7 領域 50 聞から成っている。 7 領域はおおよそ類似した質問形式と

なっており，それぞれの生活動作を実施する姿勢，本人の生活動作の状態，自

立の程度，問題点，介助の内容や程度などについて自由記述の形式で回答を求

めている。自由記述にした理由は，生活状況や障害の程度によって個人間の差

が大きく選択肢を用意することが難しいことと，より細かな生活状況について

の情報を把握することを意図したことである。  

 

＜時期＞ 課題遂行中 ⇔ 課題終了時点 ⇔ セッション終了時点 ⇔
ある一定期間

終了時点
⇔ 日常生活

＜場面＞ 訓練場面 ⇔ 実験場面 ⇔
緩やかな設定場面

（自由観察場面など）
⇔ 日常生活場面

＜評価者＞ 訓練者 ⇔ 観察者 ⇔ 第三者（教師など） ⇔ 保護者 ⇔ 本人

Fig.3-1　動作法研究で用いられた評価についての時期・場面・評価者の視点からの整理
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２  協力者  

S 県で実施された一週間キャンプ（日本リハビリテイシヨン心理学会資格認

定委員会の定める認定キャンプ）参加のトレーニー 16 名とその保護者。年齢は

6 歳 ~32 歳である。協力トレーニー全員の主たる訓練目標は動作不自由の改善

である。本研究では，各トレーニーを対象に，それぞれの保護者が評価者とな

り，評価表の記入を行なった。  

 

３  手続き  

一週間キャンプ参加時点で，研究趣旨等について説明の上、すべての協力者

から同意を得た。  

キャンプ前の状態について，設問に記入してもらう（評価Ⅰ）。キャンプ終了

2 週間後を目途に，その時点の状態について，評価 I で使用した回答用紙のコ

ピーを用い，変化した回答について加筆・修正を行う（評価 II）。さらに 3 ヵ

月後，その時点の状態について，同じく評価Ⅱのコピーを用いて，加筆・修正

を行う（評価Ⅲ）。この評価時期の計画を Table3-2 に示す。  

加筆・修正による評価方法を用いることにしたのは，記入者にとって各評価

ですべての項目に記入する必要がないという負担軽減と，前回の評価との比較

という形式によって評価基準が明確になるという，ふたつのねらいからであっ

た。  

なお評価表への記入は，協力者であるトレーニー全員，自力回答が困難であ

ったため，すべて保護者が行なっている。  

 

４  分析方法  

すべての回答の自由記述がデータとして扱われた。分析単位は，各設問への

回答である。分析には加筆・修正された回答が用いられ，評価Ⅱで加筆・修正

があったものを，評価 I から評価Ⅱの聞の変化として捉えた。同様に，評価Ⅲ

で加筆・修正があったものを，評価Ⅱから評価Ⅲの間の変化として捉えた。  

また加筆・修正の内容は，その内容から協力者本人および保護者にとって生

活のしやすさにつながったと読み取れるポジティブな変化と，生活がしにくく

なったと読み取れるネガティブな変化に分類した。  
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1，お名前　2，年齢　3，ご所属 （3） 自分で、布団に入って，寝る姿勢をとれ

4，食事についてお答えください。 ますか。

（1）主な食事姿勢はどんな姿勢が多いです （4） 介助して寝る姿勢をとらせれば， ，その

か。 ままの姿勢で落ち着いて寝ていることがで

（2） 食べ物に手を伸ばしたり，持ってきた きますか。

りする動きはどの程度できますか。 （5） 寝ている間，姿勢の変換が必要ですか。

（3） 箸やスプーンを持つ動きはどの程度で （6） 寝つきはよいですか。

きますか。 （7） 睡眠時間は安定していますか。

（4） 食べ物をすくう動きはどの程度できま （8） 寝ている間頻繁に目が覚めることはな

すか。 いですか。

（5） 咀嚼（噛むこと），嚥下（飲み込むこ （9） 寝ている聞の呼吸はどうですか。

と）の状態はいかがですか。 （10） その他

（6） 食事量はどのくらいですか。 8，移動についてお答えください。

（7） 今現在必要な介助の内容を教えてくだ （1）主な移動手段は何ですか。

さい。 （2） 自力で移動できる手段で移動したとき

（8） その他 の距離はどの程度ですか。

5，排泄についてお答えください。 （3） 介助の内容

（1）排泄姿勢はどんな姿勢が多いですか。 （4） その他

（2） 排泄は自力で全てできますか。 9，入浴についてお答えください。

（3） 便意，尿意の予告についてお答えくだ （1）主な入浴姿勢はどんな姿勢ですか。

さい。 （2） どの程度，自分で体を洗うことができ

　①便意，尿意を知らせることができ ますか。

　ますか。②知らせる場合，どんな知ら （3） どの程度，自分で頭を洗うことができ

　せ方をしますか。 ますか。

（4） 便秘気味，下痢気味ではないですか。 （4） どの程度，自分で体を拭くことができ

　その程度もお答えください。 ますか。

（5） 介助の内容 （5） 介助の内容

（6） おむつを着用していますか。 （6） その他

（7） 時間を決めて排挫していますか。 10，日常生活姿勢についてお答えください。

（8） その他 （1）日常，最も多くする姿勢は何ですか。

6，衣服の着替えについてお答えください。 （2） 日常，2番目に多く取る姿勢は何ですか。

（1）主な着替え姿勢はどんな姿勢が多いで （3） 今，現在，自分でとれる姿勢は何です

すか。 か。全てお書きください。

（2） 上着の着脱はどの程度できますか。 （4） わずかな補助（人やもの）でとれる姿

（3） ズボンの着脱はどの程度できますか。 勢はどんな姿勢がありますか。

（4） 介助の内容 （5）臥位から座位の変換時にどの程度の介

（5） その他 助が必要ですか。

7，睡眠についてお答えください。 （6） 座位から椅子（車椅子含む）への変換

（1）主な睡眠姿勢はどんな姿勢が多いです 時にどの程度の介助が必要ですか。

か。 11，その他，お気づきの点がございました

（2） 睡眠時間を自分でコントロールできま らご記入ください。

すか。

Table3-1 日常生活状況についての設問一覧（簡略販）

評価Ⅰ X年8月上旬 キャンプ開始時にその時点の状態の記入

評価Ⅱ X年8月下旬
キャンプ終了2週間後に，その時点の状態を，評価Iへ加

筆・修正

評価Ⅲ X年11月下旬
キャンプ終了3ヶ月後に，その時点の状態を，評価Ⅱへ加

筆・修正

Table3-2　評価計画
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Ⅲ  結果と考察  

１  一週間キャンプでの動作法による指導の効果  

加筆・修正の内容については主に，以下の 4 つに整理した。①生活姿勢が変

化した例，②姿勢を保持する力や安定性が変化した例，③動作や行動が変化し

た例，④他の影響を受けて変化した例である。① ~④の具体例を Table3-3 に紹

介する。動作法の指導による効果が日常生活の変化に結びついている具体的な

エピソードを得ることができた。  

評価 I と評価Ⅱの間，評価Ⅱから評価Ⅲの聞における全協力者の加筆・修正

の総数を Fig.3-2 に示した。加筆・修正の数では，それぞれ 35 個， 22 個であ

り，評価 I と評価Ⅱの問での加筆・修正数がより多い傾向にあった。加筆・修

正を行なった人数では，評価 I と評価Ⅱの問では，協力者 16 名のうち 11 名が

加筆・修正を行なっていた。評価Ⅱと評価Ⅲの聞では 8 名が加筆・修正を行な

っていた。ポジティブな変化とネガティブな変化では，ポジティブな記述が記

述数，記述者数のいずれにおいても多くみられた。ネガティブな変化も 2， 3

名から回答されたが，その内容は「身体の感じが変わって介助の方法が変わっ

てやりにくくなった」というような内容であった。  

 

評価Ⅰ→Ⅱ 評価Ⅱ→Ⅲ

ネガティブな内容 5 2

ポジティブな内容 30 20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

記
述
数

Fig.3-2 各評価における加筆・修正の数
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これらの結果から，総じてキャンプ終了 2 週間後（評価Ⅱ）において多くの

参加者において，日常生活上にポジティブな変化が生じており，一週間キャン

プでの動作訓練の実施が日常生活に変化をもたらしているということができる

だろう。一方で，評価Ⅱと皿の聞においても種々の変化が生じていた。これら

の変化が，キャンプで得られた動作上の変化によるものなのか，キャンプ以降

の訓練機会や他の療育経験あるいは他の独立した要因によるのかについては分

析的に言及することは難しい。  

次に各領域における加筆・修正の数を Fig.3-3 に示す。加筆・修正数の多い

順から日常生活姿勢で 21，睡眠 11，排世で 8，衣服の着脱 8，移動で 7，入浴 6，

食事 6 であった。本評価で設けた 7 つの領域すべてに何らかの加筆・修正がみ

られた。訓練の効果が幅広い領域で日常生活に反映するということが指摘でき

るだろう。特に，日常生活姿勢や睡眠，排世の領域には変化が多くあらわれて

いた。日常生活姿勢の変化は訓練のねらいと特に強く結びついている領域であ

るため，比較的予想しやすい結果であった。睡眠については，保持可能な姿勢

種の増加や身体の全身的なリラクセーションが影響したと考えられた。衣服の

着脱や移動などについても，訓練効果による身体運動能力の向上が大きく影響

して  

いると思われた。排泄において「尿意を伝えるようになった」という変化がみ

られ，尿意の感覚が明確になったと考えられた。先行研究でも同様の報告（石

倉・大神，1994；高橋， 2003）がなされており，追認する結果であった。これ

食事 排泄 衣服の着脱 睡眠 移動 入浴
日常生活姿

勢

評価Ⅱ→Ⅲ 3 3 4 4 1 1 6

評価Ⅰ→Ⅱ 3 5 4 7 6 5 15

0

5

10

15

20

25

加
筆
・
修
正
数

Fig.3-3 各領域における各評価での加筆・修正の数
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らの変化は，身体操作への意欲（樋口・山内，2001） や身体感覚や身体への気

づき（高橋，2004） といったキーワードを介在させることで，より具体的に動

作上生じた変化と日常生活での変化を結びつけて説明することが可能になると

思われる。  

 

 

 

２  日常生活の状態を評価する道具としての本研究の評価方法  

評価方法については，本研究ではすべて自由記述式を用いた。各協力者の記

述は，個人の状況が詳細に書かれており個別性が強い内容であった。そのため，

これらの回答を事前に評価者側で想定して，選択肢として用意する方法では，

日常生活状況を詳細に評価するのはかなり難しいと考えた。日常の様子を把握

し，それを評価視点とするにはかなりの細かさが必要であり，評価の感度を高

くしようと意図するならば，やはり自由記述が適していると考えられる。  

一方では，自由記述による方法は協力者によって記述量や内容の詳細さに差

を生じさせていた。事前評価をいかに正確にかつ詳細に行なっておくかが，効

果の測定において重要であることはいうまでもない。評価者である保護者の評

価スキルは考慮すべき点であり，記入方法についての事前オリエンテーション

を実施するなど工夫する必要がある。本研究のように保護者や本人が記述によ

Table3-3 加筆・修正にみる変化の具体例

・訓練前まではオマル，オムツを使用していたが，訓練後2週間（評価 II） では， 大人用便座を使
用するようになった。
・色々な姿勢で寝ていたのが，仰向けで寝るようになった。
・横向きで寝ていたのが，まっすぐ上を向いて寝かせると，そのままの姿勢で寝るようになった。
・入浴の際，肘掛なしのシャワーチェアーに安定して座っていられるようになった。
・洋式便座を使用していたが，車椅子に座って尿瓶にて排尿するようになった。

・立位の姿勢が安定し，本人も楽になり，介助もしやすくなった。
・車椅子に座っているときに，身体が前に倒れることなく，楽に座ることができるようになった。
・入浴で身体を洗う際のあぐら座が安定した。
・支えれば少しの問あぐら座ができるようになった。
・とんび座りも補助があれば手での支えなしでも座ることができる。

・身体全体が弛み，着脱しやすくなった。
・歩行のとき，足がまっすぐ前に出るようになった。
・手，腕の動きがよくなり，机の上に置いてあるものを触って，よく落とすようになった。
・尿瓶を使用しているが，訓練2週間後には，口頭で，尿瓶を使用することを伝えるようになった。
・食べたいときに，手をのばすようになった。
・ズボンをはくときに，自分でズボンを引き上げようと引っ張ることができるようになった。

・自分でスプーンを握ることが増えた。
・座位から椅子への変換時は全介助であったが，椅子に手をかけて膝立ちができるようになった。

・可視光線治療をはじめてから，寝つきがよくなった。
・薬を替えて，いびきがひどくなり，無呼吸になることが1日に3-5回ある。
・電動車椅子の練習の成果も含め，車椅子が長く運転できるようになった。
・長期海外旅行に行った際に尿瓶での排尿に挑戦してみた。

①生活姿勢が変化した例

②姿勢を保持する力や安定性が変化した例

③動作や行動が変化した例

④他の影響を受けて変化した例
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って日常生活を評価する方法においては，その評価の正確性を保障することは

重要な課題である。  

各設問の内容について検証する。評価 I において，すべての設問にすべての

協力者が現在の状態や様子について回答可能であった。少なくとも本研究で用

意した設問すべてが，協力者には記入可能な内容であったといえる。この結果

から，本研究の協力トレーニーは全員，肢体不自由を主たる障害として持ち，

年齢と障害の程度には比較的幅がある集団であったが，このような集団に用い

る評価項目としてはある程度の妥当性を得たと考える。  

評価の領域については，評価表の末部にその他気付いた点について記入する

欄を設けたが，特に新たな領域となるような回答は見受けられなかった。日常

生活を評価する領域としても妥当であったと考えた。  

評価表の実際の使用に際しては，第 1 回目の評価においてすべての設問項目

に自由記述を行なう方法のため，記述する量が多く，少なからず負担があるだ

ろう。ただしこの記述は生活状況の振り返りという性格も持っており，たとえ

ばトレーナーと話し合いながら共同で行うなどの方法も考えられる。第 2 回目

以降の評価では，先の評価をもとに個人の日常生活カルテのようなものを作り，

変化が生じたときに，随時，加筆・修正を行っていくという今回の形式が採用

できるであろう。  

 

３  介助について  

動作法による指導の効果と保護者の介助内容との間に関連があると思われる

エピソードが多数だされた。代表的なエピソードを保護者が記入した文章を用

いて以下に示す。  

「着替え姿勢において，本人はあぐら座で，介助者が後ろに回り着脱させてい

たが，身体が弛んだことにより，あぐら座の姿勢も取りやすくなり，上体は後

ろに反ることなく，前に曲げやすくなったので，結果として後ろからの介助が

しやすくなった。」「歩行の際に今までなかなかまっすぐ足が出なかったので，

後ろから腫を押してあげて，足を前に出させていたが，訓練後，自分で足を前

にまっすぐ出すようになり，後ろから足を支持しなくても歩くようになった。

長い時間歩くようにもなったので， トイレや，お風呂場，車椅子などへの移動

がスムーズにできるようになった。移動時聞が少なくなり，介助としては，体

重を支える力が小さくてすむようになった。」「入浴で洗う際に，肘掛無しの椅

子に腰掛けで洗う姿勢をとっているが，座っている姿勢が少し不安定なので，

身体を少し支えていたが，訓練後，安定して椅子に座っていられるようになっ

たので，身体を支える力は小さくてもすむようになったので，身体を洗う支度

をすることなどが楽になった。」「座位から膝立ちへの変換時に，抱えて全介助
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であったが，訓練後は，介助として身体を少し支えてあげるだけで，椅子に手

をかけて自分で起き上がり，膝立ちするようになった。」これらのエピソードか

ら，訓練によって変化した姿勢や動作が，介助内容や介助の程度に減少や簡略

化といった影響を及ぼしていたことが伺われる。トレーニーに生じた動作上の

変化が，介助者の介助内容の変化につながっていた。つまり動作法の効果が，

単に個人内の変化にとどまらず，個人間の変化に拡大，展開していた。これは，

日常介助を多く必要とする成人トレーニーへの動作法適用の意義などにつなげ

ることができるだろう。  

 

Ⅳ  まとめ  

１  動作法における評価  

動作法研究における評価について概観すると，その評価内容は動作法の展開

とともに多様になっていく傾向をみせている。この傾向は，姿勢変化を代表と

する直接観察可能（ビジブル）な指標から，直接は捉えにくいインビジブルな

指標を扱うことへの試みの過程ととらえることができるだろう。ここでいうイ

ンビジブルな指標とは，ふたつの内容を含んでいる。ひとつは訓練場面などの

訓練者が直接みることのできる場面・時期以外の，時間的にも空間（場面）的

にも離れた場面を使って評価が行なわれているという内容である。本研究など

がこれにあたる。もうひとつは生じている動作そのものを評価するのではなく，

行動的側面や社会性などの領域を扱っているという内容である。このような評

価内容や方法の多様化傾向は，動作法適用の対象が拡大したことに後押しされ

ているといえる。訓練実施のねらいも，身体運動面だけには留まっておらず，

必然的に評価の視点は拡大してきた。自閉性障害児や重度・重複障害児たちに

生じている変化は，身体・運動面だけでは捉えられない。動作法の対象の拡が

りは評価方法をも拡げてきたといえる。  

対象の拡がりに伴いながら発展してきた体験治療論を代表とする理論的展開

も評価の多様性傾向と関係するであろう。セッシヨン中で生じている体験とそ

の仕方が日常生活に影響を及ぼす（成瀬，  1995）  という考えに立つならば，

自ずと評価視点の一部は日常生活に向けられるであろう。  

一方で，これまでのほとんどの研究で共通している評価内容は，動作課題に

対するトレーニーの動作をエピソードとして記述していることである。藤田は

（ 2000），成瀬（ 1995）  の体験の定義を引用しながら，動作がなければ体験は

生じないのだから，体験内容や体験様式はどんな動作をどのように動作するか

にしたたかに依存していることになると述べている。この指摘から考えるなら

ば，ある課題に対してのトレーニーの動作そのものについての記述はやはり必

須といえるだろう。やはり評価視点の一部は，訓練場面そのものから外すこと
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はできない。動作の様相をいかに記述するかという問題は，動作法研究におけ

る普遍的な課題であり，記述方法などについてのさらなる検討が望まれる。  

もう一点，評価者に関して指摘しておく。本研究では協力トレーニーの保護

者が評価を行なったが，先行研究では本人や保護者を主たる評価者としている

研究はなかった。今回は訓練者側の評価を行なっていないので対照させること

はできないが，評価のズレや視点の相違などの存在が推測された。今後，当事

者や家族という評価者の広がりについて検討していかなくてはならない。  

 

２  日常生活を評価の視点とすることの意義  

すべての心理支援、臨床活動がトレーニーの日常生活に還元されるべき営み

であることはいうまでもない。その意味ではすべての臨床活動はその成果の評

価観点に日常生活そのものをおくことが求められる。本研究の事後評価におい

てポジティブな変化が生じていたことから，動作訓練の効果と日常生活の間に

関係があり，動作上の変化が生活のしやすさにつながったことが示唆された。

例えば、睡眠や排泄の仕方や介助のあり方が変化していたことは新たな発見で

あった。このように，動作法の適用によってもたらされる変化には，事前に予

想（意図）できるものだけでなく，結果として生じてきたような予想できない

変化もあった。動作法適用によってもたらされる効果は間接的なものを加える

と広汎な領域に及ぶのだろう。  

このように動作法を用いることがトレーニーの日常生活にどのように影響を

もたらすかについて知っておくことは，重要な意義をもつといえよう。例えば

訓練開始前の見立て（アセスメント）において動作課題を選択・設定していく

場合には， トレーナーが予期できる範囲内での動作変化とそれによってもたら

される日常生活上の効果が想定され，課題が決定されているであろう。トレー

ナーの経験や知識などの既知の枠組みが課題設定を大きく左右する。その意味

でも，本研究のような日常生活を指標とした研究が積み重ねられ，日常生活を

視野に含めたアセスメントに活用されるべきである。  

 

Ⅴ  アセスメントへの示唆  

本研究は、動作法適用の成果を日常生活の水準で検討することが目的であっ

たが、この検討のプロセスは、肢体不自由者の日常生活実態をいかに捉えるか

の方法を開発することにつながっている。本研究の取り組みによって、肢体不

自由者の生活実態を、いくつかの領域に分け、設問を用意し、保護者による自

由記述によって測定できることが確認された。そして生活の実態の変化を、初

回の自由記述への加筆修正という方法で測定できることも明らかになった。こ

の方法は目標設定や課題選定のためのアセスメントにおいても活用可能と考え
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る。まずはこの点が本研究から得られたアセスメントへの示唆である。  

また、本研究の結果から肢体不自由者へのアセスメントにおいて示唆的であ

った点は、動作法適用による日常生活の変化が、共に生活を営む介助者の関わ

り方や生活介助の仕方に変化をもたらしていたことである。肢体不自由者の生

活の多くは、そこにある環境と介助者・支援者との関係に強く結びついている。

運動機能や能力に制限があることが、周囲の世界との限られた自由度でのつな

がりとなる。その意味では、肢体不自由者の生活実態を把握するためには、強

いつながりを持っている環境や介助者の存在や関係を外すことができない。ア

セスメントにおいて、ＩＣＦにおける概念図でいえば環境因子にあたるその個

人が持っているつながりを把握することが必要である。そして指導や支援の成

果は、人を含む環境との相互作用的な変化をもたらす。肢体不自由者へのアセ

スメントにおいては、実態把握においても、目標設定においても、その個人と

介助者や物理的環境とのつながりや相互性を視野に入れることが求められると

考える。  
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第四章  肢体不自由児を持つ保護者のニーズ  

  

Ⅰ  はじめに  

１  アセスメントにおける家族のニーズ  

 ニーズとは必要、要求、需要という意味であるが、心理学的には内的メカニ

ズムのひとつであり欲求ということもできる。障害者支援の現場では、問題の

解決や能力の獲得を目指す心の動きとしてとらえることができる。家族は障害

のある子どもについて、生理的、身体的なレベル、能力や発達のレベル、生活

のレベルなど様々なニーズを抱える。個人と環境の相互作用を重視する立場に

おいては、ニーズもまた関係性のなかで生じているということができる。ニー

ズは子どもに生じるだけでなく、子どもとの関係において家族成員にも生じる。

ニーズを把握し、その解消や解決に向かうことは、子ども、家族の相互的な仕

組みのなかで重要な支援の目標となる。  

 第四章から第六章では、家族のニーズに焦点を当てる。第四章では、肢体不

自由児をもつ家族がわが子にどのようなニーズを抱いてきたのか、年齢による

変化も含めて明らかにする。第五章では、ニーズが具体化していくプロセスと

して、子どもについて家族が抱く心配や悩みがいかに相談行動につながってい

るのか実態を明らかにする。第六章では、家庭での動作法の取り組み状況や家

庭療育を行う際に家族が抱くニーズについて明らかにする。  

 

２  本研究の問題と目的  

 肢体不自由のある子どもの教育支援においては、アセスメントとして子ども

の実態やニーズを把握し、そこから目標や方針が導かれ、個々に応じた支援が

検討される。それは学校においては個別の指導計画として作成されることにな

る。個別の指導計画には実態把握に関する内容、中長期の教育目標、各教科・

領域における指導内容などが含まれている。高橋（ 2007）は、肢体不自由特別

支援学校での個別の指導計画作成における実態把握と目標設定の手順を解説し

ている。そこでは実態把握からリストアップされた目標を、生活における緊急

的な必要性、将来の生活を見通しての必要性、社会的妥当性などの視点から絞

り込むとしている。  

 このような絞り込み作業において欠かせないのは家族の持っているニーズで

ある。子どもがいかなる教育的ニーズを持ち、どのような指導を行っていくか

を考えていく場合、個人だけでなく周囲の人も含めた社会システムで考える視

点は有用である。小児医療の領域では、近年 Family-centred services（ FCS）

(Rosenbaum,King,Law, King,&Evans, 1998)の考えが浸透しつつある。FCS では、
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家族は個別的であり、子どもの生活と常にともにあり、子どもの能力やニーズ

に対しての専門家であるとみなす。家族が子どもにまつわる医療、福祉、教育

などについての情報を持ち、決定できるための支援が強調されている。 FCS の

実現には家族のニーズを捉える必要があり、Alsem, Siebes, Gorter, Jongmans, 

Nijhuis, and Ketelaar（ 2013）は肢体不自由児がいる家族のニーズを収集する

ための 187 項目からなる家族ニーズ表を開発している。そこには肢体不自由の

ある我が子についての日常的対応や治療的関わり、発達支援に関するニーズだ

けでなく、例えば家族の余暇のような家族成員のニーズも含まれ多岐にわたっ

ている。  

ところで肢体不自由児とその保護者のニーズを捉えようとするとき、年齢に

よる変化は欠かせない視点である。田川・三沢・高橋・長田（ 2010）は肢体不

自由児者のニーズについて家族および中学生以上の当事者に調査を行い、外出

や ADL、自己管理などが共通したニーズとしてあげられた一方で、家族と本人

では年齢が上がってくるにつれてニーズの高さにギャップがあることを示して

いる。 Hendriks,DeMoor,Oud, and Franken (2000) もまた、重度・重複障害児

のいる家族のもつニーズが時間経過とともに変容することを指摘している。  

本研究では、肢体不自由児のいる家族が我が子に対してどのようなニーズを

持ってきたのかについて、年齢による変化を視点として過去を振り返ってもら

い明らかにする。振り返り調査とすることで、一人の子どもにおいて保護者の

ニーズがどのように変化していくのかを捉えることができると考える。また本

研究で対象とするニーズとは、保護者が肢体不自由のある子どもに持ってきた

育ちや成長に関するニーズである。 Alsem et al.（ 2013）では家族の持つニー

ズとしては、情報の提供や福祉サービスなども挙げられているが、本研究では

子どもの育ちや成長のニーズに焦点を当てる。  

  

Ⅱ  方法  

1 質問紙調査  

(1)調査対象者と手続き：  特別支援学校（肢体不自由）１校の高等部に在籍

している生徒及びこの学校の卒業生の保護者 85 名である。在校生には学校を通

じて質問紙を配布、回収した。卒業生は学校で開催した行事への参加者に配布

し、郵送にて回収した。調査は、 2013 年に行った。  

(2)調査内容  

①プロフィール：  子どもの年齢、性別、主たる障害名については記述で、

回答者（父・母・その他）、知的水準、コミュニケーションレベル、介助具の使

用状況については選択で回答してもらった。  

②保護者が持つ子どもについてのニーズ：  保護者には、子どもが乳幼児期
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から現在に至るまでの各年齢段階で特に重要だと感じていたニーズを振り返っ

て以下の項目から 3 つ選択回答してもらった。  

選択項目は、特別支援学校自立活動の内容を参考にした項目＜健康の保持＞

＜心理的な安定＞＜人間関係の形成＞＜環境の把握＞＜身体の動き＞＜コミュ

ニケーション（理解）＞＜コミュニケーション（表出））に、＜生活行為＞＜学

習・学力＞＜社会生活体験＞＜特になし＞＜その他＞を加えた計 12 項目である。

質問紙にはそれぞれ簡単な例を示した。Table4-1 に質問に記載した各項目の例

をまとめる。  

各年齢段階は＜ 0~3 歳＞＜ 4~6 歳＞＜小学部＞＜中学部＞＜高等部＞＜卒業

後＞の 6 つに分けた。個別の支援計画の作成では 3 年の期間ごとに作成するこ

とが一般的であり、それを基準にすると小学部も 2 つに分けることも考えたが、

保護者にとっての振り返りの容易さを考慮し、小学部はひとつの段階としてま

とめた。  

なお、子どもが高等部在学中の場合、＜卒業後＞はまだその年齢に達してい

ないので無回答とするか、予想されるニーズについては選択してもらった。  

 

(3)データ分析： プロフィールについては、それぞれの選択肢への回答数

をカウントした。ニーズに関する項目については、項目と年齢段階ごとに選択

された回答数を算出し、集計表を作成した。ちなみに各年齢段階の回答総数は、

回答者に各年齢段階で 3 つ選択を求めたのに対して 1 ないし２の選択をした回

答者がいたこと、子どもが高等部在学中の回答者に対しては卒業後について無

回答もしくは予想されるニーズの選択を求めたため、総回答数にばらつきがあ

り均一ではない。  

ニーズ項目の＜特になし＞と＜その他＞はほとんど回答がなかったため分析

Table 4-1 質問紙で使用した各項目の例 

 

健康の保持          例 生活リズムや健康状態の維持・改善  

身体の動き          例 姿勢や動作、移動  

コミュニケーション（理解）  例 他者の発言や行動の理解  

コミュニケーション（表出）  例 伝えたいことを表現する  

心理的な安定         例 気持ちや情緒のコントロール  

環境の把握          例 感覚活用や周囲の状況の把握  

人間関係の形成       例 他者とのかかわりや集団への参加  

生活行為            例 食事、排泄 など 

学習・学力           例 ことば、かず など 

社会生活体験         例 買い物、外出 など 
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では使用しなかった。  

 

２  聞き取り調査  

(1)協力者： 質問紙調査において、追加の聞き取り調査への協力を求め、同

意の得られた回答者の中から 4 名を対象とした。この 4 名は同意の得られた 10

名から、障害種や心身の状態が重ならないという条件とアンケート実施から期

間を空けずに聞き取りが可能という条件から選択した。いずれも母親であり、O

さん、W さん、S さん、Y さんと表記する。それぞれの子どものプロフィールは

以下の通りである。  

O さんの子ども：脳性まひ、19 歳男性。日常生活は全介助を必要としている。

普段は車いすを使用している。  

W さんの子ども：四肢機能障害、染色体 14 トリソミー、22 歳女性。弱視、斜

視、難聴等が生活にやや影響がある。日常生活では全介助を必要とし、普段は

車いすを使用している。  

S さんの子ども：脳性まひ、 19 歳の男性。簡単な指示は理解できる。日常生

活では全介助を必要としている。普段は車いす、座位保持装置を使用している。  

Y さんの子ども：モヤモヤ病、脳梗塞、失語症、 20 歳男性。日常生活では部

分的な介助を必要としている。普段は左半身マヒのため左足に短下肢装具を使

用している。  

(2)調査手続き： 一人につき 30 分～ 40 分の聞き取り調査を行った。すべて

IC レコーダーにより録音し、適宜メモを残した。実施は 2013 年に行った。聞

き取り調査は、インタビューガイド（ Table4-2）、協力者が記入した質問紙、全

調査対象者の分析から得られた結果（以下、[全体結果 ]）（ Table4-3）および各

ニーズの各年齢段階における回答数の推移を示したグラフ）を協力者に提示し

て進めた。  

(3)聞き取り調査の内容：  質問項目は、以下の 3 項目である。  

質問 1：各年齢段階で選択した 3 つの項目の具体的な内容  

質問 2：ニーズが変化した（または変化していない）項目の当時のエピソー

ドとその理由  

質問 3： [全体結果 ]を見ての感想  

(4)データ分析：まず録音された発言を文字化し、逐語録を作成した。次に、

逐語録から、保護者が持っていた子どもについてのニーズについて話している

箇所を抽出した。抽出にあたっては、各自が質問紙調査で回答した項目に関連

する発言であることを判断基準とし、筆者と研究目的を理解しているもう 2 名

の研究者で話し合いながら行った。  
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Ⅲ  結果  

１  質問紙調査  

 質問紙配布数は 85 通、回収数は 55 通（高等部在籍者 30 名、卒業生 25 名）

で回収率は 64.7％であった。そのうち 1 通は記入漏れが多かったため分析から

除外した。回答者は母親 51 名、父親 2 名、祖母 1 名であった。子どもは年齢が

平均 19.9 歳（ 15～ 36 歳、標準偏差 5.5）、男が 31 名、女が 23 名であった。  

1）プロフィールの結果より：プロフィールの概要は、障害名については、

脳性まひが 20 名、下肢機能障害が 6 名、その他に二分脊椎や水頭症があった。

知的水準については「知的障害なし」が 14 名、「日常生活のおよそのことは理

解できる」が 16 名、「簡単な指示などは理解できる」が 14 人であった。コミュ

ニケーションレベル（表出）については「一般的な日常会話ができる」が 25

人、「簡単な日常会話ができる」が 3 人、「欲求を伝えることができる (口頭もし

くは指さし含む )」が 8 人、「はい・いいえでの返事ができる (口頭もしくは指差

し、視線含む )」が 7 人、「笑う、泣くなどで快、不快の表現ができる」が 11

人であった。コミュニケーションレベル（理解）については「日常会話に参加

 

Table4-2  聞き取り調査で使用したインタビューガイド 

 

○挨拶と録音の承諾 

○自己紹介と研究動機   

○インタビューの流れを確認、結果の開示 

 「質問紙にご記入いただいた内容をご確認いただき、あわせて回答者全員の質問紙調査の集計結果[全体結果]をみながら、

当時のニーズの具体的な内容などについてお話を伺いしていきたいと思います。」 

○インタビュー項目と回答例 

Q1.各年齢段階で選択した 3 つの項目の具体的な内容 

・例）健康状態の改善(入院していた/体調が良くなかった/喘息がひどかった) 

・例）成長発達(意思表示が出来るようになった/手先を動かすことができるようになった) 

Q2.年齢に応じて、ニーズが変化した項目の当時のエピソードと理由 

・例）成長発達に応じて、生活行為等から人とのかかわりに変化していった 

・例）年齢を重ねることでできることが増えた 

Q3,年齢に応じて、ニーズが変化していない項目のエピソードと理由 

・例）障害の状態が変わらない 

・例）改善のため何らかの取り組みは行ったが、あまり変わらなかった 

Q4. [全体結果]（全対象者から得られた質問紙調査の集計結果）を見ての感想 

・（自分との）違いや共通点について 
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できるほどの理解力がある」が 25 人、「相手の話していることはほとんど理解

できる」が 8 人、「簡単な指示 (「○○をみて」など )は理解できる」が 10 人、

「ジェスチャーや実物など視覚的情報の理解ができる」が 4 人、「ほぼ理解が難

しい」が 7 人であった。介助具の使用状況の傾向としては「車いす使用」が 40

名、「補装具使用」が 7 名、介助具を全く使っていない者は 0 名であった。本調

査では、プロフィール結果による群分けなどを行わずにひとつのグループとし

て以下の分析を進めた。  

2）保護者が持つ子どもについてのニーズの回答より： 各年齢段階で選択

されたニーズの回答数を Table4-3 に示す。この回答数を用いて、10（項目）×

６（年齢段階 ）のカ イ二乗検定を 行った ところ有意差 が確認 されたため（χ

2 =144.47,df=45,p<.01）、さらにどのニーズがどの年齢段階において有意差が

あるか求めるために残差分析による下位検定を行った。その結果を以下にニー

ズ毎にまとめる。＜健康の保持＞は、＜ 0~3 歳＞において選択度数が有意に多

く（ p<.01）、＜中学部＞及び＜高等部＞では有意に少なかった（ p<.05）。＜身

体の動き＞は、＜ 0~3 歳＞において有意に多く（ p<.01）、＜高等部＞では少な

い傾向がみられた（ p<.10）。＜コミュニケーション（表出）＞は、＜ 0~3 歳＞

において有意に少なかった（ p<.05）。＜環境の把握＞は、＜ 0~3 歳＞及び＜ 4~6

歳＞において少ない傾向があり（ p<.10）、＜高等部＞で有意に多かった（ p<.05）。

＜人間関係の形成＞は、＜ 0~3 歳＞において有意に少なく（ p<.01）、＜卒業後

＞では」有意に多く（ p<.05）、＜高等部＞では多い傾向がみられた（ p<.10）。

＜生活行為＞は、＜ 0~3 歳＞（ p<.01）及び＜ 4~6 歳＞（ p<.05）において有意に

多く、＜高等部＞では有意に少なく（ p<.05）、＜中学部＞及び＜卒業後＞では

少ない傾向がみられた（ p<.10）。＜学習・学力＞は、＜ 0~3 歳＞及び＜卒業後

＞において有意に少なく (p<.05)、＜小学部＞では有意に多かった（ p<.05）。＜

社会生活体験＞は、＜ 0~3 歳＞及び＜ 4~6 歳＞に有意に少なく（ p<.01）、＜高等

部＞及び＜卒業後＞では有意に多かった（ p<.01）。＜コミュニケーション（理

解）＞と＜心理的な安定＞には有意な結果は認められなかった。  
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 これらの結果より、特徴的な動きを示したニーズを Fig.4-1～ 3 にまとめた。

Fig.4-1 は年齢経過とともに回答数が減少傾向を示したニーズであり、健康の

保持、身体の動き、生活行為が該当する。 Fig.4-2 は年齢経過とともに回答数

が増加傾向を示したニーズであり、コミュニケーション（表出）、人間関係の形

成、社会生活体験が該当する。 Fig.4-3 は学齢期に回答数が増加傾向を示した

ニーズであり、学力とコミュニケーション（理解）が該当する。  

Table4-3  各年齢段階における保護者の持つニーズの回答数と残差 

   0－3 歳 4－6 歳 小学部 中学部 高等部 卒業後 

健康の保持 38**△ 28 23 18*▼ 18*▼ 19 

  4.27 1.14 -0.32 -2.06 -2.03 -0.62 

身体の動き 33*△ 32 29 27 22+ 18 

  2.24 1.38 0.42 -0.67 -1.75 -1.46 

コミュニケーション（理解） 9 12 14 13 12 10 

  -0.47 0.21 0.72 -0.01 -0.31 -0.15 

コミュニケーション（表出） 9*▼ 18 20 26 23 19 

  -2.25 -0.17 0.15 1.16 0.43 0.52 

心理的な安定 8 8 10 17 12 11 

  -0.63 -0.93 -0.39 1.53 -0.07 0.41 

環境の把握 1+ 1+ 5 8 10*△ 2 

  -1.64 -1.79 0.23 1.48 2.51 -1.11 

人間関係の形成 6**▼ 17 19 22 29+ 25*△ 

  -3.18 -0.57 -0.24 0.00 1.8 2.05 

生活行為 26**△ 21*△ 10 9+ 8*▼ 6+ 

  4.67 2.54 -1.09 -1.78 -2.05 -1.94 

学習・学力 3*▼ 8 15*△ 14 11 3*▼ 

  -1.97 -0.29 2.20 1.41 0.35 -1.98 

社会生活体験 1**▼ 2**▼ 8 15 23**△ 22**△ 

  -3.30 -3.19 -1.31 0.55 3.12 3.96 

  
※ 上段：回答数 下段：残差 +p<.10 *p<.05 **p<.01 

  
※ △有意に多い ▼有意に少ない 
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２  聞き取り調査  

 4 名 の 協 力 者 が 各 年 齢 段 階 で 選 択 し た ニ ー ズ と 聞 き 取 り 調 査 の 結 果 を

Table4-4～ 7 にまとめた。  
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1） O さんへの聞き取り調査より：  O さんは、＜身体の動き＞のニーズが

0~3 歳から卒業後まで続いている。しかし、内容としては「出来るようになる

ことを望む」ことから「出来るようになることよりも、今以上後退しないこと

を望む」とニーズの内容が変化し、それは卒業後の現在も続いている。＜コミ

ュニケーション（表出）＞についても、4~6 歳では言語の表出を求めていたが、

小学部以降は「何らかの形で意思表示ができるようになってほしい」と内容が

変化していた。幼児期に「普通の子みたいになれると思っていた」と語られた

ように、身体の動きやコミュニケーションの改善への希望が高かった。また＜

コミュニケーション（理解）＞は生後から小学部段階まであげられていたが、

保護者の期待する理解力に達したところでニーズとしてはあげられなくなった。

一方で、＜人間関係の形成＞や＜社会生活体験＞がニーズとしてあがるように

なった。  

[全体結果 ]をみて、「やはり親の気持ちの変化ですよね。みんな同じだと思い

ます。生まれてから障害を受け入れるまでとその後では変わってくる。そうい

うところでの（ニーズの）変化ではないでしょうか。」と語られた。  

2） W さんへの聞き取り調査より：  W さんは、＜健康の保持＞と＜身体の

動き＞は 0~3 歳から卒業後まで、＜生活行為＞は 4~6 歳から卒業後まで一貫し

てあげている。またそれぞれの内容に関しては＜健康の保持＞と＜身体の動き

＞ではほとんど変化がなく、＜生活行為＞では食事の方法が変わったことでニ

ーズが変化した。 W さんの子どもは障害の程度が重く、入退院を繰り返してき

た。 W さんはニーズ全般について「コミュニケーションや人間関係の獲得より

も一日一日楽しく健康に過ごしてほしい」と語っている。 W さんは、＜健康の

保持＞＜身体の動き＞＜生活行為＞について生涯を通して重きを置き続けてい

た。  

[全体結果 ]をみて、「（他の皆さんは）年齢が上がるにつれて、人間関係の形

成とか、社会生活体験とかが重要視されているのですね。うちもそうすべきだ

ったかも。自分たちとは違うけど、大切だと思う。」と述べられた。一方で「幼

いときに（相談療育機関で）すごく泣いて拒否して、それが親子で外傷体験み

たいになって、あまり外に出そうと思わなくなった。」と語られた。  

3） S さんへの聞き取り調査より：  S さんは、他の 3 名に較べてニーズの

項目の変化が多かった。比較的一貫してあげている「コミュニケーション (表出 )」

の内容は、年齢が増すごとにより高次なニーズへと変化していた。＜心理的安

定＞が 4~6 歳であがったり、中学部で＜人間関係の形成＞があがった理由とし

て、 S さんは「環境（の変化）によって願う姿も変化している。もっと大切な

ことができたということです。」と述べている。最近では、「 20 歳前後で体調が

変わったこともあり、身体のコントロールがしにくくなっており総合的にみて
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健康の保持を意識するようになった」と語り、＜健康の保持＞が改めてニーズ

としてあげられている。  

4） Y さんへの聞き取り調査より：  Y さんは、幼稚園年長からの中途障害

であるために小学部からのニーズの選択となっている。小学部から卒業後まで

＜健康の保持＞のニーズがあり続け、「やはり病気の関係上、血圧のコントロー

ルが最も重要でした。それは、今までも変わっていません。」と内容に関しても

変化はない。一方で、同じようにニーズとしてあり続けた＜コミュニケーショ

ン (表出 )＞に関しては、本人の習得状況が指文字から筆談、メールの使用へと

変わっていく中で、ニーズの内容が変化している。＜生活行為＞も中学部頃か

ら内容として変化したと語られたが、高等部からの寄宿舎入寮にともない＜人

間関係の形成＞がより優先順位の高いニーズとして選択している。  

 [全体結果 ]をみて、「だいたい同じ感じですね。でも私は彼に多くのことを望

まないようにしています。というのもできなければ本人にも親にもストレスに

なりマイナスに働くことが多いからです。親がハードルを上げすぎず、余裕を

持って接することが良いと思っています。」と語られた。  

 

年代

高等部

選択された3つのニーズ

コミュニケーション（表出）

言葉が出ることを望んだ。

コミュニケーション（理解） 身体の動き

コミュニケーション（表出）

イエス・ノーは表出できるから生
活ではOKだと思った。

コミュニケーション（表出）

同上

身体の動き

同上
PTのリハビリや動作法を始めるよ
うになった。いろんなことが出来る
ようになることを望んだ。

コミュニケーション（表出）

言葉は出せなくても、なんらかの
形で自分が出せるようになって欲
しい。意志表示できたらいい。

健康の保持

身体の動き

出来ることよりも、今より後退しな
いようにしてほしかった。先生の
助言もあった。

身体の動き

同上

0～3歳

4～6歳

小学部

中学部

コミュニケーション（理解）

発達がおくれていて、障害を認め
られず、とにかく元気になって欲し
いと願った。その後健康について
は大丈夫と確信した。

理解が進むことを願った。普通に
なってほしいと思っていた。

発達が遅れていたので障害と受
け入れられてなかったので、リハ
ビリはしなかった。普通になると
思っていた。

外に行く体験もあり、もっとたくさ
ん経験して欲しい。

同上 同上
卒業後

Table4-4　Оさんの聞き取り調査まとめ

人間関係の形成

家族や学校の先生など大人が好
きだったので、同年代の友達に意
識を持ってほしかった。

身体の動き

同上

社会生活体験 人間関係の形成 身体の動き

コミュニケーション（理解）

だいたい本人が理解できている
様子であった。

生活行為

体が成長し、移動したり排泄が大
変だった。介助が減ったらいいな
と思った。
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年代 選択された3つのニーズ

0～3歳

健康の保持 身体の動き 心理的な安定

睡眠障害があり、夜中起きて大
変だった。就学時まで入退院を繰
り返す。人間関係やコミュニケー
ションよりも健康が大事。

首は座っていても、寝返りができ
なかったができるようになって
いった。

自宅の環境や、触られることに対
して心穏やかに過ごせるように。
これは今もあり続けている。

4～6歳

健康の保持 身体の動き 生活行為

同上　身体が弱かったのでずっと
重視してきた。

ハイハイができるようになってほ
しかった。側弯がひどかったので
同じ姿勢が続かないようにした。

哺乳瓶によるミルクであるが食事
ができるようになった。

小学部

健康の保持 身体の動き 生活行為

同上 同上 同上

健康の保持 身体の動き 生活行為

同上 同上

スプーンがもてるようになったの
で食事を刻みにしたかったができ
ず、ミキサー食と刻み食の中間
だった。

Table4-5　Wさんの聞き取り調査まとめ

卒業後

健康の保持 身体の動き 生活行為

同上　今でもずっと変わらない親
の願いです。

同上　側弯や変形はずっと気にし
ている。

同上

高等部

健康の保持 身体の動き 生活行為

同上 同上 同上

中学部
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年代 選択された3つのニーズ

0～3歳

健康の保持 環境の把握 生活行為

仮死状態で誕生、生まれてすぐ
NICUにて治療。てんかんもある。
呼吸も不安定だった。

慣れない環境の中でも安定して
自分の環境に慣れてほしかった。

3才頃食事がとれるようになって
きた。

4～6歳

健康の保持 人間関係の形成 心理的な安定

腫瘤を取り除く手術を行った。少し
ずつ健康状態は安定していった。

母親をはじめ家族以外を受け入
れられなかった。就学を控えて不
安だった。

4歳頃弟が誕生し、自分だけの生
活が変わり、本人の心理面が不
安定であった。

小学部

身体の動き コミュニケーション（理解） コミュニケーション（表出）

脳性まひの緊張による不随運動
で怪我をすることがあった。

相手の意図が伝わらないことが
あった。

自分の意思を伝えられるように
なったが、伝える相手の好き嫌い
があった。これからの人との関係
に不安があった。

身体の動き 人間関係の形成 コミュニケーション（表出）

静的弛緩誘導法を行うようになっ
た。

家庭内では相手に合わせるよう
になってきたが、学校などでは難
しかった。中学部では少し大人に
なった中での人間関係を築いて

表情はよくなったが、欲求が伝わ
らず感情的になることがあった。

Table4-6 Sさんの聞き取り調査まとめ

卒業後

健康の保持 人間関係の形成 コミュニケーション（表出）
身体が大きくなり、体の調子が変
わってきた。将来的にも健康に生
活してほしい。

同上
相手を尊重してコミュニケーション
が取れるようになってほしい。

高等部

社旗生活体験 人間関係の形成 コミュニケーション（表出）

社会生活を視野に入れて現場実
習やショートステイを体験するよう
になった。

上と同じように、新しい環境での
関係を築いてほしい。

相手を理解してコミュニケーション
が取れるようになってほしい。

中学部
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Ⅳ  考察  

質問紙調査より、保護者が肢体不自由のある子どもに対して持ってきたニー

ズは年齢段階により変動することが示された。結果をまとめると、年齢段階の

早い時期に高いニーズを示すものとして＜健康の保持＞＜身体の動き＞＜生活

行為＞、年齢段階の遅い時期に高いニーズを示すものとして＜人間関係の形成

＞＜社会生活体験＞＜コミュニケーション (表出 )＞、学齢期などのある年齢段

階において高いニーズを示すものとして＜学習・学力＞＜環境の把握＞、特に

年齢段階による影響がみられなかったものとして＜コミュニケーション (理解 )

＞＜心理的な安定＞に分けることができる。  

また聞き取り調査からは、保護者が持つ子どもについてのニーズが選択され

た理由やニーズの詳細が事例的に明らかになった。これらを合わせて各ニーズ

について考察を試みる。  

＜健康の保持＞は、保護者にとって早い時期に高いニーズを示す、脳性まひ

を代表とする肢体不自由児にとって避けることのできないニーズである。栄養

補給、呼吸、発作の管理など多くの難題を保護者は抱えることになる。その後、

O さんのように「健康については大丈夫と確信した」と子どもの状態によって

年代

4～6歳

選択された3つのニーズ

0～3歳

小学部

健康の保持 コミュニケーション（表出） 生活行為

小2の際に手術した血圧のコント
ロール（水分摂取など）は今も
ずっと重要。

指文字、手話の習得（家族も習
得）

食事や着替えなど生活はほぼ全
介助だった。

中学部

健康の保持 コミュニケーション（表出） 生活行為

同上
筆談の習得。教師からの助言も
あった。

寄宿舎に向けて少しずつできるこ
とを増やしてほしい。手助けから
見守りへ。

Table4-7 Yさんの聞き取り調査まとめ

卒業後

健康の保持 コミュニケーション（表出） 人間関係の形成

同上 同上
社会での仲間との関係や健常者
からの視線が気になった。健常者
の中で辛い時期もあったみたい。

高等部

健康の保持 コミュニケーション（表出） 人間関係の形成

同上
携帯電話の使用（特にメール機
能）ができるようになってほしい。

（生活行為もあるけど）寮生活に
おける友達との関係について重
視するようになった。
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ある程度、安心して過ごせることでニーズとして減少する場合もあれば、 W さ

んのように「今もずっと変わらない親の願い」のように高いニーズとしてあり

続ける場合もある。また S さんのように卒業後に将来を見据えてあらためてニ

ーズとなったことも注目される。  

＜身体の動き＞も保護者にとって早い時期に高いニーズを示した。ニーズと

しては徐々に減少傾向にあり、かつ内容も質的な変化を読み取ることができる。

O さんは 6 歳くらいまでは「いろんなことが出来るようになること」を願って

いるが、その後は「今より後退しないこと」を願うようになっていた。 W さん

も 6 歳までは新しい動作の獲得を願っているが、その後は側彎や変形が進行し

ないことを一貫して願っていた。年齢は身体の動きというニーズの内容を変化

させる要因となっていた。  

 ＜生活行為＞も保護者にとって早い時期に高いニーズを示した。障害の有無

に関わらず、幼児期は身辺自立が確立されていく時期であり、この時期に高い

ニーズを示したと考えられる。香野（ 2010）は、肢体不自由児の身辺自立度と

諸能力の関連を多変量的に検討している。その結果、自立度に高い影響を及ぼ

しているのは、自分の意志や要求を表出する力であった。＜コミュニケーショ

ン (表出 )＞が＜ 4~6 歳＞以降に高まったこととあわせて考えると、年齢進行と

ともに、本人が介助なしででできる生活行為を増やしたいというニーズから、

周囲へ意思表示をしながら介助も含めた生活行為を選択・決定していくという

ニーズに移り変わったと考えられる。  

 年齢段階の遅い時期に保護者にとって高いニーズを示した＜人間関係の形成

＞と＜社会生活体験＞は、年齢進行に伴う環境の変化とあわせて生じたニーズ

といえる。 Y さんは高等部での寄宿舎入寮や卒業後の社会での仲間関係から＜

人間関係の形成＞を重視するようになっていた。 S さんも、中学部以降それぞ

れの場での新しい人間関係の構築を求めて＜人間関係の形成＞を重視するよう

になり、あわせて「社会生活を視野に入れて」＜社会生活体験＞をあげている。

このような変化について S さんは「環境（の変化）によって願う姿も変化して

いる。もっと大切なことができたということです。」とニーズの優先順位と環境

の変化について関係を語っている。  

＜コミュニケーション (表出 )＞は、＜ 1~3 歳＞ではニーズが低かったが、そ

の後は高くはないものの一定のニーズとしてあげられていた。聞き取り調査か

らは質的な変化をみることができた。 Y さんの＜コミュニケーション (表出 )＞

は指文字、手話、筆談と表出手段が獲得されていくにつれてその内容がより高

次なものに変化している。このような発達的変化による内容の変化は W さんの

＜身体の動き＞や＜生活行為＞にもみることができる。同じニーズとしてあり

ながらも、その内容が変化しているという点では類似している。環境の変化だ
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けでなく子どもの発達的変化も保護者が持つニーズが変わっていく要因といえ

よう。  

＜学習・学力＞は、＜ 1~3 歳＞と＜卒業後＞では保護者のニーズが低かった

が、＜小学部＞でニーズが高まった。これは学校入学により、教科等の学習が

本格的に始まったことにより、保護者のニーズが学齢期に高まったものと考え

られる。  

 

Ⅴ  本章のまとめ  ～アセスメントへの示唆～  

本研究では、集団に対する質問紙調査と個人への聞き取り調査から、肢体不

自由のある子どもに対して保護者が持つニーズを調査した。その結果、年齢進

行に伴って環境の変化や発達的変化が生じ、その中でも変わらずにあり続ける

ニーズ、質的に内容が変化するニーズ、優先が変わるニーズなどを見出すこと

ができた。  

さて特別支援学校では、個別の指導計画作成にあたって「何を指導してよい

か確信が持てない」（安藤 , 2004）、「児童生徒の成長の方向性を具体的に描けな

い」（一木・安藤 , 2010）などの声が聞かれる。本研究で得られた結果が実態把

握から指導目標を導くプロセスを具体化する点において役立てることができる

と考える。  

アセスメントでは、子どもの実態を把握しただけでは、目標設定にいたるこ

とは難しい。障害のある子どもは、多くの課題や制限を持っておりすべてを扱

うことは物理的にも技術的にも現実的ではない。考えられる多くの目標の中か

ら、まずは重点となる目標を絞り込む作業を行わなければならない。その際に、

保護者の持っているニーズが絞り込みのひとつの方向性となる。保護者の持っ

ているニーズとは、子どもと日々の生活を共にするなかで捉えている実態から

導かれたものである。保護者は子どもについての専門家であり、多くの情報を

持っている存在である。保護者をはじめとする家族の持っているニーズを目標

設定に反映していくことが、適切な目標設定を助けるということにつながるだ

ろう。  
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第五章  家族が子どもに抱く心配や悩みと相談行動について   

 

Ⅰ  はじめに  

１  保護者のニーズについてのアセスメント  

発達に課題を抱える子どもへの支援はまずアセスメントから開始される。ア

セスメントにおいては、実態把握や様々な情報に関する収集などが行われるが、

そこでは保護者からの聞き取りは欠かせない。そして目標設定の段階において

は、保護者が持っているニーズについても把握される必要がある。目標の設定

には、単に実態が把握され、種々の情報が集められるだけで行えるわけはなく、

そこに保護者の願いの実現や困りの解消といったニーズがあってこそ、具体性

を持った目標となりうる。保護者のニーズを把握すること、その前提として保

護者がニーズを持てること、保護者がニーズを発すること、そしてそれを支援

者が受け取れる関係にあることは、子どもの指導支援の基盤といえるだろう。  

 

２  学齢児を持つ保護者の悩みや心配  

 学齢児を持つ保護者の抱える悩みは多岐にわたる。例えば不登校はその代表で

あり、平成 20 年度学校基本調査によれば、小学校で約 0.3%、中学校で約 3%の

児童生徒が不登校状態にあるという（文部科学省，2008）。そして不登校は、単

に学校への登校の有無だけではなく、心理的な問題や生活習慣の問題と密接に

関連している。中村ら（ 2010）の調査によれば、不登校傾向の子どもには活力

低下やイライラ感、疲労倦怠感などが高い割合で認められている。また近年、

子どもの発達障害が注目され、発達に関する悩みを抱える保護者も少なくない。

これらの問題は単一的としてではなく、複合的な問題として捉えることが求め

られている（齊藤， 2011）。  

一方では、少子化や核家族化などを背景に子育て環境は変化してきている。

そのなかで子育て不安を抱く保護者の存在や育児に関する相談相手がいないこ

とが指摘されている（荒牧他，2004）。地域における支援では、複合的な問題の

実態把握とそれへの相談体制の整備が求められてくる。  

 

３  本研究の目的  

 そこで本研究では、学齢児を持つ保護者が持っている子どもについての悩み

や心配事の内容とこれらの悩み等に関する相談実態を調査することで、保護者

の持っている相談行動を明らかにする。さらに保護者が子どもについての悩み

や心配事を相談行動につなげているのか、相談しているとすれば相手や機関は

どこであるのかといった問いについても明らかにしていく。これらを通して保

護者の抱くニーズについて考察を行う。  
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Ⅱ  方法  

１  対象   

F 圏域（静岡県東部地区にあるあわせて人口 37 万人のふたつの市を指す）に

ある小学校 8 校、中学校 6 校、小中学校の特別支援学級（以下、支援学級） 10

学級、県立特別支援学校（知肢併置校）（以下、支援学校）１校に児童生徒が在

籍する保護者 1389 名である。対象学校の選定にあたっては、F 圏域内から大規

模校と小規模校、市街地とそれ以外が含まれるよう考慮した。支援学級につい

ては、対象となった小中学校に設置されている支援学級すべてである。対象と

した児童生徒の学年は通常学級は小学校１･3･5 年と中学校 1･3 年、支援学級は

小中学校の 9 学年すべて、支援学校は小中学部の 9 学年である。  

 

２  手続き  

まず、こども部会（教育委員会、圏域内の特別支援学校、障害福祉課、児童

関連事業所などの関係団体から構成されている）の設置者である県の健康福祉

部より課長名で、ふたつの市の教育長および学校長に調査を依頼した。次に、

こども部会長名で、各学校を通じて保護者へ質問紙を配布した。回収は各学校

で行い、その回収された質問紙を集約し、分析を行った。  

 

３  調査内容  

調査内容は 7 つの分野で全 74 項目である。概要は以下の通りである。  

①  子どもの年齢と性別およびきょうだい数  

②  回答者（父親、母親、祖父母、その他）  

③  子どもについての悩みや心配事  

 生活習慣、学校・進路、友人関係、健康・医療の 4 つの領域について、選択

肢となる項目をあげ、複数可の選択を求めた。  

(1) 生活習慣：＜早寝・早起き＞＜過眠・不眠＞＜身支度・衛生＞＜食事マナ

ー・偏食＞＜服薬管理＞＜金銭管理＞＜留守番＞＜外出・買い物＞＜携帯等の

端末機の利用＞＜パソコンやゲームの利用＞＜家庭学習・宿題＞＜非行・暴力

＞＜その他＞＜特になし＞  

(2) 学校・進路：＜学習態度＞＜学力＞＜運動・体力＞＜部活動＞＜教師との

関係＞＜不登校・登校しぶり＞＜進学＞＜就職＞＜その他＞＜特になし＞  

(3) 友人関係：＜友人との付き合い方＞＜特定の友人がいない＞＜遊びの内容

＞＜いじめ＞＜その他＞＜特になし＞  

(4) 健康・医療：＜身体の病気＞＜こころの病気＞＜発達の遅れやその疑い＞

＜その他＞＜特になし＞  

④  家族に関する悩みや心配事について  
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 以下の選択肢となる項目をあげ、複数可の選択を求めた。  

＜家族の身体の病気＞＜家族のこころの病気＞＜きょうだいの問題＞＜家族間

の不和＞＜家族の介護＞＜ご家庭の経済的不安＞＜近隣との不和＞＜その他＞

＜特になし＞  

⑤  相談の有無と意思  

「子育て上の悩みや心配事を相談していますか」と尋ね、「している」を選択し

た人は次の設問へ、「していない・したいと思うがしていない」を選択した人に

はその理由を自由記述で尋ねた。  

⑥  相談相手の実態：⑤の質問で「（相談）している」と選択した人に以下の選

択肢から、その相談先を複数可で選択を求めた。  

相談相手・機関：＜祖父母等の親族＞＜友人・知人＞＜子育てサークル等＞＜

学校の先生＞＜民生委員・児童委員＞＜かかりつけの病院等＞＜子育て支援施

設＞＜ファミリーサポートセンター＞＜家庭児童相談所＞＜子育て担当以外の

市役所窓口＞＜児童相談所＞＜福祉施設・福祉相談支援事業所＞＜女性相談・

男性相談＞＜その他＞  

⑦  最後に子育ての環境や支援に関しての意見を書くための自由記述の項目を

設けた。  

 

４  調査期間  

 小中学校と支援学級は 2014 年 8 月下旬から 10 月上旬、支援学校は 2015 年 1

月に実施した。  

 

Ⅲ  結果  

質問紙の総配布数は 1456 枚、回答数は 1389 枚（回収率 95.4%）であった。

回答者の子どもの学年一覧を Table5-1 に示す。また回答者の内訳は、父親が

82 名、母親が 1276 名、祖父母を含むその他が 31 名であった。  

 

 

１  子どもについての悩みや心配事  

 小学校、中学校、支援学級、支援学校の 4 つのグループについて、 4 つの領

域ごとに選択の多かった項目をまとめる。（）内の数字は各グループにおいて選

択した人数の割合である。また 4 つの領域ごとに小中学校、特別支援学級、特

小中学校
小1 215 小学校 71
小3 204 中学校 21

小5 227
中1 222 小学部 140
中3 219 中学部 70

支援学級

支援学校

Table5-1　回答者数
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別支援学校での選択数をまとめた（ Table5-2～ 5）。  

小学校の生活習慣では、 1 位は＜家庭学習・宿題＞で 263 名 (41%)、 2 位は＜

パソコンやゲームの利用＞で 211 名 (33%)、 3 位は＜食事マナー・偏食＞で 177

名 (27%)、 4 位は＜早寝・早起き＞＜身支度・衛生＞で 134 名 (21%)であった。  

小学校の学校・進路では、 1 位は＜学力＞で 290 名 (45%)、 2 位は＜運動・体

力＞で 135 名 (21%)、 3 位は＜学習態度＞で 128 名 (20%)、 4 位は＜進学＞で 49

名 (8%)であった。  

小学校の友人関係では、 1 位は＜友人との付き合い方＞で 242 名 (37%)、 2 位

は＜特定の友人がいない＞で 57 名 (9%)、 3 位は＜遊びの内容＞で 50 名 (8%)で

あった。＜特になし＞が約半数の 338 名 (52%)いた。  

小学校の健康・医療では、 1 位は＜発達の遅れやその疑い＞で 53 名 (8%)、 2

位は＜身体の病気＞で 46 名 (7%)、 3 位は＜その他＞で 12 名 (2%)である。＜特

になし＞が 498 名 (77%)であった。  

中学校の生活習慣では、 1 位は＜家庭学習・宿題＞で 208 名 (47%)、 2 位は＜

パソコンやゲームの利用＞で 138 名 (32%)、第 3 位は＜携帯等の端末機の利用＞

で 121 名 (27%)、 4 位は＜早寝・早起き＞で 84 名 (19%)、 5 位は＜食事マナー・

偏食＞で 50 名 (11%)であった。  

中学校の学校・進路では、 1 位は＜学力＞で 226 名 (51%)、 2 位は＜進学＞で

149 名 (34%)、3 位は＜学習態度＞で 72 名 (16%)、4 位は＜運動・体力＞で 42 名

(10%)であった。  

中学校の友人関係では、 1 位は＜友人との付き合い方＞で 122 名 (28%)、 2 位

は＜遊びの内容＞で 27 名 (6%)、 3 位は＜いじめ＞で 26 名 (6%)であった。＜特

になし＞が 272 名 (62%)いた。  

中学校の健康・医療では、＜身体の病気＞と＜心の病気＞がそれぞれ 33 名

(7%)、＜発達の遅れやその疑い＞が 9 名 (2%)であり、＜特になし＞が 346 名 (78%)

であった。  

支援学級の生活習慣では、1 位は＜家庭学習・宿題＞で 41 名 (45%)、2 位は＜

身支度・衛生＞で 39 名 (42%)、3 位は＜早寝・早起き＞で 27 名 (29%)、4 位は＜

パソコンやゲームの利用＞で 25 名 (27%)、5 位は＜食事マナー・偏食＞で 24 名

(26%)であった。  

支援学級の学校・進路では、1 位は＜学力＞で 54 名 (59%)、2 位は＜運動・体

力＞と＜就職＞が同数で 33 名 (36%)、4 位は＜進学＞で 29 名 (32%)、5 位は＜学

習態度＞で 21 名 (23%)であった。  

支援学級の友人関係では、 1 位は＜友人との付き合い方＞で 48 名 (52%)、 2

位は＜特定の友人がいない＞で 33 名 (36%)、3 位は＜遊びの内容＞で 17 名 (18%)

であった。  
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支援学級の健康・医療では、1 位は＜発達の遅れやその疑い＞で 53 名 (58%)、2

位は＜身体の病気＞で 17 名 (18%)、 3 位は＜こころの病気＞で 8 名 (9%)であっ

た。   

支援学校の生活習慣では、 1 位は＜身支度・衛生＞で 134 名 (64%)、 2 位は＜

外出・買い物＞で 105 名 (50%)、3 位は＜食事マナー・偏食＞で 102 名 (49%)、4

位は＜金銭管理＞で 67 名 (32%)、 5 位は＜留守番＞で 55 名 (26%)であった。  

支援学校の学校・進路では、 1 位は＜就職＞で 119 名 (57%)、 2 位は＜学力＞

で 70 名 (33%)、 3 位は＜運動・体力＞で 59 名 (28%)、 4 位は＜学習態度＞で 39

名 (19%)、 5 位は＜進学＞で 34 名 (16%)であった。  

支援学校の友人関係では、 1 位は＜特定の友人がいない＞で 83 名 (38%)、 2

位は＜友人との付き合い方＞で 68 名 (32%)、3 位は＜遊びの内容＞で 42 名 (20%)

であった。  

支援学校の健康・医療では、1 位は＜発達の遅れやその疑い＞で 102 名 (49%)、

2 位は＜身体の病気＞で 75 名 (36%)、3 位は＜その他＞で 44 名 (21%)、4 位は＜

心の病気＞で 22 名（ 10%）であった。  

 

 

 

 

  

早寝・早起き 身支度・衛生
食事マナー・

偏食

携帯等の端

末機の利用

パソコンや

ゲームの利

用

家庭学習・宿

題

小学校 134 134 177 44 211 263

中学校 84 44 50 121 138 208

支援学級 27 39 24 12 25 41

支援学校 44 134 102 18 43 26

Table5-2 生活習慣における悩みや心配の選択数

友人との付

き合い方

特定の友人

がいない
遊びの内容 いじめ 特になし

小学校 242 57 50 34 338

中学校 122 22 27 26 272

支援学校 68 83 42 8 123

支援学級 48 33 17 8 30

Table5-3 友人関係における悩みや心配の選択数

学習態度 学力 運動・体力 進学 就職

小学校 128 290 135 49 20

中学校 72 226 42 149 10

支援学校 39 70 59 34 119

支援学級 21 54 33 29 33

Table5-3 学校進路における悩みや心配の選択数

身体の病気 こころの病気
発達の遅れ

やその疑い
特になし

小学校 46 29 53 498

中学校 33 33 9 346

支援学校 75 22 102 89

支援学級 17 8 53 39

Table5-4 健康・医療における悩みや心配の選択数
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２  家族に関する悩みや心配事  

 家族に関する悩みや心配事について各学年と、支援学級、支援学校ごとに平

均回答数を Fig.5-1 に示す。全体の傾向としては、特になしが最も多く、次に

経済的不安が悩みとしては多かった。支援学級において家族の心身の病気や経

済的不安が多く、支援学校、支援学級ともきょうだいのことの回答が多かった。

 

 

３  相談の実態  

 相談の有無と意思について各学年と、支援学級、支援学校ごとに回答割合を

Fig5-2 に示す。それぞれの対象において「（相談）している」が 80%程度であっ

た。また「（相談）したいと思うがしていない」がそれぞれに 10%程度あった。 

 

４  相談相手の実態  

「（相談）している」と選択した人の相談相手について、各学年と、支援学級、

支援学校ごとに平均回答数を Fig.5-3 に示す。相談相手としては、祖父母な

どの親族と友人知人がいずれも多い傾向にあった。支援学級と支援学校におい

ては、学校の先生や医療機関も相談相手として多く回答される傾向にあった。  

 

５  子どもについての悩みや心配事の多い保護者の相談実態  

子どもについての悩みや心配事の多い保護者の相談実態を明らかにするため

に、子どもに関する悩みの数の多い上位 1/4 の回答者 (以下、High 群 )とそれ以

外の回答者（以下、その他群）に分け、相談実態＜相談している＞＜相談した

いと思っているがしていない＞＜相談していない＞について、各学校種でカイ

二乗検定による群間比較を行った（ Table5-2）。  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

平均回答数 

Fig.5-1 家族に関する悩みや心配事 

小1 

小3 

小5 

中1 

中3 

特別支援学級 

特別支援学校 
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小学校においては相談実態に群間で有意差はみられなかった。中学校におい

ては、High 群はその他に較べて＜相談している＞と回答した者が有意に少なく、

＜相談したいと思っているがしていない＞が有意に多かった。支援学級におい

ては、＜相談している＞と＜相談していない＞には有意差はなく、High 群はそ

の他に較べて＜相談したいと思っているがしていない＞が有意に多かった。支

援学校においては、＜相談している＞と＜相談したいと思っているがしていな

い＞には有意差はなく、High 群はその他に較べて＜相談していない＞が有意に

少なかった。  

子どもについて悩みを多く抱えていることが、相談実態に反映されていると

はいえない結果となった。とりわけ中学校においてその傾向が顕著であった。

中学校と支援学級においては High 群において＜相談したいと思っているがし

ていない＞も多い結果となった。

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Fig.5-2 相談の実態 

していない 

したいと思うが
していない 

している 



 

76 

 

６  子どもの発達の遅れを選択した保護者の相談実態  

発達の遅れを選択した保護者の相談実態を明らかにするために、小中学校の

保護者で＜発達の遅れやその疑い＞を選択した回答者（以下、あり群）と選択

していない回答者（以下、なし群）に分け、相談ニーズの＜相談している＞＜

相談したいと思っているがしていない＞＜相談していない＞について、各校種

でカイ二乗検定による群間比較を行った（ Table5-3）。  

小学校においては相談実態に群間で有意差はみられなかった。中学校におい

ては、High 群はその他に較べて＜相談したいと思っているがしていない＞が有

意に多かった。  

この結果より、発達の遅れやその疑いを選択した保護者が、相談していない

実態が明らかになった。小学校ではあり群で＜相談していない＞と回答した保

護者もいた。  

 

 

 

 

 

 

 

Table5-6  悩みの多い保護者の相談実態  
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Fig.5-3 相談相手の実態 
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相談している  

相談したいと思う

がしていない  
相談していない  

小学校  
   

high 群  175 19 17 

その他群  346 28 52 

中学校  
   

high 群     91 ▽     25 ▲  18 

その他群     243 ▲     7 ▽  39 

支援学級   
  

high 群  20    9 ▲  0 

その他群  57    10 ▽  7 

支援学校  
   

high 群  65 9    1 ▽  

その他群  160 18    22 ▲  

 

Table5-7  発達の遅れを選択した保護者の相談実態  

 
相談している  

相談したいと思うが

していない  
相談していない  

小学校  
   

あり群  44 6 2 

なし群  476 41 67 

中学校  
   

あり群  6 3 ▲  0 

なし群  327 29 ▽  57 

 

７  子どもについての悩みや心配事の多い保護者の特徴  

 子どもについての悩みや心配事の多い保護者の特徴を明らかにするために、

＜子どもについての悩みや心配事＞の回答数と＜家族に関する悩みや心配事＞

の回答数を用いて、小学校、中学校、支援学級、支援学校それぞれについて 2

変数間の相関係数を求めた。その結果、それぞれ .311. 327 .262 .354 とな

り、いずれも 1%水準で有意であった。つまり子どもについての悩みや心配事の

数と家族に関する悩みの数が正の相関関係を示す結果となった。  
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８ 相談していない保護者の自由記述 

 相談の有無の質問において「していない・したいと思うがしていない」を選択した人に

その理由を自由記述で求めた。自由記述には「相手がいない」「どこに相談すればよいか分

からない」「誰が信用できるか分からない」といった相談相手、機関の不在や分からなさに

関する記述と、「暇がない」「時間が取れない」「他にもやることがある」といった時間的な

難しさや多忙さに関する記述が多くみられた。 

 

Ⅳ 考察 

１ 保護者の抱える悩みや心配事について 

 本調査より小中学校および支援学級、支援学校に在籍する学齢児を持つ保護者が抱える

悩みがどこにあるのかが明らかになった。 

まず小学校と中学校で比較しながら特徴をまとめる。小学校でも中学校でも、＜家庭学

習・宿題＞や＜学力＞といった学習に関する悩みが上位にあった。中学校ではそこに＜進

学＞が加わり、やはり学習面に関する意識が高いことが伺われた。また友人関係で、中学

校に入ると＜いじめ＞が加わってきた点が特徴的であった。＜発達の遅れやその疑い＞は

小学校では 8%、中学校では 2%であった。文部科学省による小中学校を対象にした調査（2012）

によれば、通常学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒の推定値が小学校よりも

中学校において数値が減少する結果を示している。文部科学省の調査は教員が回答し、本

調査では保護者が回答しているが、数値の推移傾向としては同様の結果となった。一方、

＜心の病気＞については中学校において、7%とやや上昇傾向となっている。傳田ら（2004）

によれば、小中学生の抑うつ傾向が中学 1年から上昇することを指摘している。本調査の

結果からも、保護者が中学校に入った時期から、心理的な不調について悩みを抱えること

が増えてくることが伺われる。 

支援学級について小中学校と比較すると、まず全体的に悩みや心配として選択した項目

が多くみられる傾向にあった。それは生活習慣、学校・進路、友人関係、健康・医療のす

べての領域にわたっていた。生活領域では、＜身支度・衛生＞や＜早寝・早起き＞＜食事

マナー・偏食＞が特に支援学級に多い傾向にあった。学校・進路では＜学力＞に加え、＜

運動・体力＞＜就職＞＜進学＞も高い傾向にあった。特に、中学卒業段階で進路の選択肢

が限られている支援学級の生徒にとっては、＜就職＞と＜進学＞が心配事としてあげられ

たと考えることができる。また友人関係において＜特定の友人がいない＞も上位にあげら

れており、少人数クラスであることや、部活等の制限があることなどが関係していると考

えられる。 

支援学校においては、やはり小中学校と比較すると選択された項目そのものが多い傾向

にあった。それは支援学級の保護者と同様に生活習慣、学校・進路、友人関係、健康・医

療のすべての領域にわたっていた。生活習慣では、＜金銭管理＞と＜留守番＞が支援学校

に特徴的な回答であった。学校・進路では＜就職＞がもっとも多く選択されていた。今回



 

79 

 

の調査では、高等部の生徒を持つ保護者を対象としていないが、高等部卒業後の生活を見

据えた選択と考えることができる。小中学部の子どもをもつ保護者にとっても、卒業後の

生活を思い描くことは容易ではなく、結果に反映されたものと考える。友人関係では＜特

定の友人がいない＞が上位にあり、社会的な関係の少なさがうかがわれる。 

 

２ 相談実態について 

 図２より、約 8割の保護者は悩みや心配事について相談をしていた。また図 3より、そ

の相談相手は祖父母などの親族と友人知人が多数であり、支援学級と支援学校においては、

学校の先生や医療機関も相談相手となっていた。上村（2010）は、大学の相談室を利用し

た発達障害のある幼児児童生徒を持つ保護者に、望む相談体制について面接調査を行って

いる。そこでも保護者が子どもの学校生活に悩んだときの相談相手としては、家族と親戚

が最も多かった。また高橋（2010）は発達障害児の母親へ、地域支援の課題を明らかにす

る目的でアンケート調査を実施している。そこでも母親が悩んでいるときにもっとも支え

になったのは家族であり、家族以外では同じ立場の母親と回答されている。本調査の結果

も同様であり、保護者が悩みや心配事を抱えたとき、相談相手としては家族、親族と友人

知人が一次的に選ばれるといえる。一方、高倉・山田（2007）の調査では、「頼りになった

相談先はどこですか」という問い方で、幼児期の保護者に調査を行っている。そこでの結

果は医療機関や療育機関が、友人・知人よりも多く回答されている。つまり一次的な相談

相手としては家族や友人が選択されているが、悩みや心配事が深刻な場合にはやはり専門

機関等が一定の役割を果たしているのかもしれない。 

 また子どもについての悩みや心配事の多い保護者が、より相談をしているという結果で

はなかった。子どもについて悩みがあることが、そのまま相談行動に反映する訳ではない

ことは注目すべき結果である。また子どもの発達の遅れやその疑いを選択した保護者が、

必ずしも相談していない実態も明らかになった。子どもの発達の遅れに関しては、学校の

先生、医療機関、福祉関係、児童相談関係とその相談や対応の窓口は各地域に整えられえ

ている。しかし高橋（2010）の調査からも、発達障害児の保護者は、発達の課題を発見さ

れた後に、家族の理解というプロセスを経て、複数の相談機関とつながることになる。い

わば相談の入口の敷居は高く、ここを超えることが課題といえる。子どもについての悩み

や心配事を抱えている保護者、とりわけ発達の遅れに悩みを持っている保護者をいかに相

談につなげていくかは重要な課題である。 

 

Ⅴ 本章のまとめ ～アセスメントへの示唆～ 

 障害のある子どもはもちろん、定型発達といわれる子どもにおいても保護者は様々な悩

みや心配を抱えている。子どもに障害や発達の遅れがある場合、その悩みや心配事はさら

に多様で複雑化することがある。このような子どもへの指導支援を進めていこうとすると

きに、保護者との協働、連携が必要なことはいうまでもない。この協働や連携は、指導支
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援のスタートにあるアセスメントにおいても当然必要となる。 

 しかし本研究の結果から示唆されたのは、子どもについて心配や悩みを抱えている保護

者が、必ずしも相談行動に直結していないという事実である。ここから相談関係や支援関

係を構築するところに難しさを抱えている家族の存在が明らかになった。子どもについて

の悩みや心配事がある保護者は、能動的に相談行動を起こす、すなわちアセスメントを含

めた専門家との協働的な子育てを行えるだろうという前提を、全ての家族に当てはめるこ

とはできない。あるいは悩みや心配事に圧倒され、それを解消したいと願うといった心の

働き、すなわちニーズになっていないのかもしれない。 

 このような示唆を前提にすれば、アセスメントの段階に求められるのは、保護者との協

働・連携の関係づくりであり、保護者のニーズの引き出しやニーズとして形を作ることで

ある。「相談したくてもできない」「どこに相談してよいか分からない」「どこから相談して

よいのか分からない」といった相談行動の難しさを抱える保護者に対して、支援を要請し

てよいこと、相談行動が家族の利益につながることなどを伝えていくことが必要であろう。

あるいは子どもについての悩みや心配事を共有しながら、それが具体的な解決・獲得目標

になりうることを伝え、それを実現していく道のりを一緒に考えることで、悩みや心配事

が家族のニーズとなっていく。相談者や支援者には、子どものことだけを切り取ってみる

のではなく、家族全体の機能性に着目する視点が求められる。相談ニーズを持ち、それに

取り組もうとする家族を支援することとなる。家族をひとつの有機体として捉え、ときに

はソーシャルワーク的な役割も加えながら、家族の働きを支援することが求められるだろ

う。 

 また三田村（2011）は発達障害児の保護者と教師の間の相談や依頼といったコミュニケ

ーションについて、実態調査を行っている。その結果、保護者と教師はそれぞれ機会の増

加と質の向上を期待しているが、一方ではコミュニケーションに困難を感じ、「言いたいこ

とを言えない」経験を持っていた。本調査の対象となった保護者も、どこかの時期や機関

で、教師や保育士、保健師、心理士などに相談した経験を持っているかもしれないが、そ

こで相談することの困難さもあわせて経験しているのかもしれない。自由記述には「相手

がいない」「どこに相談すればよいか分からない」「誰が信用できるか分からない」といっ

た相談相手、機関の不在や分からなさに関する記述もみられた。相談を受ける側、保護者

のニーズを聞きとる側には、その一回の相談の場を有効に機能させ、継続させていくコミ

ュニケーションのスキルの向上が求められるだろう。これも有効なアセスメントにおいて

欠かせないといえる。 
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第六章 家族の持つ家庭での動作法の取り組みに関するニーズ 

 

Ⅰ はじめに  

 第四章、第五章では家族の持つニーズに焦点を当ててきた。本章では、家庭で動作法を

実施している保護者を対象に、家庭療育の実際の状況や、家庭で療育を行う際に抱くニー

ズについて調査を行う。これにより、近年より求められるようになってきた家庭と専門家

の連携のあり方について検討する。 

 

１ 保護者の家庭での取り組みをアセスメントする 

 障害のある子どもへの支援では、アセスメントの段階においても保護者との連携は欠か

せない。その必要性は以下の 3つから整理できる。まずひとつは子どもについての情報源

としての保護者である。子どもについてもっと多くの情報を持っているのは家族であり、

アセスメントにおいて必要な情報を得るために家族との会話、聞き取りは欠かせない。次

には、指導支援の目標を設定しく際に、保護者の持つニーズを考慮に入れる必要がある。

目標設定は、実態や情報から機械的に導かれるのではなく、そこに家族の願いや希望、困

り、意思決定、家族成員の生き方といったニーズが組み込まれることで、具体的な生活に

生きるものとなる。最後は、家族は療育を共に行うパートナーや子どもの学びを助けるテ

ィーチャーの役割を持てるということである。子どもへの育ちにおける家庭の占める位置、

役割を考えたときに、そこでの豊かさや質を高めることがいかに重要であるかは自明であ

る。 

 家族との連携した子どもの支援を前提としたときには、家族が子どもにどのように関わ

り、何を提供しようとしているのかを把握することが求められる。 

 

２ 心理リハビリテイションの家庭での取り組み 

心理リハビリテイションの活動は、月例会などの定期開催による定例会やキャンプなど

の集団集中訓練の形態で実施されていることが多い（堀江，2001）。ほとんどの場合、参加

者はトレーナー（以下、Tr.）とスーパーバイザー（以下、SV）、トレーニー（以下、Tee.）、

そして保護者で構成される。そのなかで保護者には、ふたつのニーズがあると思われる。

ひとつは自分の子どもが Tee.として訓練を受けることであり、もうひとつは自身の日常的

な子どもへの関わりについて学ぶことである。後者については、キャンプをはじめとする

心理リハビリテイションの活動では、当初から、母親指導や親子訓練のプログラムを組ん

だり、保護者と Tr.や SVがミーティングその他の時間で相談や情報交換ができる機会を設

けたりするなど、保護者のニーズに応えるべく展開してきた（中村，1987）。定例会やキャ

ンプの実施主体が保護者会である場合も少なくなく、保護者が自ら、子どもが訓練を受け
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る場と、子どもへの訓練を学ぶ機会を生み出しているといえる。 

このように心理リハビリテイションの活動は Tr.や SVといわれる援助者と訓練を受ける

当事者である Tee.とその保護者が、それぞれに役割を持ちながら、お互いのニーズに応え

るように企画されているところに特徴があるといえる。米川（2003）は心理リハビリテイ

ションキャンプにおける保護者が抱く指導者への期待について、キャンプに参加者してい

る保護者を対象に調査を行っている。保護者は、不安や信頼感などの感情とともに、Tr.

に対しては「共に訓練を行う者」、SV に対しては「訓練のパースペクティブを与える者」

としての役割を期待していることを明らかにしている。心理リハビリテイションでは、訓

練を実施する場面としてキャンプや月例会だけでなく家庭での実施も想定して企画してい

るが、家庭における訓練実施の実態やその取り組みに対する Tr.と SVの役割については十

分に把握しているとはいいがたい。 

 

３ 本調査の目的 

そこで本調査では、保護者の家庭での取り組みを対象として、その実施状況を明らかに

する。加えて、家庭での実施を支えるための Tr.や SVに求められる役割について検討する。 

 

Ⅱ 方法 

１ アンケート内容 

アンケート内容は以下の３つに区分される。 

（１）Tee.のプロフィール 

（２）家庭における訓練の実施状況やねらいについて 

（３）専門家（SVや Tr.）に求める訓練のアドバイスについて 

Tee.のプロフィールについては、香野（2010）を参考に、年齢、性別の他、「移動レベル」

「コミュニケーションレベル（表出と理解）」「姿勢レベル」について選択回答する設問と

した。 

家庭における訓練の実施状況やねらいについては、「訓練内容」「訓練時間の長さ、時間

帯、頻度」「実施者」「訓練のねらい」「家庭で実施可能な訓練」の項目を設定した。訓練の

ねらいについては＜身体面＞＜生活面＞＜その他＞の３つの側面に分けて質問した。回答

はすべて自由記述とした。 

専門家に求める訓練のアドバイスについては、「ア、日常生活の介助や関わりについての

アドバイスが欲しい」「イ、訓練課題やそのやり方のアドバイスが欲しい」「ウ、訓練課題

のねらいや目的の説明が欲しい」「エ、子どもの実態の理解の仕方について教えて欲しい」

「オ、アドバイスよりも実際に訓練する時間を多くとって欲しい」の５つの選択肢を提示

し、特に重要なものと次に重要なものについて回答を求めた。さらに具体的な内容につい

ては、自由記述での回答を求めた。 

  



 

83 

 

２ アンケート協力者 

 某県内で実施されている動作法訓練会に参加している Tee.の保護者 37 名である。参加

者の多くは肢体不自由特別支援学校に在籍している児童生徒とその卒業生である。動作法

訓練会に参加している Tee.の主たる訓練目標は動作不自由の改善である。障害種としては、

脳性まひその他の脳性疾患、ダウン症、重複障害などであり、自閉性障害や ADHD の診断の

みを有している Tee.はいない。 

 

３ 手続き 

平成 X年 10月～12月までに某県内で開催された動作法訓練会に参加した Tee.の保護者

にアンケートを配布し、記入後、郵送にて返送してもらった。 

 

４ 分析方法  

選択肢による回答については回答数を集計した。自由記述についてはＫＪ法を用いて、

それぞれの記述内容から類似の記述をカテゴリー化し、カテゴリー毎に回答数を集計した。

KJ法の実施にあたっては、第一筆者と研究内容に精通していない大学生 1名の計 2名によ

って話し合いながら分類を行った。 

 

Ⅲ 結果  

 回答のあったアンケート 37 名分を分析対象とした。回収率は 82％（37 名回収/45 名配

布）であった。 

１ Tee.のプロフィールについて 

 Tee.のプロフィールについて Table6-1 に示す。Tee.の平均年齢は 13.4 歳（4～38 歳、

SD=7.9）であった。動作レベルでは自力歩行が可能な Tee.や、コミュニケーションでは日

常会話が可能な Tee.もいた。一方、姿勢保持や意思疎通が困難である重度の Tee.も含まれ

ていた。障害の程度という点でいえば、比較的バラツキのある集団といえる。 
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２ 家庭における訓練の実施状況やねらいについて 

 結果を Table8-2及び Fig.6-1~4に示す。 

 訓練内容では、「リラクセーション課題」が最も多くあげられ、全回答の約半数を占めた。

自由記述では「身体の部位をゆるめるやほぐす」「リラックスする」「かたくならないよう

にする」と表現されていた。座位課題や膝立ち課題も一定程度、家庭での訓練内容に取り

入れられていた（Fig.6-1）。 

 訓練時間の時間帯では、「入浴後～就寝前」の回答が 11名で最も多く、ついで夕食の前

後（計 10名）であった。日中の活動を終えて帰宅したあとの時間帯が訓練時間となってい

た。また「生活全般」という回答も 9名と多く、具体的には着替えや移動のときなどがあ

げられていた（Fig.6-2）。 

 訓練時間の長さでは、「5分以上 15分未満（10分程度）」の回答が 23名と最も多かった。

回答者の 6割以上が、この回答であった（Fig.6-3）。 

 訓練の実施頻度では、「週 2日以上 5日未満」が 13名と最も多く、ついで「毎日実施」

が 11名であった。ほとんどの保護者が週に複数回の訓練を行っていた（Fig.6-4）。 

男 24

女 13

自立歩行ができる 5

手すりや介助者の支えを利用して歩行できる 7

かなり介助して数歩の歩行ができる 2

車いすを使って自力で移動できる 5

車いすを使って他力で移動する 18

一般的な日常会話ができる 4

簡単な日常会話ができる 4

欲求を伝えることができる 9

「はい」「いいえ」での返事ができる 5

笑う、泣くなどで快、不快が表現できる 15

日常会話に参加できるほどの理解力 5

相手の話していることはほとんど理解できる 7

簡単な指示の理解ができる 11

ジェスチャーや実物など視覚的な情報理解ができる 4

ほぼ理解できない 10

自力で体幹の保持ができる 11

姿勢の歪みはあるが保持できる 10

背もたれなどの補助具が必要 8

首を保つことはできる 3

ほとんど姿勢保持できない 5

※数値は人数

Table6-1　 Tee.のプロフィールについて

性別

Tee.の移動

レベル

Tee. の コ

ミュニケー

ションレベ

ル（表出）

Tee. の コ

ミュニケー

ションレベ

ル（理解）

Tee.の姿勢

レベル
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41

18

8 11
5 3

Fig.6-1 訓練内容

3
4

5 5

11
9

Fig.6-2 訓練実施時間帯

4

23

8

1 1

Fig.6-3 訓練時間



 

86 

 

 

 

 訓練の実施者では、母親が 28 名で 7割以上ではあったが、父親や両親という回答もみら

れた。 

 身体面における訓練のねらいでは、「身体の緊張緩和」が全回答中 3割程度で最も多く、

自由記述では「肩の緊張をゆるめる」「股関節が開きやすくなる」などがあげられていた。

ついで「身体運動機能の保持・安定」や「身体変形や二次障害の防止」といった状態維持

をねらいとする回答と、「出来ることを増やす」や「身体可動域の拡大」といった機能向上

をねらいとする回答がみられた。 

 生活面における訓練のねらいでは「生活自立・生活介助の改善」が全体の 6割で最も多

かった。自由記述では「着替えやおむつ替えがしやすいように」「食事の時にスプーンを持

てるように」であった。ついで「精神的な安定」が多く、自由記述では「本人が楽しく暮

らすために」「気持ちのコントロールができるように」であった。 

 その他の訓練のねらいでは、「親子のコミュニケーション」という回答が多くみられ、「親

子のふれあい」「親子が向き合う」などの自由記述があった。 

家庭で実施可能な訓練では、「短時間でできる訓練」「身体の緊張を緩和する訓練」「技法

が簡単な訓練」などの回答が多かった。具体的には「母親一人で簡単にできる訓練を教え

てほしい」「短時間で身体が緩む課題」などであった。「こどもが進んで取り組める訓練」

や「親子で楽しんでできる課題が知りたい」などの回答もあった。 

5

13

5

11

3

Fig.6-4 実施頻度
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３ 専門家に求める訓練のアドバイスについて 

 この質問では＜特に重要＞と＜次に重要＞という質問で重要度の高い２つを選択しても

らった（Table6-3）。その結果、いずれにおいても「訓練課題やそのやり方のアドバイスが

欲しい」が最も多く、「訓練課題のねらいや目的の説明が欲しい」と「日常生活の介助や関

わりについてのアドバイスが欲しい」が続いた。一方、「アドバイスよりも実際に訓練をす

る時間を多く取って欲しい」の回答数はあまり多くなかった。 

 

４ Tee.のプロフィールと他の質問項目の回答との関係について 

 Tee.のプロフィールより、「年齢」や「移動」「姿勢」「コミュニケーション（表出と理解）」

のレベルと、質問項目への回答との関係を分析した。例えば、年齢や移動や姿勢に代表さ

母親 28

父親 3

両親 3

その他 3

身体の緊張緩和 22

身体運動機能の保持・安定 13

身体可動域の拡大 8

身体変形や二次障害の防止 9

出来ることを増やす 11

その他 2

生活自立・生活介助の改善 17

精神的な安定 11

粗大運動の改善 6

微細運動の改善 5

視野の拡大 3

その他 3

親子のコミュニケーション 11

他者とのコミュニケーション 4

自己コントロール 2

状態の維持 2

その他 3

短時間で出来る訓練 15

技法が簡単な訓練 11

身体の緊張を緩和する訓練 13

場所を選ばない訓練 5

子どもが進んで取り組める訓練 8

親も楽しんで出来る訓練 4

体力的負担にならない訓練 4

その他 5

※数値は記述数

Table6-2  家庭における訓練の実施状況やねらいについて

実施者

訓練のねらい（身

体面）

訓練のねらい（生

活面）

訓練のねらい (その

他)

家庭で実施可能な

訓練
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れる身体運動の状態が訓練の時間や頻度に一定の傾向を生じさせるのではないかと考えた

が、結果から特に顕著な傾向は見いだせなかった。身体運動の状態と訓練のねらいなどに

おいても同様であった。 

 

 

Ⅳ 考察 

１ 家庭での取り組みの実態 

 この調査では、肢体不自由のある Tee.の保護者を対象に、家庭での動作訓練への取り組

みの実態についてアンケートで回答を求めた。比較的多かった回答からまとめると、週に

5 日ぐらい、夕食後や就寝前に、母親が 15 分程度、緊張をゆるめることをねらいとして、

リラクセーション課題を中心に親子訓練に取り組んでいるのが一般的な実態としてイメー

ジできる。 

まずほとんどの保護者が家庭で訓練を実施している実態を確認できたことは重要である。

訓練会やキャンプにおいて保護者指導や保護者研修の時間を設けてきた心理リハビリテイ

ションの運営形態が一定の機能を果たしてきたと評価することができる。 

実施時間については 15分程度が多かった。訓練会やキャンプの訓練時間と比較すると短

い印象があるが、家庭で、母親が、夕食後や就寝前に行うという条件ではこのぐらいの長

さとなるのだと考えられる。一方では、ほとんどの親子が週に複数回取り組んでおり、時

間としては短いが頻繁に行っている実態がうかがわれた。 

課題内容としてはリラクセーション課題が多く、訓練のねらいとしても緊張の緩和や身

体機能の維持、身体の緊張予防があげられていた。動作課題をリラクセーションと動作獲

得とふたつに分けると、動作獲得をねらいとした課題の実施割合は相対的に低いようであ

った。親子での取り組みやすさや短時間で訓練を行う場合の優先順位などを理由として、

保護者はリラクセーション課題を選択していると考えられる。 

 

２ アセスメントへの示唆 

本研究の結果から家庭での訓練を意識した、アセスメントのあり方について考えてみた

い。 

本調査から、保護者は家庭でも自分で訓練するという意識が高く、そのモチベーション

を維持していることもうかがわれた。保護者は家庭での訓練を行うための課題ややり方に

特に重要 次に重要 計

日常生活の介助や関わりについてのアドバイスが欲しい 6 7 13

訓練課題やそのやり方のアドバイスが欲しい 15 12 27

訓練課題のねらいや目的の説明が欲しい 9 5 14

子どもの実態の理解の仕方について教えて欲しい 3 4 7

アドバイスよりも実際に訓練する時間を多くとって欲しい 4 2 6

Table6-3  専門家に求める訓練のアドバイスについて

※数値は人数
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ついてアドバイスを求めていることが明らかになった。また家庭では、各親子でねらいを

定め、親子でできる課題に取り組んでいることが明らかになった。 

指導者には、これらを踏まえたうえでのアセスメントにおける課題の選択が求められる。

つまり Tee.の訓練課題だけでなく、家庭での親子での取り組みの実態を把握し、訓練課題

を選択、提案しなくてはならない。例えば、訓練会やキャンプで Tr.と SVが Tee.と取り組

んだ課題をそのまま家庭で実施することは、難易度が高すぎて家庭では安心して取り組む

ことが難しい場合がある。あるいは時間や場所の実態に合わない場合も考えられる。 

アセスメントの段階で、家庭での取り組み状況を情報として把握し、家庭で取り組み可

能な目標と具体的な課題を設定、選択していく視点が求められると考える。 
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第七章 脳性マヒ者への動作法適用 

 

Ⅰ はじめに 

 第七章と第八章では動作法の実践におけるアセスメントについて検討する。第七章では、

主に肢体不自由の改善を目指した脳性まひ者への事例を通して、動作法におけるアセスメ

ントの特徴について検討する。第八章では、動作法を用いたコミュニケーションの改善や

やり取りの中で課題に取り組むことを目指した重度知的障害児への動作法を通して、動作

法におけるアセスメントの特徴について検討を行う。 

 

１ 脳性マヒ者への動作訓練におけるアセスメント 

 動作法における実態把握は、対象者の‘動作’に関わる側面と動作課題を遂行・成立さ

せるために関連するコミュニケーションや共同注意といった関連する側面、そして対象者

の生活状況や成育歴や願いなどの諸情報に関する側面などに向けられる。このうち動作に

関わる側面には、身体の動きとしてあらわれている身体運動の側面と、その動作実現のた

めに行われた心理的活動の側面が含まれている。この動作の把握が動作法におけるアセス

メントの主軸となる。基本的には動作の実態把握をもとに、①動作改善、②動作と関連す

る行動や発達目標の改善、達成、③動作改善による生活状況の改善といった水準で目標が

設定され、必要な動作課題が選択されることとなる。 

 

２ 大人のトレーニーにとってのアセスメント 

ここ数年にわたって心理リハビリテイションのキャンプや月例会に大人のトレーニーの

参加が増えている。これまで動作訓練を受けてきたトレーニーが年齢を重ねてきたことに

加えて、子ども期に訓練を受けてきたトレーニーが大人になって再度参加するようになっ

たり、成人になって初めて参加するトレーニーもいたりする。このことによって、大人の

トレーニーにおける訓練目標の設定や課題選択のあり方、訓練の進め方などについて検討

する必要性が生じたといえる。大人のトレーニーへの動作訓練の進め方についてはいくつ

かの強調点・留意点が述べられている。小川(1989) は、訓練の進め方について「トレーニ

ーの大人としてのプライド、人格を尊重した訓練関係を持つこと」、「トレーニーの日々の

生活、歴史を視野に入れた訓練を展開すること」を指摘している。 

目標設定や課題設定に関しては、安好(1989)がトレーニーの生活や歴史を踏まえた上で、

訓練の場の位置づけを行うこと、具体的にはトレーニーが現在持っている動作能力を維持

することを目標とすることを挙げている。また参考にすべき意見として、大人のトレーニ

ー当事者としての報告がある(1988、1989、1998、1999)。このなかでは訓練が自分の生活

と結びついていることや、訓練の場を自分に保証しておくことが生活を送る上で必要不可

欠であることが述べられている。リラクセーション訓練を行うことで、筋緊張等によって

不自由になっているこれまで出来ていた動作や姿勢が再獲得・安定することを重要な目標
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と考えている報告もある。具体的な訓練課題についてはリラクセーション課題とタテ系と

いわれる抗重力姿勢での動作獲得課題のふたつの課題を身体の状態にあわせて適宜組み合

わせながらバランスよく行う必要性をあげている。 

これらの指摘は大人のトレーニーへのアセスメントにいくつかの示唆をもたらす。ひと

つには、大人のトレーニーへの実態把握では、彼らが持っている生活状況や経験といった

諸情報により注目し、収集する必要がある。特に彼らの生活状況を踏まえることが求めら

れる。また目標設定と課題選択においては、動作上の実態把握だけからもたらされる目標

設定ではなく、本人の持っている願いや困りといったいわゆるニーズが反映される必要が

あろう。本人たちが何を望み、期待しているのかが目標設定に組み込まれ、そのうえで適

切な課題の選択がなされなくてはならない。 

 

３ 本研究の目的 

本研究では事例の概略と経過を報告しながら大人のトレーニーにおける訓練目標の設定

や課題選択のあり方、訓練の進め方について検討する。本事例は約 5年間継続的に訓練を

行っている。その中では、動作能力の維持と新しい動作獲得のための課題のふたつを随時

バランス良く取り入れることを重視して訓練を進めてきている。この事例経過の検証を通

して、大人のトレーニーとの訓練の進め方とアセスメントのあり方について考察を試みる。 

 

Ⅱ 事例の概要と指導形態 

１ 事例概要 

トレーニー:A氏(男性)訓練開始時 20才 

（１）診断名：脳性マヒ(生後 7ヶ月時に診断) 

（２）発達歴：定頚 1 : 0 、腹這い 1 : 3 、寝返り・坐位（手支持） 1: 6 

妊娠中、特に問題なし。出産時、仮死状態で出産 

訓練歴：幼少期(2 才時)より動作訓練の訓練会やキャンプに参加。高校在籍時、一時中断

していたが、再開し現在に至る。 

（３）言語・コミュニケーション面：全く問題なく、知的な遅れはみられない。 

（４）動作面：あぐら坐位姿勢は保持可能。臥位姿勢から独りでの移行は不可で援助が必

要。トンビ座りは臥位姿勢から自力で移行可能。あぐら坐位においては、股関節がやや固

く両膝が少し上がる。腰が後傾し、背中はやや猫背で、顎を少し突き出している。前後左

右のバランスは狭い範囲ながらとれるが、左側への重心移動は難しい。軽い側わんがみら

れる。 

膝立ち姿勢は、両膝を聞いた状態ならば保持可能。訓練を進めた状態では両膝を閉じて

も可能。閉じた状態では、右股関節前面が突っ張りやすく、上体がやや左向きになりやす

い。また、腰の反りがあり、上体と尻や脚とのバランスが取りにくく、肩や頚でバランス

を取る動きがみられる。 
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手指は両手とも指先に力が入り、親指と人差し指で物を挟むことは可能だが、5 本指や

掌全体で物をつかむことは難しい。手首は屈方向に折れ、手の甲が内側方向け回転してい

る。肘は曲げ伸ばし可能だが、伸びきらず肘が外に向いて内転する。肩は緊張強く上下は

わずかに自力で動かせるが、聞く方向へは動きが難しい。 

（５）生活面：衣服の着脱、入浴、排泄は要介助。食事は指にスプーン等を挟み器用にこ

なす。日中はパソコン操作などの作業を行っている。 

２ 指導形態 

 Ａ氏が持っている指導機会は以下の通りである。 

一日訓練形式の月例会に複数参加。一週間集中宿泊訓練会にほぼ年 2回参加。同時に家

庭での訓練を保護者と行っている。 

筆者とは、約 5 年前から九州大学発達臨床心理センター(以下、センター)でおよそ 2～

3/月のペースで訓練を行う。センターでの訓練は約 90分間である。 

 

Ⅲ 訓練経過 

１ 動作課題について 

動作謀題と各時期での各課題の頻度を Table7-1に示している。実際には、より多くの課

題を試み、適用してきたがその中でも代表的な課題をまとめている。時期については、前

期(1年目)、中期(2～3 年目) 、後期(4年目以降)の 3期に便宜的に分け、各期で中心的に

行われた課題を示している。 

 

２ 訓練課題と変化過程について 

代表的な動作課題について、トレーニーの実態、課題の目標、課題の具体的な手続きと

トレーニーの変化過程を紹介する。 

 

Table 7-1 動作課題と各時期における頻度 

訓練姿勢 動作課題 
前

期 

中

期 

後

期 

臥位(仰向

け) 

股関節まわりの関脚方向への弛め ◎ ◎ ○ 

腕あげによる肩まわりの弛め △ ○ △ 

肘の曲げ伸ばし 
 

○ △ 

四指の握り 
 

△ ○ 

臥位(うつ伏

せ)  

膝伸ばし   ○ △ 

膝曲げ動作   △ △ 

あぐら坐位 

 

背から腰にかけての反らし ◎ ○ △ 

肩の反る方向への弛め ○ ○ △ 
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骨盤を起こす動き ○ △ △ 

体側の横方向への弛め 
 

△ △ 

左右のお尻での踏みしめ △ ◎ ○ 

肘の曲げ伸ばし 
 

△ △ 

膝立ち 

股関節前面の伸展方向への弛め ○ △   

股関節前面を折った状態での踏ん張り △ ○ ◎ 

左右の股関節の曲げ伸ばし動作 △ ○ △ 

左右への重心移動   △ ○ 

立位 

膝の曲げ伸ばし 
 

○ △ 

脚による踏ん張り 
 

△ ○ 

膝の伸展方向への弛め △ △ 
 

四つ這い 

肘の曲げ伸ばし ○ ○ △ 

手の平での踏みしめ 
 

○ △ 

肩胛骨まわりの弛め 
 

△ 
 

骨盤の前後への動き 
 

△ 
 

背中の上下への動き 
 

△ ○ 

前後左右での重心移動     △ 

 
注）◎○△の順で重点的に行った課題を表す。 

   
 

（１）臥位姿勢での股関節まわりの開脚方向への弛め 

実態としては、あぐらでの坐位姿勢において両膝が上がってしまい、その為に骨盤を起

こす動きが難しく、腰が十分には入らない。臥位姿勢において、自力で膝を聞かせると力

の入れ方がわからず、数センチしか動かせない。他動で動かしても、両膝が床上約 20～30

センチのところで止まってしまう。そこで、両膝から内股にかけて補助し、少しずつ聞い

ていく課題を選択した。クッと止まるような緊張が入ったところで、軽い負荷をかけた状

態で待っていると僅かずつではあるが力が抜けていく。変化過程としては、まさに一進一

退という状態であるが、筆者の補助があれば力が抜けていくまでの所用時間は短くなって

きており、その意味では変化とみることが出来る。股関節まわりの可動域の確保や緩み具

合の維持を最低限の目標と設定し、そこからの進展を達成してほしい目標とした。 

股関節まわりはＡ氏にとって日常生活の負担、特に長時間の車椅子坐位が続くと緊張が

現れやすい部位であり、このリラクセーション課題は、後に続く坐位、膝立ちに関連して

いるため導入としてよく用いており、筆者との聞ではその日の調子を実態把握するバロメ

ーターになっていた。この課題は、坐位姿勢でも行っており、その際は骨盤を起こすよう

な動きを同時に行って、腰を入れる動課題作へとつなげた。 

（２）坐位姿勢での左右のお尻の踏みしめ 
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実態としては、坐位姿勢において特に左のお尻で踏みしめることが難しく、その為に重

心が左に移ったときのバランスが不安定になり、バランスを取るために肩まわりに緊張が

入ることが多くみられる。加えて、腰がやや落ち気味で猫背であるために上体の姿勢が一

定せず、左右のバランスの不安定さにつながっている。 

そこで座位姿勢の広い範囲での安定を目標に設定し、右のお尻が床から離れるところま

で左に重心を移し、その状態で上体のバランスを取る課題を選択した。筆者は右腰と左肩

に手を添え、十分に左に重心が移ることと、上体が崩れないよう支える手続きで補助を行

う。その結果、左側でバランスをとれる範囲が広がることがみられた。しかし、左体側の

脇から腰にかけて縮むような緊張があり、本来伸ばすような動きの中でバランスを取りな

がら踏みしめるという動作が感じにくいという問題がある。一方で、左側で踏みしめられ

ないから縮むような緊張が入りやすいという問題があり、実際にはリラクセーションと踏

みしめが交互に行われていった。 

（３）膝立ち姿勢の保持と安定 

実態としては、トンビ座りの状態から膝立ち姿勢を取ることは可能だが、両膝を肩幅程

度に聞いた形で安定する。膝を閉じた場合は、前後のバランスや左右の踏みしめが必要に

なるが、その両方が充分ではない。前後においては、右の股関節前面がつっぱったような

力が入りやすく一旦力が入ると伸びきった状態になり、適度に力を抜いて折ることが難し

い。そのため、前方に上体が倒れることがある。また、両股関節が伸びきらない状態では

脚に踏ん張りの力が充分には入りきらず、しゃがんでしまうことがみられる。左右におい

ては、右側はつっぱったような力が入りつつかえ棒のような形で保持することは出来る。

左側は、股関節が折れやすく、踏ん張ることが難しい。加えて、一貫して腰が反り気味で

あり、上体と尻・脚をバランス良くつなぐことが難しく膝立ちの不安定さのー要因となっ

ている。そこで、まず両股関節を少し折った状態で、適切に脚に踏ん張りの力を入れるこ

とを課題とした。横又は後ろから腰と肩に手を添え、腰は左右に流れないよう補助し、肩

は上体の直姿勢が崩れないよう補助しながら、肩にあてた手から床に向かって下方向に負

荷をかけることで踏ん張りの力を引き出す手続きで援助した。目標としては、Ａ氏にとっ

て軽く股関節を折った状態がもっと保持しやすい形なので、そこを基準として折る角度を

変えながら踏ん張れる範囲を広げていくこととした。適宜、補助の手を外しながらＡ氏に

踏ん張る感じを実感してもらい自力での保持を試みた。さらに、腰の位置を左右に少しず

つずらして重心を移しながら、上のような手続きを行うことで左右の踏みしめを実感させ、

一層の安定を目指した。 

変化過程としては、膝が閉じた状態での膝立ち姿勢の保持が可能になり、少しずつでは

あるが前後左右の範囲が広がっていった。脚に充分な踏ん張り感が持てると、腰の反りや

肩の緊張といった不必要な動きが軽減することがみられる。しかしながらＡ氏にとって膝

立ち姿勢の自力での保持は非常に微妙な力の入れ具合を必要とし、一度に複数の部位の動

きの調整を求められる課題である。そのため、その日の全体的な調子といったものの影響
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が現れやすく、セッションによっては自力での保持まで到達するのにかなりの時聞を要す

ことがあった。長期的に経過をみるならばもっとも変化が現れていった動作といえる。 

（４）臥位姿勢での手指の訓練 

Ａ氏にとって、手指はもっとも日常多く使用される部位であるが、これまでのセッショ

ンではあまり手指の訓練は行われてこなかった。高いニーズはあったが、成人になって取

り組むようになった課題である。 

実態としては、指先は両手とも緊張が入り、第 1関節が反り、第 2関節が屈に折れてお

り、親指が内側に入っている。肩から手にかけて内側へ回転しており、肘は外側に向いて

折れている。そこで、まず肩の力を抜いて肘や手の回転を戻すように弛め、肩や肘に力が

入りにくいよう補助し、親指を除く四指の握る動きを課題とした。その際、親指は力を入

れる部位が異なるため外側に開いて固定し、四指には筆者の指をあて抵抗を加えるように

して動きを引き出した。訓練後には、手を伸ばす動きがスムーズになることや指先の緊張

が軽減することがみられ、パソコン等の操作がしやすくなるなどの効果が現れた。しかし

一定の効果はみられるものの手の動きはＡ氏にとっても援助者にとっても複雑であり、目

標の設定、課題の選択と効果の関連づけが難しく、大きな目標としては設定可能だが、具

体的な目標設定と課題の選択という意味では、模索中といえる。 

 

３ Ａ氏からの内省報告 

5 年間のセッションにおいて、Ａ氏の動作訓練への思いや考えについての話をする機会

が多くあり、大人のトレーニーに対して動作訓練を行うことの位置づけや意義について触

れている内容が多く語られた。ここでは、Ａ氏が書いた報告(1999) を交えて、以下の 4

点にまとめる。 

（１）身体面、姿勢・運動面への効果と訓練への動機 

「訓練をすると身体の疲れがとれる」「親の介助が楽になる」「生活するうえでの基盤とし

ての身体作り」といった言葉がＡ氏からよく聞かれる。訓練へのモチベーションは高く、

訓練をすることで起こる身体上の変化について多く語られる。一方で「昨日出来たことが

出来ないと不自由で我慢ならない」「訓練を止めれば(身体の状態が)一気に下降線を下る」

とＡ氏自身も語っているように「不自由さの恐れ」が訓練へと動機付ける大きな要因にな

っていることが感じられる。生活をするということは身体を主体的に動かすことであり、

その基盤を作る意味で訓練が欠かせないということを繰り返し語っていた。 

（２）心理面への効果 

「自分の身体に対する疑問や、変化への驚きがあり、努力する過程そのものが興味深い」

「訓練自体が面白い」といった言葉から、Ａ氏の訓練への姿勢を伺うことができる。また、

「訓練後には視界が聞けた感じ、色鮮やかに見える」「五感が敏感になった感じ」というこ

とが語られる。姿勢面の変化に加えて、訓練において能動的に自分の身体に注目し、働き

かけることによって、認知面や心理面にも効果がみられるといえる。これらの変化につい
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て、Ａ氏は「日常生活での積極的な活動につながる」と述べており、認知面や心理面の変

化が行動面にもつながっており、動作訓練を受けることを「自分自身への総合的なアプロ

ーチ」と位置づけている。 

（３）生きる上での基礎づくり 

「自分の生活は動作訓練抜きでは考えられない」という趣旨の言葉を、種々の効果とあ

わせて語っている。一方で「いつまで今の生活スタイルを続けられるか分からない」と語

り、生活の安定のために訓練を続けていきたいという希望と不安が語られている。 

（４）訓練の進め方や課題 

訓練課題については「身体をタテた（抗重力姿勢を取る課題）方が自分の身体に集中し

やすい」「リラクセーションは必要に応じて応急処置的に」とＡ氏なりのリラクセーション

課題と動作獲得課題の必要性と区別を述べている。実際の進め方については「訓練中は出

来るだけ自分の身体に集中したいので、（トレーナーからは）身体からのフィードバックの

みでよい」「訓練はトレーナー主導で進めて欲しい」「最小限の言葉と合いの手のかけ声が

集中しやすい」と述べている。大人であることに配慮して、必要以上に課題の説明をした

り、身体の状態を尋ねたりして、言語的なやりとりが増えることがあるが、逆に阻害的に

なりうることを示唆していた。 

 

Ⅳ 事例実践に関する考察 

Ａ氏とのセッションから、大人のトレーニーへ動作訓練を適用する意義と進め方の留意

点について、以下に 3点にまとめる。 

 

１ 自分自身に注意を向けることについての意義 

成瀬(1992)は動作訓練のねらいのひとつとして、‘身体に注意することによって、心を内

に向かわせ、自分を見つめ易くする'ことを挙げている。つまり、緊張の弛緩や力の入れ方

といった具体的な目標をトレーニーに提示することで、自分自身の身体の状況に加えて、

心のあり様に目を向けさせていくことを述べている。本事例においては、 Ａ氏自身が語っ

ているように訓練を通して自分に集中している様子がみられ、まさに自分と向き合ってい

るかの印象を受けた。訓練で単に新しい動きが出来たことばかりでなく、身体の中にある

新しい筋緊張を発見したことですら、 Ａ氏にとっては自分を知る手がかりとなっていた。 

脳性マヒ者にとっては、良くも悪くも肢体不自由こそがその人にとってのひとつの中核

であり、それにどのように付き合っていくかは大きな命題である。本事例においても、思

うように動きや緩みが作り出せない身体に直面することは訓練場面において多く発生する。

そこで課題内容を工夫したり、関連する部位を訓練したりすることで、その動かない身体

が決して膠着した対象ではなく、動かし得る対象、変容可能な対象であることを訓練のな

かで提示してきた。ここに大人のトレーニーへの動作訓練の意義のひとつがあるように考

える。それは自分の身体、そして自分自身といかに付き合っていくかの、臨床的試行錯誤
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といえるのではないだろうか。 

 

２ リラクセーション課題と動作獲得課題 

各セッションは、以下のような手続きによって進められた。 

①まず最近の様子や身体の状況を聞き、特に希望する課題や問題となる身体部位がある

かを尋ねる。 

②それに基づき、最初の課題を選択し訓練を進める。 

③次に座位姿勢など基本となる姿勢をとってもらい、その様子に基づいて見立てを行い、

その後の課題を筆者が決定する。 

優先的には、まず「不自由への恐れ」に対処するために、 Ａ氏のその間の生活の様子や

訓練状況から考慮して、動作能力の維持を目的とした主にリラクセーション課題を必要に

応じて行った。そしてその後は、課題の選択をその時々の目標に基づいて行った。本事例

では、Table1のように動作獲得課題が比較的多く占めている。Ａ氏自身も身体をタテた方

が動きに集中しやすいと述べており、タテ姿勢の中で身体の使い方を学習していく課題が

多く選択された。 

大人のトレーニーとの訓練では、現状の維持・回復が主目的となりやすく、リラクセー

ション課題の占める割合が高くなりがちである。実際、彼らが身体の凝りや痛みを訴えて

来談した場合、そうような課題選択にならざるを得ない。しかしそれは、あくまで対処療

法的な訓練であり、身体の凝りや痛みの多くは、自分の身体の使い方の歪みや無理の結果

と考えるならば、より適切な使い方を獲得させるためのタテ系課題も選択していくことが

求められるだろう。 

３ 訓練の進め方について 

一般的に、大人のトレーニーに対し、訓練開始時や合間に「次は何しようか」「今のどう

だった」と問いかけることが多くみられる。しかしＡ氏が「訓練はトレーナー主導で進め

て欲しい」と語っているように、トレーニーに配慮し過ぎて本来トレーナーが持つべき考

えを委ねてしまう場合がある。動作訓練におけるねらいのひとつとして、自分の身体に注

意を向けながら内面に向き合う作業があると考えるならば、トレーナーがトレーニーに配

慮し過ぎて、彼らが自分の身体や動作に集中することを阻害してしまうことは避けるべき

である。Ａ氏との訓練では課題遂行中はほとんど会話がなく、時折筆者から<うん>くそう>

くあっ>と動きにあわせて声をかける程度であった。Ａ氏が身体に集中しているのを邪魔し

ないでいることが進め方の重要なテーマであった。 

トレーニーは障害と一生涯にわたって付き合っていくという長期的視点から進め方も考

えることができる。生涯発達の視点では、発達をある段階の展開と考え、段階特有の特性

をどのように経験、克服していくか、または段階特有の目標がどのように実現されるかと

いうことの重要性が示唆されている(丸野 1993)。同時に、個人の経験による個人特有の発

達という側面が重視されてきている。その時々において、トレーニーが持っている特性、
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目標をトレーニーが主体的に取り組み解決していく過程は生涯発達の考えと合致するもの

である。このトレーニーの主体的な取り組みを援助する態度が、大人との訓練を進めてい

くうえではより意識されるべきと考える。 

 

Ⅴ 本章のまとめ ～動作法におけるアセスメントへの示唆～ 

 Ａ氏との動作法セッションにおいて行われたアセスメントを振り返って、動作法おける

アセスメントの特徴について考察を行う。 

（１）情報収集や実態把握 

情報収集では、まず基本情報として、診断名や成育歴、知的な面やコミュニケーション

面などが収集されている。次に、姿勢運動の実態が把握される。この姿勢運動の実態把握

は、元々の状態という側面とその日のあらわれとしての側面がある。元々の状態というの

は、姿勢運動についての概要的な実態であり、あぐら座位では、やや猫背ながら自力で座

っていることができる、膝立ちでは膝を開いてややお尻を引け気味にして安定できるとい

った実態である。その日のあらわれとしては、あぐら座位のなかでもやや股関節が開きに

くく、体重が左側に傾いているが、それはあくまでその日の状態であって、それがあまり

顕著でないセッションもあるなど、変動的な実態である。基礎的な情報としての元々持っ

ている概要的な実態に、その日のあらわれといった変動的な実態が加えられて、あるセッ

ションでの実態把握がなされることになる。特にセッションが繰り返されていく形態にお

いては、その日のあらわれという変動的な実態の把握が可能になり、より詳細で具体的な

把握が可能となる。姿勢運動といった実態は、特に肢体不自由者の場合、体調や生活状況

などの要因によって変動することが少なくない。そこでこのように概要的な実態把握に、

その日の細かな実態把握が加えられるところに動作法におけるアセスメントの特徴がある。 

動作法での姿勢運動に関する実態把握は動作課題の遂行中にもなされる。Ａ氏との動作

法セッションの多くは①状況や希望の聞き取り、②最初の課題選択、③基本姿勢での見立

てと課題選択のような手続きで進められた。最初の課題はＡ氏の希望する課題や気になる

身体部位、もしくは定番的な股関節のゆるめなどからはじめ、座位などの基本姿勢の実態

把握を経て、その後の課題が決められていく。つまり課題に取り組み、その援助を行いな

がら、同時に実態把握がなされている。上で述べたような概要的な実態は、外見的な見た

目からも把握できるが、細かな動きや動作の努力過程などの実態は、課題遂行中にこそあ

らわれてくる。課題遂行の援助と実態把握が同時的に行われる点も動作法におけるアセス

メントの特徴がある。 

（２）目標設定と課題選択 

 Ａ氏との動作法セッションの目標は、生活におけるニーズを重視して設定された。Ａ氏

の言葉でいえば「生活するうえでの基盤としての身体作り」となる。生活状況の改善とい

うよりは、現在営んでいる生活を安定して続けることが目標として目指された。 

同時に、保護者からも「介助が楽になる」といったこともあり、Ａ氏と保護者の生活を



 

99 

 

成り立たせる基盤としての身体づくりが常に上位の目標としてあった。この目標のために、

各セッションでは具体的な目標が設定された。各セッションでの実態把握をもとに、例え

ば「股関節まわりのゆるめと座位の安定」「座位姿勢で背中を伸ばして座ること」「手の操

作を高めるための手指訓練」などが目標として設定された。 

 同時に、A 氏からの「自分の身体に対する疑問や、変化への驚きがあり、努力する過程

そのものが興味深い」「訓練自体が面白い」といった内省にあるように、訓練を受け、自分

の身体に向き合うこと、その時間を持つことそのものも目標であったと感じられた。 

 このように目標は複数が同時に進行する。その日、その時に身体の調子や生活状況とい

った要因からどこに重点を置いていくのかを判断していく。短期的に目標が入れ替わると

いうわけではなく、重点の置き方が変わるというところに、今回のアセスメントの特徴が

あったといえるだろう。 
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第八章 重度知的障害者への動作法への導入過程の分析 

 

Ⅰ はじめに 

１ 課題導入に難しさのある者への動作訓練におけるアセスメント 

動作法における実態把握は、対象者の‘動作’に関わる側面と動作課題を成立させるた

めに必要なコミュニケーションや共同注意といった関連する側面、そして対象者の生活状

況や成育歴などの諸情報に関する側面に分けることができる。実際に動作法を進めるうえ

では、動作課題に共同して取り組むためのコミュニケーションや共同注意といったことに

ついて、実態を把握しながら進めることとなる。これらの実態把握をもとにして、セッシ

ョンの進め方や援助が工夫、決定されていく。 

 この研究では動作課題を成立させるために必要なコミュニケーションや共同注意といっ

た関連する側面に課題を持っている二人の事例への動作法適用を通して、動作法における

アセスメントがどのようになされたのかについて検証する。 

 

２ 動作法の課題への導入について 

動作法の実践において、多くの動作課題が開発・改良されてきた。トレーニーの身体状

況や年齢、訓練の時間や期間といった要素、生活上のニーズや本人や保護者の願いなど様々

な要素から、その時点の条件のなかでトレーニーにとってふさわしい動作課題が選択され

ることになる。この動作課題の選択・実行過程、いわゆるアセスメントが、トレーナーの

大きな役割のひとつである。 

一方、実際の訓練場面においては、時間の全てを動作課題の遂行に費やしているわけで

はない。いわゆる「導入」といわれる時間にかなり多く費やしている。例えば、トレーナ

ーは腕挙げ課題や膝立ちでの踏みしめといった動作課題を選択してトレーニーに働きかけ

る。しかし、所定の姿勢をとらせることや補助の手や足をトレーニーの身体に安定させる

ことに時間を要することは少なくない。 

この導入段階での難しさのひとつは、脳性マヒなどの肢体不自由を持つトレーニーにお

いては、課題となる姿勢をとらせるための適切な援助が出来ない、あるいは正しい動作の

実現のための援助が難しいといった技術的な難しさである。これは初心者といわれるトレ

ーナーや、コミュニケーション障害や多動といった行動特徴を持つトレーニーの場合、一

層顕在化する。安好(1996) は、特にタテ系訓練となってから、訓練初心者は訓練の準備段

階でつまずくことを指摘している。田中(1991)、重橋・大神(1993)、香野・大神(1993) も

また、重度・重複障害児やコミュニケーション障害児を対象におきながら、トレーナーの

援助行為を分析し、初心者の導入段階でのつまずき、困難さが顕著であったと指摘してい

る。 

別の導入段階での難しさは、自閉性障害などを持つトレーニーにおいては、動作や身体
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部位に注意や意識を向けさせることが困難で、動作課題に入れないといった難しさがある。

身体接触を拒む、きょろきょろと周りにばかり目が向いて指示が受け止められない、急に

他の身体部位が動いてしまうといった実態である。 

動作課題を成立させるための実態としては、トレーニーの注意の働きがある。しばしば

動作法の実践において、 「（動作）課題を共有する」という表現が用いられる。このよう

な表現を用いる場合は、トレーニーが外的な対象（例:周囲のものや、自分の衣服、訓練に

関係のない動きなど）に注意を向けてしまい、トレーナーが動作課題として意図している

身体部位や動作に注意を向けることが難しく、課題動作の遂行になかなか取り組めないと

いうことが起きているのだろう。トレーニーの注意が動作に向けられることが、動作課題

遂行の条件のひとつと考えるならば、特に導入期においてはトレーニーの注意の働きは把

握されるべき実態といえる。 

課題の共有を考える際に、参考になるキーワードとして「共同注意(Joint-Attention)」

がある。共同注意とは 2 者がある対象に注意を共有している状態と定義される

(C.Moore&P,J.Dunham 1995 :大神 1999)。この共同注意という概念を用いれば、動作法に

おいて課題を共有していく過程は、トレーニーとトレーナーの二者が動作を対象として、

共同注意が成立していく過程ともいえる。 

 

３ 研究の目的 

本研究では、動作課題へ注意を向けることが難しいトレーニーを対象にして、特に動作

法実践の導入期におけるトレーニーの注意対象の移り変わりを指標とし、その様相につい

て分析する。加えてトレーニーの注意対象をトレーナーがどのように把握し、注意を動作

課題へと向けさせていくのかについて、その働きかけを分析する。 

第一研究では、短期の訓練セッションを用いて、トレーニーの注意対象とトレーナーの

働きかけの関連について分析を行う。第二研究では、継続的な訓棟セッションを用いて、

トレーニーの注意対象とトレーナーの働きかけの縦断的変化について分析を行う。 

 

Ⅱ 第一研究 

1 目的 

訓練導入期におけるトレーニーの注意対象の変遷とトレーナーの働きかけと相互の関係

について検討する。 

 

2 方法 

（１）対象児 

10歳の女児。10歳 1ヶ月時の遠城寺式発達検査の結果は、移動運動 2歳 7ヶ月、手の運

動 1歳 7ヶ月、基本的習慣 11ヶ月、対人関係 7ヶ月、発語 7ヶ月、言語理解 11ヶ月であ

る。診断は重度知的障害であるが、自閉性障害の診断基準(DSM-Ⅲ) も充たしており、自閉



 

102 

 

症特性を併せ持つ重度知的障害である。 

行動特徴としては、視線が合いにくく、注意の転導傾向があり、常にフラフラした印象

である。学校では長時間着席していることが難しく、飛び出し等の行動がある。言語面は

発語では有意味な発語が見られず、言語理解は不明であった。そのため、言語のみによる

コミュニケーションでは、意思疎通が図れなかった。 

（２）訓練形態と手続き 

訓練は 2日間で計 4セッション行った。1回のセッションは約 20分間で、マンツーマン

形式にて行った。すべてのセッションを１名のトレーナーが担当した。トレーナーは訓練

歴約 1年で、月例会や週例会で動作法の研修を受けている学生である。 

訓練室は個室訓練室を使用し、記録用の VTR以外は特に物のない部屋でトレーナーとト

レーニーの 2名のみが入室し、訓練を行った。 

手続きとしては、開始前に実験者よりトレーナーへ「背反らせ課題と腕挙げ課題のふた

つの動作課題を行ってください」と教示した。教示は 4セッションとも共通である。訓練

のすべての時聞が 2台の VTRによって記録された。 

（３）分析資料 

分析は 4セッションの中から、 2セッションが選ばれた。選択手続きとしては、トレー

ナーに「最もうまくいったと思われるセッションと、そうでなかった（もっともうまくい

かなかった）セッションは？」 という質問への回答を求めた。筆者も同様の評価を行った。

そして両者が一致して、最もうまくいったと評価したセッション Aとそうではなかったセ

ッション Bの 2セッションを分析対象とした。分析には両セッション、訓練開始直後から

約 10分間を用いた。 

分析は以下の 3つの視点について行い、セッション Aと Bの比較を行った。 

第一に、注意の対象について、訓練終了後、 VTRからトレーニーの注意対象の評価を訓

練の時間経過に沿って行った。評価はすべてトレーナーが行い、注意の対象は「外的対象・

トレーナー・動作」の 3つである。それぞれの定義は Table8-1に示す。この 3つの対象を

トレーナーにあらかじめ提示し、トレーニーの注意の対象を 3つのうちいずれかに分類し

た。 

第二に、注意対象の変還の推移について、「外的対象→トレーナー→動作」(以下、外→

トレ→動)のように、 3 つの対象を一単位としてタイプ分類を行い、それぞれのタイプの

出現回数を求めた。 

 

注意の対象 内容・例

外的対象物
訓練には直接関係しない床や窓、壁など周囲に注意が向いている状態。課題に関係
ない行為(例:衣服をさわる)に注意が向いている状態。

トレーナー
トレーナーに目を向けたり、触れたりしてその存在に注意を向けている状態。トレー
ナーの声かけや、やっていることに注意が向いた状態も含む。

動作
動作課題の動作や身体部位に注意が向き、その動作や対象がトレーナーと一致して
いる状態。

Table8- 1 注意の対象
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第三に、トレーナーの働きかけについて、セッション Aと Bの VTRを見ながら、トレー

ナーへ聞き取りを行った。質問内容と回答は Table8-2に示す。 

 

3 結果と考察 

（１）注意対象の評価 

トレーナーによるトレーニーの注意対象の評価について時系列における変化と各対象の

全体に占める比率を Table8-3 に示す。セッション A、Bともに、すべての訓練時間におい

て、トレーニーの注意対象を特定し分類することが可能であった。トレーナーは訓練中、

トレーニーの注意対象について常に把握していることが伺われた。 

両セッションとも 3つの注意対象すべてにまたがっており、トレーニーの注意対象変遷

の様相を見て取ることができる。両セッションの比較より、外的対象への注意の比率はセ

ッション間でほぼ差が見られないが、セッション Aでは動作への注意の比率が、セッショ

ン Bではトレーナーへの注意比率が高い傾向にあった。トレーナーが最もうまくいったと

思われるセッション Aとそうでなかったセッション Bと評価した基準のひとつには、この

注意対象の比率の違いが影響したのではないかと考えられる。 
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Table8-2 質問・回答内容

Q.訓練を行うにあたりどのような仮説や見込みを持っていたか。

A.以前に見たことがあったので(訓練はしていない)いくらかは知っていたので安心した。クライエントの印象
は、多動が激しいが、全く他人を気にしないわけではない。セラピストの手をとったりして遊んでいるのも
知っていたので、こちらに注意を向けてはくるだろう。ただし、じっとはしていないだろうな。座っていたり、寝
たりが大変だろうな。無理に訓練に入ると、手がつけられなくなるだろう。無理にはすまい。

Q.その根拠は何か。

A.以前見た様子からそう思った。

Q.実際に訓練をはじめて、どのように思いましたか。

A.やはり無理にすると難しいかな。初めはゆっくりやっていこう。

Q.そこで何か課題を設けたか。それはどんな課題ですか。

A.わたしと一緒にいられること。こちらに注意を向けること。座っていたり、寝転ぶなど、訓練姿勢でいられる
こと。

Q.その内容や、目的は何ですか。また、背反らせ課題から始めた理由は何ですか。

A.すぐに寝かせると難しいだろうから、背反らせの方がやりやすいだろう。がちがちに押さえつけないで、
ちょっと乗ってみたりした。無理に寝かせた姿勢にすると難しいので、ゴロンゴロンと転がってみたりした。

Q. クライエントの注意が、窓のブラインドなどの外の対象物に向いているときはどうしましたか。

A.ブラインドの場面では、まずわたしがその外の対象に一緒に(注意)を向けて、区切りがつくように働き掛け
た。そして一段落つけて、こちら(訓練マットの上に来るように)に促した。わたしに注意が向くようにした。
ひっぱったりしても駄目だから、身体を触って、 (クライ手ントの)正面に回った。そして、彼女の得意な握手
などをしてこちらに注意を向かせる。

Q. もう少し詳しく教えてください。

A.クライエントが握手やイナイイナイバーや胸をボンボン叩いてもらうなどの遊びが好きだから(できるから)、
これを利用してわたしに注意を向けさせた状態で訓練に入るようにした。

Q. クライエントの注意がセラピストの方に向いているときはどうしましたか。

A.まず訓練の姿勢をとり、こっち(セラピスト)が初めに動かしてやるようにしました。その動きを感じてもらうよ
うに。言葉掛けもしながらやりました。その後、待ってみたりした。

Q.課題ができた時とできなかった時の違いは、何だと考えますか。

A.できない持は、注意が止まっていないような感じがする。セラピストには向いているのだが止まっていな
い。できる時は、恐らくセラピストに注意が向いていて、それが止まっているような、定まっているような感じ
がする。
Q. うまくいったと評価したセッションAとそうでないと評価したセッションBの違いは何でしたか。働き掛けや
意識を教えてください。
A.セッションAは、意識としては逃がさずに訓練をやっていこうと患っていた。注意が完全に外の対象に向い
たときには遊びを使うが、セラピストに注意が向いているときは遊びを入れずに、身体の方に注意が向くよう
にすぐ働き掛けた。セッションAは余分なこと(遊び)をしないようにした。余分なことをするとセラピストには注
意が長く向くが、その後身体に向くわけではなかった。セッションBは、中断した感じだったので(セッションを
始めてすぐに、セラピストの傷の治療で中断。そこで一度終了し、セッションBを開始した)、クライエントがの
らないだろうと勝手に判断してしまった。そこで、遊びを多く入れてしまった。実際にVTRを見なおすと、わた
しには注意が向いていたんだ。
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（２）注意対象変遷のタイプ分類 

Table8-3から注意変遷のタイプを取り出し、それぞれの出現回数をカウントしたものが

Table3-4 である。セッション A、B における各タイプの出現回数を用いて、カイ二乗検定

を行った。結果、 4つのタイプにおいて有意差が認められた。セッション Aにおいて有意

に多く出現したタイプは、 「トレ→動→トレ」と「動→トレ→動」であった（X2=2.49, df=1,p 

<O.5 : X2=2.25,df=1,p<0.5）。セッション Bにおいて有意に多く出現したタイプは、「外→

トレ→外」と「トレ→外→トレ」であった（X2=17.59,df=1,p <0.1 : X2=4.27,df=1,p<0.1）。

つまり、セッション Aではトレーナーと動作の聞で注意が変遷することが多く、セッショ

ン Bでは外的対象とトレーナーの間で注意が変遷することが多くみられたことが明らかに

なった。 

また、注意対象の変還において「外的対象→動作」という注意対象の変遷はセッション A、

B において一度もみられなかった。両セッションを通して、他のすべての変遷は見られた

が、外的対象から動作へと注意が移ることがみられなかった。つまり、外的対象物から動

作へ注意が向く場合には、すべてトレーナーへの注意を経由したという結果が得られた。 

 

 

セッションA

注意対象 合計秒数
全体に占
める割合

外的対象物 63 10 25 3 201 27.90%
トレーナー 72 14 5 27 22 32 28 6 31 20 34 43 12 6 352 48.60%

動作 22 14 21 18 3 34 18 11 12 17 170 25.50%

セッションB

注意対象 合計秒数
全体に占
める割合

外的対象物 13 44 58 23 30 22 2 190 31.00%
トレーナー 32 32 25 37 15 3 413 67.40%

動作 10 10 1.60%
(注)数値は注意を向けた秒数

時間経過→

Table8-3 セッションA・Bにおける注意対象の時間経過に伴う変遷

時間経過→

102

100

167

注意変遷のタイプ セッションA セッションB

外→トレ→外 1 5*

外→トレ→動 2 1

トレ→外→トレ 2 6*

トレ→動→トレ 8** 1

トレ→動→外 1 0

動→トレ→外 2 1

動→トレ→動 6* 0

Table8-4 注意対象変遷の各タイプ出現回数

注)外は外的対象、トレはトレーナー、動は動作を表す

*: 1 %水準で有意差、** :5%水準で有意差
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（３）トレーナーの働きかけ 

インタビューへの回答（Table8-2）および VTRに記録されたトレーナーの働きかけから、

①セッション A・Bに共通した働きかけ、②セッション Aに特徴的に見られた働きかけ、③

セッション Bに特徴的に見られた働きかけの 3つについて以下にまとめる。 

①セッション A・Bに共通した働きかけ 

・トレーナーはトレーニーの注意の向きについて、常に意識している。その上で、まず私(ト

レーナー)に注意を向けさせようとしている。 

・注意を外的対象からトレーナーへ向けさせる為に、トレーニーの注意対象に追従した後

に、握手などの手遊びを用いてトレーナーに注意を向かせる方略を用いている。 

②セッション Aに特徴的に見られた働きかけ 

・注意をトレーナーから動作へ向けさせる為に、トレーナーが課題となる身体部位を、他

動的に動かす課題動作のリハーサルを方略として行っている。 

③セッション Bに特徴的に見られた働きかけ 

・トレーナーへ注意を向けさせた後、セッション Bでは、握手などの手遊びを継続してい

る。 

セッション A、Bそれぞれについて、トレーニーの注意対象の変遷とトレーナーの働きか

けの代表的な関係を図示したのが Fig.8-1である。外的対象に向いているトレーニーの注

意に対して、手遊びなどを用いながらトレーナーに向けさせる働きかけはセッション A、B

とも共通している。外的対象に注意が向いている状態では、動作の提示やリハーサルは用

いていない。トレーナーへと注意を切り替えさせる働きかけを行った後、セッション Aで

は課題となる動作の提示や他動的な動作のリハーサルを行い、トレーニーの注意を動作へ

と向けさせている。セッション Bでは、手遊びを継続し、動作へは注意が向かず、結果と

して外的対象へと注意が戻ってしまっている。トレーナーは導入期において、トレーニー

の注意対象を評価しながら、その注意対象に応じて働きかけを選択し、実行しており、そ

れに応じてトレーニーの注意対象が変遷していることが明らかとなった。 
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Ⅲ 第二研究 

1 目的 

第一研究では、短期セッションを用いて、トレーニーの注意対象の変遷とトレーナーの

働きかけの検討を行った。第二研究では継続的な訓練セッションを用いて、トレーニーの

注意対象とトレーナーの働きかけの縦断的変化について分析を行う。 

 

2 方法 

（１）対象児 

11歳の女児。11歳 7ヶ月時の遠城寺式発達検査の結果は、移動運動 2歳 7ヶ月、手の運

動 3 歳 1 ヶ月、基本的習慣 4 歳 5 ヶ月、対人関係 1 歳 3 ヶ月、発語 11 ヶ月、言語理解 4

歳 8ヵ月以上である。診断は自閉傾向を併せ持つ重度知的障害である。 

行動特徴としては、視線が合いづらく、注意の転導傾向があり、注意の持続が難しい。

頭をかきむしるなどの自傷行動がある。言語面は、発語では「ママ、ガッコウ」などの単

語や「ハイ、イヤ」などの返事がみられ、理解は「おいで」など簡単な要求・命令語が可

能であった。 

（２）手続き 

X 年 6 月より 12 月までの約半年間、計 12 セッションが行われた。すべてのセッション

が平日の放課後（15:00～16:00）に行われ、1 セッションは約 40 分間の動作訓練と約 20

分間の母親面接とした。全セッションのトレーナーを筆者ひとりが行った。訓練室は個室

訓練室を使用し、記録用の VTR以外は特に物のない部屋でトレーナーとトレーニーの 2名
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のみが入室し、訓練を行った。すべての時聞が 1台の VTRによって記録された。 

（３）分析資料と内容 

分析には、VTRの記録状態のよい（トレーニーの視線が映っている）セッション 1・3・4・

5・8・11の 6回が用いられた(以下、それぞれデータ 1~6 と表記する)。 

注意対象の分析は、第１研究と同様に、訓練終了後、VTR を見ながらトレーニーの注意

対象を Table1の 3つの対象に時間経過に添って評価した。評価はトレーナーである筆者が

すべて行った。 

分析は各セッション、訓練室入室から最初の動作課題である「背反らせ課題」終了まで

の時間（約 10分間）を用いた。 

訓練のねらい（目標）やトレーナーの働きかけについては、毎回の訓練記録から抽出し、

ねらい、トレーナーの働きかけ、トレーニーの反応・様子の 3項目にまとめられた。 

 

3 結果 

（１）注意対象の評価 

各注意対象へ向けられた時間の全体に占める比率を、セッション経過(データ 1~ 6) に

従って、グラフ化したのが Fig.8-2である。これよりセッション経過に従って、次第に外

的対象への注意の比率が減少し、動作への注意の比率が増加している傾向を見ることが出

来る。トレーナーへの注意比率はセッション経過に関わらず、ほほ一定の傾向を示してい

る。つまりトレーニーが外的対象へ注意を向ける時聞が減り、課題となる動作へと注意を

向ける時聞が増える変化傾向を示していた。 

（２）トレーナーの働きかけ 

トレーナーの働きかけを訓練記録よりまとめると、大まかに三期に分けることが出来る

(Table8-5)。初期(セッション 1-3) は、課題となる動作の提示やリハーサルを繰り返す働

きかけ、中期(セッション 4-9) は、合図を出してトレーニーの動きを引き出そうとしてい

る働きかけ、後期(セッション 10-12) は、動作の様相や細かい身体部位に焦点を当てた働

きかけ、とまとめることが出来る。トレーニーの反応・様子が変化していくに伴って、ト

レーナーの働きかけの内容が変化していることが伺われる。トレーニーの注意を動作へと

向けさせる働きかけとしては、第一研究で報告されたトレーナーの働きかけと同様で、課

題動作の提示、他動的なリハーサル、身体部位への接触などが行われていた。そのような

働きかけを行うことでトレーニーの注意を動作へと向けた後に、動作課題の遂行、具体化

へと、働きかけのねらいが移行していた。 
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セッション終了後、母親や担任教師から、 「学校で課題に集中できる時聞が増えた」、

「指示や声かけに応えることが多くなった」、「着席時聞が増えた」、「自己刺激的な行動が

減り、対人的な行動が増えた」といった日常生活の行動変化が報告された。 

 

 

 

4 考察 

縦断的な分析から、トレーニーの注意対象が、外的対象への注意が優勢な時期から、動

データ１ データ２ データ３ データ４ データ５ データ６

動作 13.1 22.1 13.8 19.6 39.4 27.7

トレーナー 61.6 50.5 64 64.2 48.1 65.1

外的対象 25.3 27.4 22.2 16.2 12.5 8.2

0
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比
率

Fig.8-2 セッション経過に伴う注意対象の比率の変化 数値は％

注意の対象 セッション1-3 (データ1-2) セッション4-9 (データ3-5) セッション10-12 (データ6)

・トレーナーの援助に身を任
せる

・合図に合わせて動き出すこ
と

・より正確な動作

・背中を弛めようとすること ・動きの細分化

・課題の大まかな理解
・「せーの」と合図を出し、ト
レーニーの動きを待つ

・細かい動きの修正を補助す
る

・手を取って座らせる ・動き出しを他動的に行う ・左右など背中の部位を示す

・背中を反らせる動きを他動
的に繰り返す

・ゆっくりな動きになるように
補助する

・ゆっくり動かすよう補助する

・背中を触り、ココ！と指示す
る

・動き出したときにほめる

・課題の座位姿勢を保持する
よう補助する

・手をもじもじしたり、頭を掻く ・トレーナーにもたれてくる ・合図に正確に反応する

・トレーナーの手を触ってくる ・自発的な動きが増える ・反る途中に手足が動かない

・動かされている感じ ・反る途中で手足が動く

Table8-5　背反らせ課題におけるねらい・働きかけ・反応

トレーナーの働
きかけ

トレーニーの反
応・様子

ねらい
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作への注意が優勢な時期へと変化していくことが示唆された。合せて、トレーナーの働き

かけの内容が変化していた。 

このようなトレーニーの変化は、おもにふたつの要因から生じたと考えられる。ひとつ

は、継続的なセッションによる、同じトレーナー、同じ場所、同じ時間帯といった環境的

要因の安定があげられるだろう。トレーニーが見通しを持てることやトレーナーとの安心

できる関係といったものが、動作課題へと取り組む「土台」を構築していったと考えられ

た。筆者(1998) は、自閉性障害を持つ幼児への動作法適用において、Fig.8-3のような階

層構造をイメージして訓練を進めていくことの重要性を述べた。まず物理的な訓練の場が

あって、次に、その場の上にトレーナーとトレーニーの 2 者関係が存在し、さらにその 2

者の聞に動作課題があると考えた。動作法の場と 2者の関係という土台をつくりながら、

動作課題が展開していくと考える。 

 

 

Fig.8-3 動作法場面の階層的イメージ 

 

もうひとつは、トレーニーが課題動作に取り組むなかで生じた体験である。トレーニー

はセッションが進むにつれて、動作に注意を向けて課題に取り組める時間を増やしていっ

た。動作課題に取り組むなかで、ある種の共有感や「そう、上手」などといった賞賛の体

験がもたらされる。動作には、意図性や努力過程といった心理的活動が含まれ、トレーナ

ーもその内的過程を感じ取ろうとし、共有を図る。このような共有体験と動作課題の遂行

体験を通してトレーニーは自ら動作へと注意を向けていく時間を増やしていったのではな

いだろうか。 

 

IV 動作法実践における示唆 

本研究の主な結果について以下にまとめる。 

①訓練開始から動作課題までの導入の聞に、トレーニーの注意対象は「外的対象→トレー

ナー→動作」の変遷を示す。外的対象にある注意は、常にトレーナーを経由して、動作へ

向けられた。 

②トレーニーの注意対象変還に伴って、トレーナーの働きかけの内容は変容し、トレーニ

ーの注意対象を評価しながら、働きかけを選択し、実行されている。 

③縦断的にみると、トレーニーの注意は、外的対象に向けられる時聞が減少し、動作に向
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けられる時聞が増加する傾向が見られた。 

④トレーニーの注意対象の変化過程は土台作りや動作遂行過程とその共有といった要因と

関連していると考えられた。 

これらの結果からトレーナーに求められる働きかけの要点をまとめることが出来る。そ

れはトレーニーの注意の対象を、働きかけによって変遷させていくことである。まずは注

意対象を、トレーナーを経由して動作へ向けさせることが必要である。しばしば知的な障

害や自閉性障害を持つトレーニーでは動作課題へと直接的に注意を向けることが困難であ

る。そこでまずはトレーナーに注意を向けさせる働きかけが求められる。 

さらにトレーナーへの注意が向いたときに、即応的に動作へと注意を切り替えさせる働

きかけが、用意されなくてはならない。トレーナーへの注意は中継に過ぎず、そこへトレ

ーニーの注意を留まらせていても、肝心な動作課題へと注意が向いていかない。トレーナ

ーへの注意が向けられた時点で、課題となる動作の提示や、他動的なリハーサルといった

働きかけを加えていく必要がある。それが、動作課題の遂行につながっていくと思われる。 

 

Ⅴ 本章のまとめ ～動作法におけるアセスメントへの示唆～ 

動作法における実態把握は、対象者の‘動作’に関わる側面と動作課題を展開、成立さ

せるために必要なコミュニケーションや共同注意といった関連する側面、そして対象者の

生活状況や成育歴などの諸情報に関する側面に分けることができる。 

本研究では、動作課題を展開、成立させるために必要なコミュニケーションや共同注意

といった側面のうち、トレーニーの注意対象について検討を行った。その結果、トレーナ

ーはトレーニーの注意対象を常に把握して、その把握に応じて働きかけ方を変えていたこ

とが明らかになった。このような実態把握は、セッション中にリアルタイムに行われる、

働きかけや進め方の工夫や課題が達成されていくための実態把握ということができる。こ

のセッション中にリアルタイムで行われる実態把握はトレーニーの動作面についてもなさ

れる。トレーニーの細かな動きや動かし方やその変化もまた、刻々とトレーナーによって

把握され、課題動作の達成を援助していくこととなる。このリアルタイムの実態把握がな

されなければ、おそらく実践としての指導支援はうまくいかない。 

一方、実態把握はセッションの事前にも行われる。いわゆる見立てといわれるこの実態

把握は、訓練の目標を設定し、課題を選択するために行われる。本研究の実践においても、

セッションをはじめるにあたってトレーナーはトレーニーの様子を観察したり、保護者か

ら聞き取ったり、以前の様子などを総合して、はじめるにあたっての目標と課題を決定し

ていた。 

このように実態把握には‘事前’と‘セッション中’の 2つのフェーズを持っている。

そしてこの 2つは相互的な関係を持っており、事前の実態把握がセッション中の実態把握

の視点を提供し、セッション中の実態把握が事前の実態把握によって導かれた目標や課題

の修正をもたらす場合がある。この 2つのフェーズにおいて実態把握が適切な行われ、相
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互の関係が機能することが、動作法におけるアセスメントの重要な点のひとつと考える。 

第九章 総合考察 

 

第一節 障害者臨床・療育におけるアセスメントの全体像 

１ アセスメントの基本的な構造 

第一章において、障害のある者への教育・心理援助におけるアセスメントのプロセスを

Fig.1-1 として紹介した。ここではこれまでの本研究の知見から、新たに Fig.9 として提

案する。さらに Table9 には Fig.9 で示した各層の詳細をあげている。Fig.1-1と Fig.9の

大きな違いは、アセスメントを実践までを含む過程にまで拡張した点である。実際の現場

においてはアセスメントに含まれる内容や進め方にそれぞれの工夫や重点があるとは思わ

れるが、まずはこの構造を基本と考えることができるだろう。この構造では、アセスメン

トを三つの層からなるプロセスとした。 

第一層は、実態把握、情報収集、願いの聞き取りである。実態把握には、そのひとつと

して障害特性やそれに派生する二次的特性が含まれる。カテゴリーとしての診断名もここ

に含まれるが、診断名は当人の心理行動面のメカニズムを理解する手掛かりとして利用し

たい。実態把握に含まれる別の項目として、種々の能力（知能や認知機能が代表）や発達

状況があげられる。これらについて心理検査等のツールを用いて測定することを、狭い意

味ではアセスメントと呼ぶことが従来なされていた。現在では、あくまでアセスメントの

一部としてみなすことが一般的といえるだろう。次には、生活実態も把握する対象のなか

に含まれる。ICF に見られるように、当人の理解を要因間の関連を前提に、健康状態や機

能、活動や参加といった要因によって構成される生活のあり様にまで広げようとするとき、

その総体としての生活実態を把握することにとつながる。このような実態把握の視点の拡

張は人をより包括的に、全体性をもって理解しようとする意図が反映されている。本研究

では、第二章、第三章においてこの生活実態に関する研究を行った。 

情報収集には、当人の家族状況や成育歴、現在利用している関係機関といった情報が集

められる。このような情報も目標設定や課題の選択に影響を及ぼす。例えばある脳性マヒ

を持つ児童への特別支援学校における指導に向けたアセスメントにおいて、ある児童では

地域医療機関や療育機関で、身体運動面に関する指導等の機会を十分に持っている場合が

ある。他方、別の児童では、種々の事情によって学校以外の機関との関わりがほとんどな

く、療育やリハビリの機会を持っていない場合がある。前者の児童では、保護者や専門機

関からの情報も得ながら、協働した取り組みとしての目標が設定されるだろう。協働した

取り組みの具体としては、目標や課題を共有して同じような取り組みを進める場合もある

し、逆にそれぞれの取り組みが重ならないよう意識する場合もある。一方、専門機関との

関わりを持っていない後者の事例では、学校は現在関わっている唯一の機関として、指導

目標と課題を検討することになる。この条件において、学校はどのような指導を目指すの

か、アセスメントの段階で検討されることとなる。同じように、家族状況や成育歴といっ
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た情報も、同様に目標設 
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Fig.9 本研究から 得ら れたアセスメ ント の構造 

 

Table9 アセスメ ント の各層の構成要素 

アセスメ ント の第一層       アセスメ ント の第二層      アセスメ ント の第三層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメ ント 第三層 

指導し ながら の実態把握 

 

実態把握 

 診断名に基づく 障害特性 

 能力や発達状況 

生活実態 

情報収集 

 相談歴、 生活状況 

 関係機関 

目標設定 

 目指す姿・ 育てたい姿 

 解決すべき 問題 

 獲得を目指す力 

課題選択 

 課題決定・ 作成 

教材、 環境の選択 

指導構造（ 形態、 時間、 場

面の決定）  願いの聞き取り  

家族、 本人の願い 

家族のニーズ 

  

 

指導し ながら の実態把握 

達成状況の評価 

指導のなかで得ら れる実態 
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定の段階において影響を及ぼすこととなる。 

願いの聞き取りには、障害のある者の持っている願いと家族の持っている願いがある。

願いはニーズと言い換えることもできる。EBPや Family-Centred Service は家族のニーズ

を把握するという昨今のアセスメントの動向を後押しした。それは教育、医療、福祉とい

ったすべての分野においてみることができる。家族や当事者の参加や意向を尊重としよう

とする基本的な姿勢や原則のあらわれである。また情報源としての家族や共同療育者とし

ての家族など様々な役割を家族は持っており、この点も家族のニーズを反映させていく必

然性の一端である。本研究では第四章、第五章、第六章において家族のニーズに関する研

究を行った。 

アセスメントの第二層は、目標の設定と課題の選定の段階である。第一層を受けて目標

を設定し、課題を選択していく。第一層においてまとめられた結果から、目標設定が行わ

れるという点を確認しておくことは重要である。例えば、学校教育などの現場では、先に

学校教育目標が掲げられ、その達成に向けた課題選択（授業づくり）、実践（授業）が行わ

れることがあるが、それは例外的である。やはりアセスメントにおいては、第一層から続

く段階として第二層がおかれることが本来的であると考える。 

しかしこのような第一層から第二層へ続くプロセスに一般的な意味での法則性や自動性

を見出すことは難しい。この難しさはまずは事例の持つ独自性、多様性に起因するという

ことができるだろう。ある能力値や一部の情報だけを見れば同じように見える事例におい

ても、包括的、全体的にとらえるならばそれぞれの差異の多さは明らかである。アセスメ

ントは自ずと個別的なプロセスとなる。加えて、支援や療育を担う者の価値観、経験、技

術や知識といった条件もまた目標設定の作業に影響を及ぼす。さらに指導や支援の形態（時

間や期間、頻度）も目標設定、課題選択に制限や制約という形で影響を及ぼす。これらの

影響によって、この段階は多様さを持たされ、結果としてのこの段階を定式化することの

困難さを生じさせる。このような困難さはアセスメントの妥当性としても問われる。 

そこで第三層の実践に、アセスメントの機能を内包させることが必要となってくる。具

体的には実態把握の役割と仮説検証の機能がそこに組み込まれる。第一層から第二層を経

て導かれた目標と課題は、「この問題に焦点をあて、このように進めていけば有益ではない

か」というその時点における仮説にすぎない。この仮説検証が実践のなかで進められる。

実践におけるクライエントのあらわれから、目標と課題の妥当性・適切性の検証結果を得

ることとなる。また実践を通して新たな実態が把握されることもある。これらの実態は、

循環的に第一層に取り込まれ、アセスメントがより適正化されていく。本研究では第七章、

第八章において実践しながらの実態把握に関する研究を行った。 

このように障害のある者への教育・心理援助におけるアセスメントが、第一層、第二層、

第三層の構造でその全体のなかに組み込まれていることが整理された。 

 

２ 教育や心理の領域におけるアセスメントの特徴 
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 本研究を通して明らかになった教育や心理の領域におけるアセスメントの特徴は、アセ

スメントが第一層から第三層までの複数の要素によって構成される多段階作業ということ

である。特にアセスメントが実践の前だけにあるのではなく、実践そのものにも含まれて

おり、それが循環的にアセスメントに組み込まれていく点が特徴的である。この点は、医

療領域におけるアセスメントとやや異なるといえるだろう。医療においては、クライエン

トへの治療がその目的であり、その一回を重視し、最も効果的な治療方法を選択する（エ

ビデンスベースドメディシン）ために、アセスメントが行われる。アセスメントが最善の

治療法を導いてくる点が特徴的である。一方、教育や心理臨床の領域においては、クライ

エントの適応や育ちが目的であり、支援や指導が比較的長期間にわたり、継続的な形態を

前提とすることが多いだろう。このような形態ではアセスメントに求められるのは、絶対

性ではなく、むしろ可変性である。ここにこの領域におけるアセスメントの特徴があると

いえるだろう。 

 そしてこの特徴を生かすには、実践しながらの実地把握やそこに続く評価が適正に行わ

れることで、アセスメントの循環性が機能しなくてはならない。第三層の実践しながら得

られた実態が第一層の実態把握に組み込まれ、経過の中で変容する家族のニーズや諸条件

がさらに取り込まれる。当然、この間にはクライエントの成長などの変化も生じる。そし

てこれらを受けた形で目標が再設定され、課題選択へ続いていく。このような循環性が機

能したときに、この領域におけるアセスメントの特徴がより浮かび上がるといえる。 

 

第二節 肢体不自由児への臨床・療育におけるアセスメントの重点 

本研究の目的は、障害児臨床・療育におけるアセスメントの充実を目指した研究資料の

蓄積にあった。そこでは、肢体不自由に関する領域を中心的な対象とすることと、動作法

に関する領域を対象とすることを条件とした。 

そこで本研究で行った研究の知見から、前節で示したアセスメントの全体像のうち重点

となる点についてさらに論考を加え、最後にこれらを統合して、臨床実践におけるアセス

メントの在り方について提案を試みる。 

 

１ 実態としての生活を把握すること 

 あらゆる臨床的、教育的営みはその方法や理論に違いがあっても、最終的には対象とな

る個人の福祉に寄与することを目的としている。個々の豊かな生活の営みに向けた取り組

みである。アセスメントにおいて生活の実態を把握する必要性は、このような本質的な意

味によっても説明することができる。 

 そこで生活実態の把握を試みることになるが、そこに方法上の難しさが生じる。ＩＣＦ

の概念図にあらわされているように、生活実態は複数の要因の相互作用を含む概念である。

例えば、下肢機能の状態も、歩行という能力も、外出という活動も、通勤という社会参加

もすべて生活の一部を成している。さらには当人の意思や気分、生活環境もそこに組み込
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まれていく。これらすべてを網羅的に把握することは実際的ではなく、不可能である。そ

こである側面を切り取って生活実態を把握することとなる。このときにしばしば ADL

（Activity of Daily Living）といわれる日常生活行為が生活実態を把握するための一側

面として扱われることになる。そこで本研究ではふたつの研究に取り組んだ。ひとつは肢

体不自由者の日常生活行為がどのように成り立っているのかについて明らかにする研究で

ある。もうひとつは日常生活実態を測定する方法の開発と、その方法が指導実践の成果を

測定するツールとして使用可能かを検証する研究である。 

 第二章では、肢体不自由児の日常生活行為の構造をあきらかにするために、生活の自立

度と諸能力との関係を検討した。調査では、175 名の肢体不自由児を対象として、食事、

排泄、衣服の着脱の３つの生活行為を取り上げ、それらの自立度と諸要因の関係について

多変量的に分析した。その結果、「年齢」「視覚」「表出」「移動」「手の動き」といった要因

が、生活の自立度に高い影響を及ぼしていた。このうち「表出」は多くの生活行為におい

て強い影響を示していた。「移動」「手の動き」といった身体運動の機能に関する要因、「年

齢」という学習や習熟の積み重ねに関する要因よりも、「表出」がより強い影響要因である

ことを見出したのは重要な結果であった。これらより日常生活行為が単に身体運動や視知

覚機能だけでなく、表出というコミュニケーションや他者との関係によって成り立ってい

ることが見出された。アセスメントの第一層において肢体不自由者の生活実態を把握する

際には、その生活状況の直接的な把握だけでなく、表出を含めた影響因を把握することに

よって、より有効なアセスメントとなることを示唆することができる。 

第三章では、肢体不自由者の日常生活実態を捉える方法の開発と、その方法を用いて動

作法適用の成果を日常生活の水準で検証した。まず肢体不自由者の生活実態を捉える方法

については、生活実態をいくかの領域に分け、保護者による自由記述で測定できることが

確認された。そしてその変化を、自由記述データに加筆修正を加える方法で測定できるこ

とも明らかになった。動作法適用の成果の測定では、一週間キャンプでの動作法実施が、

肢体不自由児者に対して、睡眠や排泄の仕方や介助のあり方の変化といった成果をもたら

すことが確認された。この研究によって、肢体不自由者の生活実態を把握し、ある指導を

行った成果を、生活実態の水準で測定できることが明らかになった。 

 実態把握において生活のあり様を把握することは、適切な目標設定や課題選択に欠かせ

ない視点となっている。同時に、日常生活を把握しておくことは、指導や療育の成果を生

活の水準で検証することにつながる。この点は、支援者側の持っている指導・療育の理論

や方法を改善、洗練させる意味でも不可欠な視点をいえるだろう。 

 

２ 家族のニーズを把握すること 

 障害のある子どもを持つ家族は複数の（段階的な）役割を担っているといえる。まずは

自身も一人の生活者としての役割がある。ここには個人として、職業人として、妻や夫、

地域の住人といった役割がある。他の役割としては、子どもに衣食住や健康を与える養育
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者の役割がある。幼い子どもや障害を持っている場合、この役割は大きなものとなる。発

達や教育という観点からは、教育者やモデルとしての役割がある。ことば、モノの使い方、

社会性など多くの育ちが、このような役割をもった家族との営みによって導かれる。この

他にも、子どもの遊び相手であったり、子どもの意思決定を代理したりする役割などあげ

ることができる。このような多様な役割において、家族はニーズを持つこととなる。 

ニーズとは表裏一体のふたつの側面も持っている（香野,2016）。ひとつは「発達希求的

ニーズ」であり、もうひとつは「困り解消ニーズ」である。今日では、アセスメントにお

いて家族のニーズについて把握しておくことが、より高いレベルで求められる。そこで本

研究では家族のもつニーズについて 3つの研究を行った。 

第四章では、肢体不自由児を持つ保護者への質問紙調査と聞き取り調査から、我が子へ

抱いてきたニーズの内容とその変遷を調べた。その結果、年齢段階の早い時期に高いニー

ズを示すものとして＜健康の保持＞＜身体の動き＞＜生活行為＞、年齢段階の遅い時期に

高いニーズを示すものとして＜人間関係の形成＞＜社会生活体験＞＜コミュニケーション

(表出)＞、学齢期などのある年齢段階において高いニーズを示すものとして＜学習・学力

＞＜環境の把握＞となった。年齢進行に伴って環境の変化や発達的変化が生じて優先が変

わるニーズ、年齢進行の中でも変わらずにあり続けるニーズ、質的に内容が変化するニー

ズなどを見出すことができた。 

 このようなニーズの変化は、その時点で家族がどの役割に重点をおいているのかを反映

していると考える。養育者の役割としては、健康面が安定し、身体の動きや生活行為が拡

大することは高いニーズとなるだろう。教育者の役割としては、コミュニケーションや社

会生活体験、学力などはニーズとなるだろう。そのときに重きがおかれた家族の役割、子

どもの状態、家族を取り巻く状況などと相まって、ニーズは変化していくものとしてとら

えることができる。アセスメントにおける家族のニーズの把握は、時間的変化を当然のと

らえしながら、そのとき家族が重視している役割やその背景までも視野にいれる必要があ

るのだろう。 

第五章では、小中学校の通常級および支援学級、特別支援学校に在籍する児童生徒を持

つ保護者を対象に、子どもに関する悩みや心配事の内容や有無と相談行動について大規模

調査を行った。その結果、障害のある子どもはもちろん、定型発達といわれる子どもにお

いても保護者は様々な悩みや心配を抱えていた。同時に、子どもについて心配や悩みを抱

えている保護者が、必ずしも相談や支援につながっていなかった。とりわけ、友人や家族

には相談していても、教員や専門機関等などに相談することの難しさが明らかになった。

そしてこの家族は家族全体に他の多くの問題を抱えていたり、相談先に関する情報を持っ

ていなかったりするなどの事情を抱えていることが推察された。 

この結果が示唆するところは、支援者側は、子どもについての悩みや心配事がある保護

者が自発的に来談し、相談関係を結ぶ行動を行うことを前提にできないということである。

支援者にはアセスメントの段階において、家族の持っている悩みや心配事を解決や解消を
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目指すことのできるニーズとして形作ること、そしてそのニーズを引き出すこと、家族に

安心してニーズを表明できるという感覚を持ってもらうといった働きかけが求められる。

家族の持っている具体的なニーズに対応しながら、協働的な連携関係を構築していくこと

も、アセスメントのプロセスに含められなくてはならない。‘関係づくり’もアセスメント

の重要な要素である。 

第六章では、肢体不自由児を持つ家族のうち、動作法訓練会に参加している家族が、家

庭のなかでどのように動作法に取り組んでいるかを調査した。結果から、多くの家族がリ

ラクセーションなどの課題に日常のなかで取り組んでいる実態が明らかになった。そして

保護者は家庭での訓練を行うための課題ややり方についてアドバイスを求めていた。 

このような家族は、教育者や療育者の役割においてニーズを持っているとみなすことが

できる。我が子の成長や生活のために動作法を用いた療育を提供したいという願いや、動

作法を用いて親子の関わりを楽しみたいといった思いがあらわれていた。このような家族

との連携は、専門家にとっては最も充実した取り組みが展開しやすいのかもしれない。専

門家として持っている知識や技術を家族に提供し、それを家族が家庭で取り組み、またそ

の取り組みに対して連続的かつ中長期的にアドバイスやサポートを行っていくこととなる。

専門家と家族が目指していきたい連携、協働のとれた関係のひとつといえるだろう。 

 

３ 動作法における実践しながらの実態把握 

 アセスメントの第三層は実践であり、そこでは療育活動をしながらの実態把握が行われ

る。この実態把握には、「達成状況の評価として得られる実態」と「実践のなかで得られる

実態」があると考える。さらに達成状況の評価には、支援を受ける障害児者の課題達成状

況や問題の解決事態、スキルや行動の獲得など被支援者についての評価と、その一方で支

援を提供した側の目標設定や課題選択、支援方法・技法などの適切性や妥当性についての

評価が含まれる。実践のなかで得られる実態とは、第一層の実態把握ではとらえきれなか

った新たな情報や、実践という関わりのなかでこそみえてくる実感、感触といったより細

かな情報である。 

 第七章では、脳性マヒ者への動作法適用の事例を報告した。「生活するうえでの基盤とし

ての身体作り」を目標に、成人であることも考慮しながら課題を設定し、実践を行った。

毎回のセッションでは身体の状態や本人の実感といった情報と動作課題に取り組みながら

得られる情報が実態把握に加えられて、アセスメント全体が微調整されていた。 

 第八章では、知的障害と自閉症スペクトラムがあり課題への導入に難しさのあるトレー

ニーに対する動作法場面の分析を行った。その結果、トレーナーはトレーニーの注意対象

を把握しながら、課題動作への取り組みを促す働きかけを選択していた。課題達成に向け

て、セッションの展開を工夫していくためにその場その時に行われた実態把握と課題の選

択と考えられた。 

 動作法に限らず障害のある者への療育や指導においては、働きかけという能動的な側面
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と、そこから情報を得るという受動的な側面が存在する。氏原（2002）はカウンセラーに

おける能動性と受動性の一体的存在を指摘している。同時にいずれかが失われてしまう可

能性、さらにはいずれかが失われたときに、いかにカウンセリングが展開しなくなるかに

ついて論考している。動作法における指導しながらの実態把握もまた一体的である。具体

的にはある動作実現に向けた働きかけだけが存在することはない。なぜなら相手の状態の

読み取りのない働き掛けはそもそも援助になりえていない。同じように読み取りという実

態把握だけが存在することもない。そこにはすでに読み取ろうという相手に向けられた働

きかけあり、そもそも場を共にしているということがすでに相手に働きかけをしていると

もいえる。このことをさらに推し進めて考えるならば、障害児者の実態を読み取るために

は自分や環境が当人に対してどのような働き掛けを現に行っているのかについて把握して

おかなくてはならない。彼らのあらわれは支援者からの働きかけや、その場の環境や文脈

と不可分な関係にある。実態把握の対象は内省的、自覚的な意味でも、第三者的な視点で

も自分自身の働きかけや構成した環境へと拡張されていくことになるのだろう。尾崎（1997）

はこれを「自分に働きかける技術」と呼んでいる。 

 実践をアセスメントの第三層として位置付けることは、アセスメントの目的を明確化し、

目標や課題設定の適切性について評価を可能とする理由で極めて重要と考える。また支援

者自身をアセスメントするという意味でも、この層は重要な役割を持っている。 

 

４ 臨床実践におけるアセスメント 

 本研究ではアセスメントを第一層の実態把握、情報収集、願いの聞き取りから、第二層

の目標設定、課題選択につながり、さらに第三層として実践しながらの実態把握を含むプ

ロセスであり、かつ循環的な構造を持っていると結論付けた。臨床実践においてアセスメ

ントは重要な位置を占めており、アセスメントが機能することは、質の高い臨床実践に欠

かせない。 

 一方では、実践の場においては常にアセスメントが適正に機能するわけではない。ここ

では実践的な観点から、アセスメントを進めていく際に生じうる困難さをあげながら、ア

セスメントのあり方を考えていく。 

まず第一層で生じる困難さは、情報の制限と情報の対立があげられる。情報の制限とは、

その時点で把握したり、入手したりできる情報が限られていることを意味している。例え

ば実態把握では、常にクライエントと十分な時間を設けて面談できるわけではない。家族

などの関係者からの情報も可能な限りでしかない。情報を多く収集する努力はしながらも、

実際的には手持ちの情報から、推測も含めて、分析や読み取りを行うこととなる。本研究

では、特に生活実態と家族ニーズに焦点をあてたが、これらは第一層における情報の一部

に過ぎない。情報の対立とは、情報間の目指すところが矛盾や食い違いを持っていること

を意味している。例えば、支援者が把握した現在の生活実態と、本人の願いや家族のニー

ズが乖離することはしばしば起こりうる。本人と家族の間でのニーズの食い違いもおこり
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えるだろう。本研究で焦点をあてた家族のニーズは、このような対立を解消していく際に

ひとつの方向性を示すものと考えている。そのためにも家族がニーズを適切に発揮できる

よう、情報が与えられたり、アセスメントに参加することを奨励したりするような家族へ

の援助が提供されることが同時に求められる。 

第二層の目標設定、課題選択における困難さは、絞り込みや優先順位をつけることであ

る。絞り込みや優先順位づけは、逆の見方をすれば、何をやらないか、優先順位を下げる

かを決める作業でもある。臨床実践は現実的な条件の中で行われる。クライエントは日々

の生活を送り続けながら指導や支援を受ける。セラピストが提供する支援や教育には、時

間や期間といった実施条件が切り離せない。そのような中で、生活における緊急的な必要

性、将来の生活を見通しての必要性、社会的妥当性などの視点（高橋，2007）から目標を

絞り込んでいくのだが、この段階には常に困難さがともなう。本研究では、この目標設定

に至るプロセスについて焦点をあてることができなかった。セラピスト、家族、そして当

事者であるクライエントが協働し、多くの情報と種々の条件のなかで、どのようなメカニ

ズムやダイナミクスを経て目標を設定していくのかについては、今後の研究課題としたい。 

第三層では、支援や指導という働きかけと、実態を把握するという受け取りや読み取り

を同時に行う実践者の力量やスキルにも関係する実践上の困難さをあげることができる。

例えば動作法実践においても、セラピストの側に余裕がなくて課題を伝えることや、身体

に触れることに意識が集中すれば、この間にクライエントがみせる様々な実態に目を向け、

読み取ることは難しい。さらには自分の働きかけを意識化できていないと、働きかけと不

可分な関係にあるクライエントのあらわれの意味を把握することは難しい。このような難

しさはあらゆる臨床実践において生じるだろう。 

 このように臨床実践におけるアセスメントには種々の困難さが生じる。その対応として

は、まずは第一層において情報が広く多面的に収集されているかを確認しておく必要があ

る。昨今では支援計画・指導計画の作成が様々な領域で求められている。整えられた書式

による計画の作成は、情報の洩れや不足を防ぐという意味でも有効である。すでに教育領

域では計画の作成は義務付けられているが、心理臨床の領域では徹底されてはおらず、今

後の検討が必要と考える。また計画の作成は、別の有効性も持っている。それはアセスメ

ントのプロセスを、事後的に検証する対象にできることである。先述したような実践にお

ける困難さは、必然的に生じることであり、避けがたいことがほとんどである。その対応

としては、アセスメントそのものを循環的に繰り返し、精度や適切性をあげていくしかな

い。そのためには、アセスメントのプロセスを記録として残していくことが必要であり、

計画の作成は検証可能な対象を残すという意味においても有効と考える。 

 

第三節 まとめ 

１ あらためてアセスメントの重要性 

 昨今、介入技法のメタ分析研究が繰り返し報告されている。Novak ら（2013）は脳性マ
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ヒ児への 64 種の介入法について、その効果について報告した研究の有無とその効果報告の

方法分類という指標から、green-yellow-red（やるべき-未確定的-やるべきでない）の 3

水準に分類している。その結果、7割の実践報告が yellowもしくは redに分類された。分

類された介入法の詳細をみると、green に分類されたものは薬物療法が多く、いわゆる運

動療法的な介入技法の多くは yellowに分類された。 

 このようなメタ分析は今後、特別支援教育や障害児臨床の領域においても一層取り入れ

られていくものと予想される。それではこのような結果をもって、green に分類されるよ

うな介入方法がいわゆるエビデンスがある技法として、臨床的実践に用いることが推奨さ

れると考えてよいのだろうか。やはりそこには大きな問題といえる。なぜなら Evidence 

Based Practice の肝心は Practice にあるはずである。もちろんエビデンスという根拠あ

る方法を用いること、エビデンスをもつための研究を蓄積することの重要性を否定するこ

とはないが、Practice においてはなぜその介入技法を用いるのかの決定因は、研究報告の

質や種類にあるのではなく、アセスメントのなかにある。クライエントと家族に接近し、

実態把握、願いや情報収集が行われ、目標が定められたときに、はじめて具体的な方法が

検討されることになる。介入技法の決定は、このアセスメントプロセスが充分に働いたの

ちに行われることであり、研究結果が方法の選択に優先されることは真の意味での

Practiceとはいえない。 

 ところで米国 National Research Council（NRC）による自閉症教育に関する報告（2001）

の結論のひとつは、少なくともまとめられた時点においては「ある方法が他より優れてい

るという証左はなかった。」ことである。そこで自閉症教育における推奨事項や優先的項目

が提示されることとなった。つまり一定の共通する奨事項や優先的項目はあるものの、あ

くまで個々の実態やニーズに応じて、当事者、家族、支援者、専門家が共同しながら様々

な支援方法やプログラムを組み合わせながら包括的に支援することの重要性を指摘してい

るといえよう。あらためて障害児者への臨床実践におけるアセスメントの重要性をみるこ

とができる。 

 

２ 今後に向けて  

本研究は、肢体不自由に関する領域と、動作法に関する領域を中心に、障害児臨床・療

育におけるアセスメントの充実に資する研究知見を得ることを目的とした。研究を通して、

アセスメントの全体像を明らかにするとともに、「生活実態の把握」「家族のニーズの把握」

「指導しながらの実態把握」という重点について検討することができた。 

しかしながら全体像についても、大枠の概要を示したに過ぎずより精緻な全体像を描き

だす課題が残されている。また重点についても、扱えなかった点が少なくない。具体的に

は障害特性に関する実態把握について、より検討が必要と考える。これまでの障害特性に

関しては、そのあらわれとしての症状について分類や重症度を把握することがほとんどで

あった。あるいは病理としての特徴を把握するにとどまっていた。最近では、例えば脳性
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マヒ者における視覚認知の特性について姿勢との関連も含めて指摘されている（例えば、

川間,2002）。また脳性マヒをもつ当事者研究からも、自身の身体と外界との関係について

新たな視点が提供されつつある（綾屋・熊谷,2008）。このような知見を踏まえることで、

肢体不自由という実態をシステム論的、あるいは環境との相互作用の観点から理解するこ

とが可能になると考える。そしてこの理解は支援や介入技法に貢献することとなるだろう。

臨床実践に役に立つアセスメントについて今後も研究を広げ、深めていきたい。 
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